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１７号館 天井伏図（３）１７号館 天井伏図（３）１７号館 天井伏図（３）１７号館 天井伏図（３）１７号館 天井伏図（３）１７号館 天井伏図（３）１７号館 天井伏図（３）

１７号館 部分詳細図（１）１７号館 部分詳細図（１）１７号館 部分詳細図（１）１７号館 部分詳細図（１）１７号館 部分詳細図（１）１７号館 部分詳細図（１）１７号館 部分詳細図（１）

１７号館 部分詳細図（２）１７号館 部分詳細図（２）１７号館 部分詳細図（２）１７号館 部分詳細図（２）１７号館 部分詳細図（２）１７号館 部分詳細図（２）１７号館 部分詳細図（２）

１７号館 部分詳細図（３）１７号館 部分詳細図（３）１７号館 部分詳細図（３）１７号館 部分詳細図（３）１７号館 部分詳細図（３）１７号館 部分詳細図（３）１７号館 部分詳細図（３）

１８号館 外部仕上表・共用部分内部仕上表１８号館 外部仕上表・共用部分内部仕上表１８号館 外部仕上表・共用部分内部仕上表１８号館 外部仕上表・共用部分内部仕上表１８号館 外部仕上表・共用部分内部仕上表１８号館 外部仕上表・共用部分内部仕上表１８号館 外部仕上表・共用部分内部仕上表

１８号館 ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１８号館 ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１８号館 ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１８号館 ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１８号館 ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１８号館 ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１８号館 ﾕﾆｯﾄ内部仕上表

１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）

１８号館 平面図（２）・断面図１８号館 平面図（２）・断面図１８号館 平面図（２）・断面図１８号館 平面図（２）・断面図１８号館 平面図（２）・断面図１８号館 平面図（２）・断面図１８号館 平面図（２）・断面図

１８号館 立面図１８号館 立面図１８号館 立面図１８号館 立面図１８号館 立面図１８号館 立面図１８号館 立面図

１８号館 １階平面詳細図１８号館 １階平面詳細図１８号館 １階平面詳細図１８号館 １階平面詳細図１８号館 １階平面詳細図１８号館 １階平面詳細図１８号館 １階平面詳細図

１８号館 ２階平面詳細図１８号館 ２階平面詳細図１８号館 ２階平面詳細図１８号館 ２階平面詳細図１８号館 ２階平面詳細図１８号館 ２階平面詳細図１８号館 ２階平面詳細図

１８号館 ３～８階・PH階・PH２階・PHR階 平面詳細図１８号館 ３～８階・PH階・PH２階・PHR階 平面詳細図１８号館 ３～８階・PH階・PH２階・PHR階 平面詳細図１８号館 ３～８階・PH階・PH２階・PHR階 平面詳細図１８号館 ３～８階・PH階・PH２階・PHR階 平面詳細図１８号館 ３～８階・PH階・PH２階・PHR階 平面詳細図１８号館 ３～８階・PH階・PH２階・PHR階 平面詳細図

１８号館 矩計図１８号館 矩計図１８号館 矩計図１８号館 矩計図１８号館 矩計図１８号館 矩計図１８号館 矩計図

１８号館 断面詳細図（１）１８号館 断面詳細図（１）１８号館 断面詳細図（１）１８号館 断面詳細図（１）１８号館 断面詳細図（１）１８号館 断面詳細図（１）１８号館 断面詳細図（１）

１８号館 断面詳細図（２）１８号館 断面詳細図（２）１８号館 断面詳細図（２）１８号館 断面詳細図（２）１８号館 断面詳細図（２）１８号館 断面詳細図（２）１８号館 断面詳細図（２）

１８号館 ﾎﾟﾝﾌﾟ室・回転ﾄﾞﾗﾑ室・玄関ｽﾛｰﾌﾟ断面詳細図１８号館 ﾎﾟﾝﾌﾟ室・回転ﾄﾞﾗﾑ室・玄関ｽﾛｰﾌﾟ断面詳細図１８号館 ﾎﾟﾝﾌﾟ室・回転ﾄﾞﾗﾑ室・玄関ｽﾛｰﾌﾟ断面詳細図１８号館 ﾎﾟﾝﾌﾟ室・回転ﾄﾞﾗﾑ室・玄関ｽﾛｰﾌﾟ断面詳細図１８号館 ﾎﾟﾝﾌﾟ室・回転ﾄﾞﾗﾑ室・玄関ｽﾛｰﾌﾟ断面詳細図１８号館 ﾎﾟﾝﾌﾟ室・回転ﾄﾞﾗﾑ室・玄関ｽﾛｰﾌﾟ断面詳細図１８号館 ﾎﾟﾝﾌﾟ室・回転ﾄﾞﾗﾑ室・玄関ｽﾛｰﾌﾟ断面詳細図

１８号館 ﾕﾆｯﾄ矩計図１８号館 ﾕﾆｯﾄ矩計図１８号館 ﾕﾆｯﾄ矩計図１８号館 ﾕﾆｯﾄ矩計図１８号館 ﾕﾆｯﾄ矩計図１８号館 ﾕﾆｯﾄ矩計図１８号館 ﾕﾆｯﾄ矩計図

１８号館 ﾕﾆｯﾄ平面詳細図１８号館 ﾕﾆｯﾄ平面詳細図１８号館 ﾕﾆｯﾄ平面詳細図１８号館 ﾕﾆｯﾄ平面詳細図１８号館 ﾕﾆｯﾄ平面詳細図１８号館 ﾕﾆｯﾄ平面詳細図１８号館 ﾕﾆｯﾄ平面詳細図

１８号館 ﾕﾆｯﾄ展開図１８号館 ﾕﾆｯﾄ展開図１８号館 ﾕﾆｯﾄ展開図１８号館 ﾕﾆｯﾄ展開図１８号館 ﾕﾆｯﾄ展開図１８号館 ﾕﾆｯﾄ展開図１８号館 ﾕﾆｯﾄ展開図

１８号館 屋上螺旋階段詳細図１８号館 屋上螺旋階段詳細図１８号館 屋上螺旋階段詳細図１８号館 屋上螺旋階段詳細図１８号館 屋上螺旋階段詳細図１８号館 屋上螺旋階段詳細図１８号館 屋上螺旋階段詳細図

１８号館 外部階段詳細図１８号館 外部階段詳細図１８号館 外部階段詳細図１８号館 外部階段詳細図１８号館 外部階段詳細図１８号館 外部階段詳細図１８号館 外部階段詳細図

１８号館 連絡橋詳細図１８号館 連絡橋詳細図１８号館 連絡橋詳細図１８号館 連絡橋詳細図１８号館 連絡橋詳細図１８号館 連絡橋詳細図１８号館 連絡橋詳細図

１８号館 床伏図１８号館 床伏図１８号館 床伏図１８号館 床伏図１８号館 床伏図１８号館 床伏図１８号館 床伏図

１８号館 天井伏図１８号館 天井伏図１８号館 天井伏図１８号館 天井伏図１８号館 天井伏図１８号館 天井伏図１８号館 天井伏図

１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（１）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（１）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（１）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（１）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（１）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（１）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（１）

１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（２）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（２）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（２）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（２）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（２）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（２）１８号館 ｷｰﾌﾟﾗﾝ（２）

１８号館 建具ﾘｽﾄ（１）１８号館 建具ﾘｽﾄ（１）１８号館 建具ﾘｽﾄ（１）１８号館 建具ﾘｽﾄ（１）１８号館 建具ﾘｽﾄ（１）１８号館 建具ﾘｽﾄ（１）１８号館 建具ﾘｽﾄ（１）

１８号館 建具ﾘｽﾄ（２）１８号館 建具ﾘｽﾄ（２）１８号館 建具ﾘｽﾄ（２）１８号館 建具ﾘｽﾄ（２）１８号館 建具ﾘｽﾄ（２）１８号館 建具ﾘｽﾄ（２）１８号館 建具ﾘｽﾄ（２）

１８号館 建具ﾘｽﾄ（３）１８号館 建具ﾘｽﾄ（３）１８号館 建具ﾘｽﾄ（３）１８号館 建具ﾘｽﾄ（３）１８号館 建具ﾘｽﾄ（３）１８号館 建具ﾘｽﾄ（３）１８号館 建具ﾘｽﾄ（３）

１８号館 雑詳細図１８号館 雑詳細図１８号館 雑詳細図１８号館 雑詳細図１８号館 雑詳細図１８号館 雑詳細図１８号館 雑詳細図

電気室 平面図・立面図・矩計図電気室 平面図・立面図・矩計図電気室 平面図・立面図・矩計図電気室 平面図・立面図・矩計図電気室 平面図・立面図・矩計図電気室 平面図・立面図・矩計図電気室 平面図・立面図・矩計図

附帯施設撤去配置図附帯施設撤去配置図附帯施設撤去配置図附帯施設撤去配置図附帯施設撤去配置図附帯施設撤去配置図附帯施設撤去配置図

雨水桝撤去配置図雨水桝撤去配置図雨水桝撤去配置図雨水桝撤去配置図雨水桝撤去配置図雨水桝撤去配置図雨水桝撤去配置図

舗装撤去配置図舗装撤去配置図舗装撤去配置図舗装撤去配置図舗装撤去配置図舗装撤去配置図舗装撤去配置図

樹木撤去配置図樹木撤去配置図樹木撤去配置図樹木撤去配置図樹木撤去配置図樹木撤去配置図樹木撤去配置図

外構詳細図（１）外構詳細図（１）外構詳細図（１）外構詳細図（１）外構詳細図（１）外構詳細図（１）外構詳細図（１）

外構詳細図（２）外構詳細図（２）外構詳細図（２）外構詳細図（２）外構詳細図（２）外構詳細図（２）外構詳細図（２）

外構詳細図（３）外構詳細図（３）外構詳細図（３）外構詳細図（３）外構詳細図（３）外構詳細図（３）外構詳細図（３）

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面

E/001E/001E/001E/001E/001E/001E/001

E/002E/002E/002E/002E/002E/002E/002

E/003E/003E/003E/003E/003E/003E/003

E/004E/004E/004E/004E/004E/004E/004

電気設備工事　特記仕様書（１）電気設備工事　特記仕様書（１）電気設備工事　特記仕様書（１）電気設備工事　特記仕様書（１）電気設備工事　特記仕様書（１）電気設備工事　特記仕様書（１）電気設備工事　特記仕様書（１）

電気設備工事　特記仕様書（２）電気設備工事　特記仕様書（２）電気設備工事　特記仕様書（２）電気設備工事　特記仕様書（２）電気設備工事　特記仕様書（２）電気設備工事　特記仕様書（２）電気設備工事　特記仕様書（２）

設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書

付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図

仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図

幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図

幹線撤去完了図幹線撤去完了図幹線撤去完了図幹線撤去完了図幹線撤去完了図幹線撤去完了図幹線撤去完了図

E/005E/005E/005E/005E/005E/005E/005

E/006E/006E/006E/006E/006E/006E/006

E/007E/007E/007E/007E/007E/007E/007

電気室 幹線動力 平面詳細図・立面図・断面図電気室 幹線動力 平面詳細図・立面図・断面図電気室 幹線動力 平面詳細図・立面図・断面図電気室 幹線動力 平面詳細図・立面図・断面図電気室 幹線動力 平面詳細図・立面図・断面図電気室 幹線動力 平面詳細図・立面図・断面図電気室 幹線動力 平面詳細図・立面図・断面図

１８号館 住戸平面詳細図１８号館 住戸平面詳細図１８号館 住戸平面詳細図１８号館 住戸平面詳細図１８号館 住戸平面詳細図１８号館 住戸平面詳細図１８号館 住戸平面詳細図

１８号館 平面図（２）・系統図１８号館 平面図（２）・系統図１８号館 平面図（２）・系統図１８号館 平面図（２）・系統図１８号館 平面図（２）・系統図１８号館 平面図（２）・系統図１８号館 平面図（２）・系統図

１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）１８号館 平面図（１）

１７号館 住戸平面詳細図１７号館 住戸平面詳細図１７号館 住戸平面詳細図１７号館 住戸平面詳細図１７号館 住戸平面詳細図１７号館 住戸平面詳細図１７号館 住戸平面詳細図

１７号館 平面図（３）・系統図１７号館 平面図（３）・系統図１７号館 平面図（３）・系統図１７号館 平面図（３）・系統図１７号館 平面図（３）・系統図１７号館 平面図（３）・系統図１７号館 平面図（３）・系統図

１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）

１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）

幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図幹線撤去配置図

AE/010AE/010AE/010AE/010AE/010AE/010AE/010

AE/009AE/009AE/009AE/009AE/009AE/009AE/009

AE/008AE/008AE/008AE/008AE/008AE/008AE/008

AE/007AE/007AE/007AE/007AE/007AE/007AE/007

AE/006AE/006AE/006AE/006AE/006AE/006AE/006

AE/005AE/005AE/005AE/005AE/005AE/005AE/005

AE/004AE/004AE/004AE/004AE/004AE/004AE/004

AE/003AE/003AE/003AE/003AE/003AE/003AE/003

AE/002AE/002AE/002AE/002AE/002AE/002AE/002

AE/001AE/001AE/001AE/001AE/001AE/001AE/001 設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面電 気 図 面

１８号館　回転ドラム詳細図１８号館　回転ドラム詳細図１８号館　回転ドラム詳細図１８号館　回転ドラム詳細図１８号館　回転ドラム詳細図１８号館　回転ドラム詳細図１８号館　回転ドラム詳細図

１８号館　給排水衛生設備　雑詳細図１８号館　給排水衛生設備　雑詳細図１８号館　給排水衛生設備　雑詳細図１８号館　給排水衛生設備　雑詳細図１８号館　給排水衛生設備　雑詳細図１８号館　給排水衛生設備　雑詳細図１８号館　給排水衛生設備　雑詳細図

１８号館 住戸平面詳細図(給排水)１８号館 住戸平面詳細図(給排水)１８号館 住戸平面詳細図(給排水)１８号館 住戸平面詳細図(給排水)１８号館 住戸平面詳細図(給排水)１８号館 住戸平面詳細図(給排水)１８号館 住戸平面詳細図(給排水)

１８号館　系統図(給排水)１８号館　系統図(給排水)１８号館　系統図(給排水)１８号館　系統図(給排水)１８号館　系統図(給排水)１８号館　系統図(給排水)１８号館　系統図(給排水)

１７号館　雑詳細図１７号館　雑詳細図１７号館　雑詳細図１７号館　雑詳細図１７号館　雑詳細図１７号館　雑詳細図１７号館　雑詳細図

１７号館 住戸平面詳細図(給排水)１７号館 住戸平面詳細図(給排水)１７号館 住戸平面詳細図(給排水)１７号館 住戸平面詳細図(給排水)１７号館 住戸平面詳細図(給排水)１７号館 住戸平面詳細図(給排水)１７号館 住戸平面詳細図(給排水)

１７号館 系統図(給排水)１７号館 系統図(給排水)１７号館 系統図(給排水)１７号館 系統図(給排水)１７号館 系統図(給排水)１７号館 系統図(給排水)１７号館 系統図(給排水)

ｶﾞｽ設備　配置図ｶﾞｽ設備　配置図ｶﾞｽ設備　配置図ｶﾞｽ設備　配置図ｶﾞｽ設備　配置図ｶﾞｽ設備　配置図ｶﾞｽ設備　配置図

汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図

給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図
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AM/001AM/001AM/001AM/001AM/001AM/001AM/001 設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 構 造 図 面構 造 図 面構 造 図 面構 造 図 面構 造 図 面構 造 図 面構 造 図 面

１７号館 基礎ﾘｽﾄ･地中梁ﾘｽﾄ１７号館 基礎ﾘｽﾄ･地中梁ﾘｽﾄ１７号館 基礎ﾘｽﾄ･地中梁ﾘｽﾄ１７号館 基礎ﾘｽﾄ･地中梁ﾘｽﾄ１７号館 基礎ﾘｽﾄ･地中梁ﾘｽﾄ１７号館 基礎ﾘｽﾄ･地中梁ﾘｽﾄ１７号館 基礎ﾘｽﾄ･地中梁ﾘｽﾄ

１７号館 壁床梁伏図（１）１７号館 壁床梁伏図（１）１７号館 壁床梁伏図（１）１７号館 壁床梁伏図（１）１７号館 壁床梁伏図（１）１７号館 壁床梁伏図（１）１７号館 壁床梁伏図（１）

１７号館 壁床梁伏図（２）１７号館 壁床梁伏図（２）１７号館 壁床梁伏図（２）１７号館 壁床梁伏図（２）１７号館 壁床梁伏図（２）１７号館 壁床梁伏図（２）１７号館 壁床梁伏図（２）

１７号館 壁床梁伏図（３）１７号館 壁床梁伏図（３）１７号館 壁床梁伏図（３）１７号館 壁床梁伏図（３）１７号館 壁床梁伏図（３）１７号館 壁床梁伏図（３）１７号館 壁床梁伏図（３）

１７号館 柱芯図１７号館 柱芯図１７号館 柱芯図１７号館 柱芯図１７号館 柱芯図１７号館 柱芯図１７号館 柱芯図

１７号館 柱ﾘｽﾄ１７号館 柱ﾘｽﾄ１７号館 柱ﾘｽﾄ１７号館 柱ﾘｽﾄ１７号館 柱ﾘｽﾄ１７号館 柱ﾘｽﾄ１７号館 柱ﾘｽﾄ

１７号館 大梁ﾘｽﾄ（１）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（１）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（１）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（１）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（１）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（１）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（１）

１７号館 大梁ﾘｽﾄ（２）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（２）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（２）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（２）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（２）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（２）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（２）

１７号館 大梁ﾘｽﾄ（３）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（３）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（３）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（３）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（３）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（３）１７号館 大梁ﾘｽﾄ（３）

１７号館 小梁床壁ﾘｽﾄ１７号館 小梁床壁ﾘｽﾄ１７号館 小梁床壁ﾘｽﾄ１７号館 小梁床壁ﾘｽﾄ１７号館 小梁床壁ﾘｽﾄ１７号館 小梁床壁ﾘｽﾄ１７号館 小梁床壁ﾘｽﾄ

１７号館 階段配筋図･その他１７号館 階段配筋図･その他１７号館 階段配筋図･その他１７号館 階段配筋図･その他１７号館 階段配筋図･その他１７号館 階段配筋図･その他１７号館 階段配筋図･その他

１７号館 鉄骨軸組図１７号館 鉄骨軸組図１７号館 鉄骨軸組図１７号館 鉄骨軸組図１７号館 鉄骨軸組図１７号館 鉄骨軸組図１７号館 鉄骨軸組図

１７号館 鉄骨梁詳細図１７号館 鉄骨梁詳細図１７号館 鉄骨梁詳細図１７号館 鉄骨梁詳細図１７号館 鉄骨梁詳細図１７号館 鉄骨梁詳細図１７号館 鉄骨梁詳細図

１８号館 基礎詳細図１８号館 基礎詳細図１８号館 基礎詳細図１８号館 基礎詳細図１８号館 基礎詳細図１８号館 基礎詳細図１８号館 基礎詳細図

１８号館 地中梁断面ﾘｽﾄ１８号館 地中梁断面ﾘｽﾄ１８号館 地中梁断面ﾘｽﾄ１８号館 地中梁断面ﾘｽﾄ１８号館 地中梁断面ﾘｽﾄ１８号館 地中梁断面ﾘｽﾄ１８号館 地中梁断面ﾘｽﾄ

１８号館 梁伏図（１）１８号館 梁伏図（１）１８号館 梁伏図（１）１８号館 梁伏図（１）１８号館 梁伏図（１）１８号館 梁伏図（１）１８号館 梁伏図（１）

１８号館 梁伏図（２）１８号館 梁伏図（２）１８号館 梁伏図（２）１８号館 梁伏図（２）１８号館 梁伏図（２）１８号館 梁伏図（２）１８号館 梁伏図（２）

１８号館 軸組図（１）１８号館 軸組図（１）１８号館 軸組図（１）１８号館 軸組図（１）１８号館 軸組図（１）１８号館 軸組図（１）１８号館 軸組図（１）

１８号館 軸組図（２）１８号館 軸組図（２）１８号館 軸組図（２）１８号館 軸組図（２）１８号館 軸組図（２）１８号館 軸組図（２）１８号館 軸組図（２）

１８号館 柱断面ﾘｽﾄ１８号館 柱断面ﾘｽﾄ１８号館 柱断面ﾘｽﾄ１８号館 柱断面ﾘｽﾄ１８号館 柱断面ﾘｽﾄ１８号館 柱断面ﾘｽﾄ１８号館 柱断面ﾘｽﾄ

１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（１）１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（１）１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（１）１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（１）１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（１）１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（１）１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（１）

１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（２）、小梁断面ﾘｽﾄ１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（２）、小梁断面ﾘｽﾄ１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（２）、小梁断面ﾘｽﾄ１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（２）、小梁断面ﾘｽﾄ１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（２）、小梁断面ﾘｽﾄ１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（２）、小梁断面ﾘｽﾄ１８号館 大梁断面ﾘｽﾄ（２）、小梁断面ﾘｽﾄ

１８号館 床版配筋ﾘｽﾄ・壁配筋ﾘｽﾄ・床版配筋詳細図１８号館 床版配筋ﾘｽﾄ・壁配筋ﾘｽﾄ・床版配筋詳細図１８号館 床版配筋ﾘｽﾄ・壁配筋ﾘｽﾄ・床版配筋詳細図１８号館 床版配筋ﾘｽﾄ・壁配筋ﾘｽﾄ・床版配筋詳細図１８号館 床版配筋ﾘｽﾄ・壁配筋ﾘｽﾄ・床版配筋詳細図１８号館 床版配筋ﾘｽﾄ・壁配筋ﾘｽﾄ・床版配筋詳細図１８号館 床版配筋ﾘｽﾄ・壁配筋ﾘｽﾄ・床版配筋詳細図

１８号館 雑配筋詳細図１８号館 雑配筋詳細図１８号館 雑配筋詳細図１８号館 雑配筋詳細図１８号館 雑配筋詳細図１８号館 雑配筋詳細図１８号館 雑配筋詳細図

１８号館 屋内階段配筋詳細図・屋外階段配筋詳細図１８号館 屋内階段配筋詳細図・屋外階段配筋詳細図１８号館 屋内階段配筋詳細図・屋外階段配筋詳細図１８号館 屋内階段配筋詳細図・屋外階段配筋詳細図１８号館 屋内階段配筋詳細図・屋外階段配筋詳細図１８号館 屋内階段配筋詳細図・屋外階段配筋詳細図１８号館 屋内階段配筋詳細図・屋外階段配筋詳細図

１８号館 鉄骨架構要領図１８号館 鉄骨架構要領図１８号館 鉄骨架構要領図１８号館 鉄骨架構要領図１８号館 鉄骨架構要領図１８号館 鉄骨架構要領図１８号館 鉄骨架構要領図

１８号館 鉄骨梁伏図１８号館 鉄骨梁伏図１８号館 鉄骨梁伏図１８号館 鉄骨梁伏図１８号館 鉄骨梁伏図１８号館 鉄骨梁伏図１８号館 鉄骨梁伏図

１８号館 鉄骨軸組図１８号館 鉄骨軸組図１８号館 鉄骨軸組図１８号館 鉄骨軸組図１８号館 鉄骨軸組図１８号館 鉄骨軸組図１８号館 鉄骨軸組図

１８号館 柱芯図１８号館 柱芯図１８号館 柱芯図１８号館 柱芯図１８号館 柱芯図１８号館 柱芯図１８号館 柱芯図

１８号館 柱詳細図（１）１８号館 柱詳細図（１）１８号館 柱詳細図（１）１８号館 柱詳細図（１）１８号館 柱詳細図（１）１８号館 柱詳細図（１）１８号館 柱詳細図（１）

１８号館 柱詳細図（２）１８号館 柱詳細図（２）１８号館 柱詳細図（２）１８号館 柱詳細図（２）１８号館 柱詳細図（２）１８号館 柱詳細図（２）１８号館 柱詳細図（２）

１８号館 梁詳細図（１）１８号館 梁詳細図（１）１８号館 梁詳細図（１）１８号館 梁詳細図（１）１８号館 梁詳細図（１）１８号館 梁詳細図（１）１８号館 梁詳細図（１）

１８号館 梁詳細図（２）１８号館 梁詳細図（２）１８号館 梁詳細図（２）１８号館 梁詳細図（２）１８号館 梁詳細図（２）１８号館 梁詳細図（２）１８号館 梁詳細図（２）

１７号館 基礎伏図･杭伏図１７号館 基礎伏図･杭伏図１７号館 基礎伏図･杭伏図１７号館 基礎伏図･杭伏図１７号館 基礎伏図･杭伏図１７号館 基礎伏図･杭伏図１７号館 基礎伏図･杭伏図

電気室 構造図電気室 構造図電気室 構造図電気室 構造図電気室 構造図電気室 構造図電気室 構造図

１８号館 基礎伏図･杭伏図１８号館 基礎伏図･杭伏図１８号館 基礎伏図･杭伏図１８号館 基礎伏図･杭伏図１８号館 基礎伏図･杭伏図１８号館 基礎伏図･杭伏図１８号館 基礎伏図･杭伏図
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S/017S/017S/017S/017S/017S/017S/017

S/018S/018S/018S/018S/018S/018S/018

S/019S/019S/019S/019S/019S/019S/019

S/020S/020S/020S/020S/020S/020S/020

S/021S/021S/021S/021S/021S/021S/021

S/022S/022S/022S/022S/022S/022S/022

S/024S/024S/024S/024S/024S/024S/024

S/023S/023S/023S/023S/023S/023S/023

S/025S/025S/025S/025S/025S/025S/025

S/026S/026S/026S/026S/026S/026S/026

S/027S/027S/027S/027S/027S/027S/027

S/028S/028S/028S/028S/028S/028S/028

S/029S/029S/029S/029S/029S/029S/029

S/030S/030S/030S/030S/030S/030S/030

S/031S/031S/031S/031S/031S/031S/031

S/032S/032S/032S/032S/032S/032S/032

S/033S/033S/033S/033S/033S/033S/033

S/034S/034S/034S/034S/034S/034S/034

S/035S/035S/035S/035S/035S/035S/035

S/036S/036S/036S/036S/036S/036S/036

M/001M/001M/001M/001M/001M/001M/001

M/002M/002M/002M/002M/002M/002M/002

M/003M/003M/003M/003M/003M/003M/003

M/004M/004M/004M/004M/004M/004M/004

M/005M/005M/005M/005M/005M/005M/005

M/006M/006M/006M/006M/006M/006M/006

M/007M/007M/007M/007M/007M/007M/007

機械設備工事　特記仕様書（１）機械設備工事　特記仕様書（１）機械設備工事　特記仕様書（１）機械設備工事　特記仕様書（１）機械設備工事　特記仕様書（１）機械設備工事　特記仕様書（１）機械設備工事　特記仕様書（１）

機械設備工事　特記仕様書（２）機械設備工事　特記仕様書（２）機械設備工事　特記仕様書（２）機械設備工事　特記仕様書（２）機械設備工事　特記仕様書（２）機械設備工事　特記仕様書（２）機械設備工事　特記仕様書（２）

設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書設備工事共通　特記仕様書

仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図

給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図給水設備　配置図

汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図汚水排水設備　配置図

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面機 械 図 面

付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図

付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図



章章章章章章章章章章章章章章 章章章章章章章項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項

章章章章章章章 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項

２　工事実績データ２　工事実績データ２　工事実績データ２　工事実績データ２　工事実績データ２　工事実績データ２　工事実績データ

Ⅱ　解　体　工　事　仕　様Ⅱ　解　体　工　事　仕　様Ⅱ　解　体　工　事　仕　様Ⅱ　解　体　工　事　仕　様Ⅱ　解　体　工　事　仕　様Ⅱ　解　体　工　事　仕　様Ⅱ　解　体　工　事　仕　様
１．共通仕様１．共通仕様１．共通仕様１．共通仕様１．共通仕様１．共通仕様１．共通仕様

１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

２）特記事項は、番号のついたものを適用する。２）特記事項は、番号のついたものを適用する。２）特記事項は、番号のついたものを適用する。２）特記事項は、番号のついたものを適用する。２）特記事項は、番号のついたものを適用する。２）特記事項は、番号のついたものを適用する。２）特記事項は、番号のついたものを適用する。

○印のついたものを適用する。○印のついたものを適用する。○印のついたものを適用する。○印のついたものを適用する。○印のついたものを適用する。○印のついたものを適用する。○印のついたものを適用する。

○印のつかない場合は＊印のついたものを適用する。○印のつかない場合は＊印のついたものを適用する。○印のつかない場合は＊印のついたものを適用する。○印のつかない場合は＊印のついたものを適用する。○印のつかない場合は＊印のついたものを適用する。○印のつかない場合は＊印のついたものを適用する。○印のつかない場合は＊印のついたものを適用する。

○印と ＊ 印のついた場合は、共に適用する。○印と ＊ 印のついた場合は、共に適用する。○印と ＊ 印のついた場合は、共に適用する。○印と ＊ 印のついた場合は、共に適用する。○印と ＊ 印のついた場合は、共に適用する。○印と ＊ 印のついた場合は、共に適用する。○印と ＊ 印のついた場合は、共に適用する。

２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様

１　質疑事項は必ず施工数日前に行う。１　質疑事項は必ず施工数日前に行う。１　質疑事項は必ず施工数日前に行う。１　質疑事項は必ず施工数日前に行う。１　質疑事項は必ず施工数日前に行う。１　質疑事項は必ず施工数日前に行う。１　質疑事項は必ず施工数日前に行う。

（着工届以下の書類、産業廃棄物処理計画書、各届出書等）（着工届以下の書類、産業廃棄物処理計画書、各届出書等）（着工届以下の書類、産業廃棄物処理計画書、各届出書等）（着工届以下の書類、産業廃棄物処理計画書、各届出書等）（着工届以下の書類、産業廃棄物処理計画書、各届出書等）（着工届以下の書類、産業廃棄物処理計画書、各届出書等）（着工届以下の書類、産業廃棄物処理計画書、各届出書等）

２　着工前に、周辺には本市と協議した範囲について書面等により伝えた後２　着工前に、周辺には本市と協議した範囲について書面等により伝えた後２　着工前に、周辺には本市と協議した範囲について書面等により伝えた後２　着工前に、周辺には本市と協議した範囲について書面等により伝えた後２　着工前に、周辺には本市と協議した範囲について書面等により伝えた後２　着工前に、周辺には本市と協議した範囲について書面等により伝えた後２　着工前に、周辺には本市と協議した範囲について書面等により伝えた後

着手する。着手する。着手する。着手する。着手する。着手する。着手する。

６　現場内での廃材の焼却は一切認めない。６　現場内での廃材の焼却は一切認めない。６　現場内での廃材の焼却は一切認めない。６　現場内での廃材の焼却は一切認めない。６　現場内での廃材の焼却は一切認めない。６　現場内での廃材の焼却は一切認めない。６　現場内での廃材の焼却は一切認めない。

７　隣地隣接家屋等の養生、水はけ（排水）には十分注意する。７　隣地隣接家屋等の養生、水はけ（排水）には十分注意する。７　隣地隣接家屋等の養生、水はけ（排水）には十分注意する。７　隣地隣接家屋等の養生、水はけ（排水）には十分注意する。７　隣地隣接家屋等の養生、水はけ（排水）には十分注意する。７　隣地隣接家屋等の養生、水はけ（排水）には十分注意する。７　隣地隣接家屋等の養生、水はけ（排水）には十分注意する。

11  工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。11  工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。11  工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。11  工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。11  工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。11  工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。11  工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。

　　指示に従うこと。　　指示に従うこと。　　指示に従うこと。　　指示に従うこと。　　指示に従うこと。　　指示に従うこと。　　指示に従うこと。

の作成・登録の作成・登録の作成・登録の作成・登録の作成・登録の作成・登録の作成・登録

施工体系図施工体系図施工体系図施工体系図施工体系図施工体系図施工体系図

＊　受注者は、当該建設工事を施工するために、下請契約を締結したときは、＊　受注者は、当該建設工事を施工するために、下請契約を締結したときは、＊　受注者は、当該建設工事を施工するために、下請契約を締結したときは、＊　受注者は、当該建設工事を施工するために、下請契約を締結したときは、＊　受注者は、当該建設工事を施工するために、下請契約を締結したときは、＊　受注者は、当該建設工事を施工するために、下請契約を締結したときは、＊　受注者は、当該建設工事を施工するために、下請契約を締結したときは、

　　建設業法及び公共工事の入札及び契約適性化の促進に関する法律（以下　　建設業法及び公共工事の入札及び契約適性化の促進に関する法律（以下　　建設業法及び公共工事の入札及び契約適性化の促進に関する法律（以下　　建設業法及び公共工事の入札及び契約適性化の促進に関する法律（以下　　建設業法及び公共工事の入札及び契約適性化の促進に関する法律（以下　　建設業法及び公共工事の入札及び契約適性化の促進に関する法律（以下　　建設業法及び公共工事の入札及び契約適性化の促進に関する法律（以下

４　建設業退職金４　建設業退職金４　建設業退職金４　建設業退職金４　建設業退職金４　建設業退職金４　建設業退職金

共済制度共済制度共済制度共済制度共済制度共済制度共済制度

５　その他の保険に５　その他の保険に５　その他の保険に５　その他の保険に５　その他の保険に５　その他の保険に５　その他の保険に

ついてついてついてついてついてついてついて

＊　この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。＊　この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。＊　この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。＊　この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。＊　この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。＊　この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。＊　この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。

　　　第三者に与えた損害の補償　　　第三者に与えた損害の補償　　　第三者に与えた損害の補償　　　第三者に与えた損害の補償　　　第三者に与えた損害の補償　　　第三者に与えた損害の補償　　　第三者に与えた損害の補償

　　　　・請負業者賠償責任保険　　　　・請負業者賠償責任保険　　　　・請負業者賠償責任保険　　　　・請負業者賠償責任保険　　　　・請負業者賠償責任保険　　　　・請負業者賠償責任保険　　　　・請負業者賠償責任保険

　　　従業員が受けた身体障害の補償　　　従業員が受けた身体障害の補償　　　従業員が受けた身体障害の補償　　　従業員が受けた身体障害の補償　　　従業員が受けた身体障害の補償　　　従業員が受けた身体障害の補償　　　従業員が受けた身体障害の補償

　　　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険　　　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険　　　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険　　　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険　　　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険　　　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険　　　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険

３　施工体制台帳３　施工体制台帳３　施工体制台帳３　施工体制台帳３　施工体制台帳３　施工体制台帳３　施工体制台帳

８　デジタル工事写真８　デジタル工事写真８　デジタル工事写真８　デジタル工事写真８　デジタル工事写真８　デジタル工事写真８　デジタル工事写真

の小黒板情報電子化の小黒板情報電子化の小黒板情報電子化の小黒板情報電子化の小黒板情報電子化の小黒板情報電子化の小黒板情報電子化

９　建築工事の適性な９　建築工事の適性な９　建築工事の適性な９　建築工事の適性な９　建築工事の適性な９　建築工事の適性な９　建築工事の適性な

　　施工の確保に　　施工の確保に　　施工の確保に　　施工の確保に　　施工の確保に　　施工の確保に　　施工の確保に

    ついて    ついて    ついて    ついて    ついて    ついて    ついて

10　埋蔵文化財試掘10　埋蔵文化財試掘10　埋蔵文化財試掘10　埋蔵文化財試掘10　埋蔵文化財試掘10　埋蔵文化財試掘10　埋蔵文化財試掘

調査調査調査調査調査調査調査

・　有　　・　無・　有　　・　無・　有　　・　無・　有　　・　無・　有　　・　無・　有　　・　無・　有　　・　無

＊　施工数量　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝＊　施工数量　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝＊　施工数量　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝＊　施工数量　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝＊　施工数量　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝＊　施工数量　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝＊　施工数量　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝

　　　　　　　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝　　　　　　　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝　　　　　　　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝　　　　　　　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝　　　　　　　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝　　　　　　　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝　　　　　　　Ｗ＊Ｈ＊Ｌ＊ヶ所＝

＊　試掘については、文化観光局文化部文化財課立会いのもとに行う。＊　試掘については、文化観光局文化部文化財課立会いのもとに行う。＊　試掘については、文化観光局文化部文化財課立会いのもとに行う。＊　試掘については、文化観光局文化部文化財課立会いのもとに行う。＊　試掘については、文化観光局文化部文化財課立会いのもとに行う。＊　試掘については、文化観光局文化部文化財課立会いのもとに行う。＊　試掘については、文化観光局文化部文化財課立会いのもとに行う。

11　施工条件11　施工条件11　施工条件11　施工条件11　施工条件11　施工条件11　施工条件

３　泥土等を道路に持ち出さないよう工事車両車輪の水洗いを行うこと。３　泥土等を道路に持ち出さないよう工事車両車輪の水洗いを行うこと。３　泥土等を道路に持ち出さないよう工事車両車輪の水洗いを行うこと。３　泥土等を道路に持ち出さないよう工事車両車輪の水洗いを行うこと。３　泥土等を道路に持ち出さないよう工事車両車輪の水洗いを行うこと。３　泥土等を道路に持ち出さないよう工事車両車輪の水洗いを行うこと。３　泥土等を道路に持ち出さないよう工事車両車輪の水洗いを行うこと。

４　敷地周辺の一方通行・車両重量通行規制・時間通行規制等を守ること。４　敷地周辺の一方通行・車両重量通行規制・時間通行規制等を守ること。４　敷地周辺の一方通行・車両重量通行規制・時間通行規制等を守ること。４　敷地周辺の一方通行・車両重量通行規制・時間通行規制等を守ること。４　敷地周辺の一方通行・車両重量通行規制・時間通行規制等を守ること。４　敷地周辺の一方通行・車両重量通行規制・時間通行規制等を守ること。４　敷地周辺の一方通行・車両重量通行規制・時間通行規制等を守ること。

５　規制解除等を行う場合、事前に関係官庁に許可を得ること。５　規制解除等を行う場合、事前に関係官庁に許可を得ること。５　規制解除等を行う場合、事前に関係官庁に許可を得ること。５　規制解除等を行う場合、事前に関係官庁に許可を得ること。５　規制解除等を行う場合、事前に関係官庁に許可を得ること。５　規制解除等を行う場合、事前に関係官庁に許可を得ること。５　規制解除等を行う場合、事前に関係官庁に許可を得ること。

　　許可の申請、費用負担は受注者が行う。　　許可の申請、費用負担は受注者が行う。　　許可の申請、費用負担は受注者が行う。　　許可の申請、費用負担は受注者が行う。　　許可の申請、費用負担は受注者が行う。　　許可の申請、費用負担は受注者が行う。　　許可の申請、費用負担は受注者が行う。

12　別途工事との取合12　別途工事との取合12　別途工事との取合12　別途工事との取合12　別途工事との取合12　別途工事との取合12　別途工事との取合

　　又、必要に応じて安全協力会等結成し協力体制をとる。　　又、必要に応じて安全協力会等結成し協力体制をとる。　　又、必要に応じて安全協力会等結成し協力体制をとる。　　又、必要に応じて安全協力会等結成し協力体制をとる。　　又、必要に応じて安全協力会等結成し協力体制をとる。　　又、必要に応じて安全協力会等結成し協力体制をとる。　　又、必要に応じて安全協力会等結成し協力体制をとる。

13　公共工事特定調達13　公共工事特定調達13　公共工事特定調達13　公共工事特定調達13　公共工事特定調達13　公共工事特定調達13　公共工事特定調達

品目の採用について品目の採用について品目の採用について品目の採用について品目の採用について品目の採用について品目の採用について

　　（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）　　（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）　　（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）　　（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）　　（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）　　（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）　　（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）

14　契約前の事前説明14　契約前の事前説明14　契約前の事前説明14　契約前の事前説明14　契約前の事前説明14　契約前の事前説明14　契約前の事前説明

15　建設副産物の処理15　建設副産物の処理15　建設副産物の処理15　建設副産物の処理15　建設副産物の処理15　建設副産物の処理15　建設副産物の処理

16　過積載について16　過積載について16　過積載について16　過積載について16　過積載について16　過積載について16　過積載について

　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条

　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条

　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条

　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）

17　公共事業労務費調査17　公共事業労務費調査17　公共事業労務費調査17　公共事業労務費調査17　公共事業労務費調査17　公共事業労務費調査17　公共事業労務費調査

18　共通費実態調査18　共通費実態調査18　共通費実態調査18　共通費実態調査18　共通費実態調査18　共通費実態調査18　共通費実態調査

19　現場代理人及び技術19　現場代理人及び技術19　現場代理人及び技術19　現場代理人及び技術19　現場代理人及び技術19　現場代理人及び技術19　現場代理人及び技術

者の専任の機関に者の専任の機関に者の専任の機関に者の専任の機関に者の専任の機関に者の専任の機関に者の専任の機関に

ついてついてついてついてついてついてついて

       

22　施工図等の取扱い22　施工図等の取扱い22　施工図等の取扱い22　施工図等の取扱い22　施工図等の取扱い22　施工図等の取扱い22　施工図等の取扱い

仕上塗材の除去仕上塗材の除去仕上塗材の除去仕上塗材の除去仕上塗材の除去仕上塗材の除去仕上塗材の除去

についてについてについてについてについてについてについて

ついてついてついてついてついてついてついて

24　法定福利費に24　法定福利費に24　法定福利費に24　法定福利費に24　法定福利費に24　法定福利費に24　法定福利費に

25　落下物による危険25　落下物による危険25　落下物による危険25　落下物による危険25　落下物による危険25　落下物による危険25　落下物による危険

の防止の防止の防止の防止の防止の防止の防止

　　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて「建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）　　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて「建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）　　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて「建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）　　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて「建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）　　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて「建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）　　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて「建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）　　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて「建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）

　　同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和２年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）に　　同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和２年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）に　　同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和２年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）に　　同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和２年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）に　　同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和２年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）に　　同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和２年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）に　　同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和２年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）に

　　よる。　ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（建築工　　よる。　ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（建築工　　よる。　ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（建築工　　よる。　ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（建築工　　よる。　ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（建築工　　よる。　ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（建築工　　よる。　ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（建築工

　　事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建　　事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建　　事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建　　事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建　　事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建　　事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建　　事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建

　　築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「改修標　　築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「改修標　　築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「改修標　　築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「改修標　　築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「改修標　　築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「改修標　　築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和４年版以下、「改修標

　　準仕様書」という。）による。　　準仕様書」という。）による。　　準仕様書」という。）による。　　準仕様書」という。）による。　　準仕様書」という。）による。　　準仕様書」という。）による。　　準仕様書」という。）による。

　　にその内容を速やかに連絡する。　　にその内容を速やかに連絡する。　　にその内容を速やかに連絡する。　　にその内容を速やかに連絡する。　　にその内容を速やかに連絡する。　　にその内容を速やかに連絡する。　　にその内容を速やかに連絡する。

８  工事にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理８  工事にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理８  工事にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理８  工事にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理８  工事にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理８  工事にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理８  工事にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理

ル法）「騒音規制法」等の関係諸法令を厳守し、必要な措置を講ずること。ル法）「騒音規制法」等の関係諸法令を厳守し、必要な措置を講ずること。ル法）「騒音規制法」等の関係諸法令を厳守し、必要な措置を講ずること。ル法）「騒音規制法」等の関係諸法令を厳守し、必要な措置を講ずること。ル法）「騒音規制法」等の関係諸法令を厳守し、必要な措置を講ずること。ル法）「騒音規制法」等の関係諸法令を厳守し、必要な措置を講ずること。ル法）「騒音規制法」等の関係諸法令を厳守し、必要な措置を講ずること。

法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイク法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイク法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイク法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイク法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイク法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイク法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイク

10　工事施工に当たり付近の居住者や通行人に迷惑をかけないよう十分注意10　工事施工に当たり付近の居住者や通行人に迷惑をかけないよう十分注意10　工事施工に当たり付近の居住者や通行人に迷惑をかけないよう十分注意10　工事施工に当たり付近の居住者や通行人に迷惑をかけないよう十分注意10　工事施工に当たり付近の居住者や通行人に迷惑をかけないよう十分注意10　工事施工に当たり付近の居住者や通行人に迷惑をかけないよう十分注意10　工事施工に当たり付近の居住者や通行人に迷惑をかけないよう十分注意

　　し、人家等に損傷を与えた場合は受注者の責務で解決する。又、周辺既　　し、人家等に損傷を与えた場合は受注者の責務で解決する。又、周辺既　　し、人家等に損傷を与えた場合は受注者の責務で解決する。又、周辺既　　し、人家等に損傷を与えた場合は受注者の責務で解決する。又、周辺既　　し、人家等に損傷を与えた場合は受注者の責務で解決する。又、周辺既　　し、人家等に損傷を与えた場合は受注者の責務で解決する。又、周辺既　　し、人家等に損傷を与えた場合は受注者の責務で解決する。又、周辺既

　　存物（道路側溝等）の破損の無いよう留意し万一破損等した場合は速や　　存物（道路側溝等）の破損の無いよう留意し万一破損等した場合は速や　　存物（道路側溝等）の破損の無いよう留意し万一破損等した場合は速や　　存物（道路側溝等）の破損の無いよう留意し万一破損等した場合は速や　　存物（道路側溝等）の破損の無いよう留意し万一破損等した場合は速や　　存物（道路側溝等）の破損の無いよう留意し万一破損等した場合は速や　　存物（道路側溝等）の破損の無いよう留意し万一破損等した場合は速や

　　電気、水道等の使用に係わる費用は、受注者の負担とする。　　電気、水道等の使用に係わる費用は、受注者の負担とする。　　電気、水道等の使用に係わる費用は、受注者の負担とする。　　電気、水道等の使用に係わる費用は、受注者の負担とする。　　電気、水道等の使用に係わる費用は、受注者の負担とする。　　電気、水道等の使用に係わる費用は、受注者の負担とする。　　電気、水道等の使用に係わる費用は、受注者の負担とする。

13  工事に伴う官公庁への届出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用13  工事に伴う官公庁への届出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用13  工事に伴う官公庁への届出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用13  工事に伴う官公庁への届出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用13  工事に伴う官公庁への届出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用13  工事に伴う官公庁への届出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用13  工事に伴う官公庁への届出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用

＊　受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が ５００万円以上の工＊　受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が ５００万円以上の工＊　受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が ５００万円以上の工＊　受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が ５００万円以上の工＊　受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が ５００万円以上の工＊　受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が ５００万円以上の工＊　受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が ５００万円以上の工

　　事については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録　　事については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録　　事については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録　　事については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録　　事については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録　　事については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録　　事については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録

　　更時には、同様の変更登録をしなければならない。　　更時には、同様の変更登録をしなければならない。　　更時には、同様の変更登録をしなければならない。　　更時には、同様の変更登録をしなければならない。　　更時には、同様の変更登録をしなければならない。　　更時には、同様の変更登録をしなければならない。　　更時には、同様の変更登録をしなければならない。

　　い。　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変　　い。　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変　　い。　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変　　い。　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変　　い。　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変　　い。　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変　　い。　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変

　　び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。　　び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。　　び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。　　び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。　　び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。　　び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。　　び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。

　　いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日及　　いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日及　　いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日及　　いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日及　　いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日及　　いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日及　　いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日及

　　「公共工事入札契約適正化法」という。）の定めに従い、施工体制台帳　　「公共工事入札契約適正化法」という。）の定めに従い、施工体制台帳　　「公共工事入札契約適正化法」という。）の定めに従い、施工体制台帳　　「公共工事入札契約適正化法」という。）の定めに従い、施工体制台帳　　「公共工事入札契約適正化法」という。）の定めに従い、施工体制台帳　　「公共工事入札契約適正化法」という。）の定めに従い、施工体制台帳　　「公共工事入札契約適正化法」という。）の定めに従い、施工体制台帳

　　を作成し、工事現場ごとに備え置くと共に、その写しを速やかに監督員　　を作成し、工事現場ごとに備え置くと共に、その写しを速やかに監督員　　を作成し、工事現場ごとに備え置くと共に、その写しを速やかに監督員　　を作成し、工事現場ごとに備え置くと共に、その写しを速やかに監督員　　を作成し、工事現場ごとに備え置くと共に、その写しを速やかに監督員　　を作成し、工事現場ごとに備え置くと共に、その写しを速やかに監督員　　を作成し、工事現場ごとに備え置くと共に、その写しを速やかに監督員

　　に提出しなければならない。　一度作成した施工体制台帳の記載事項等　　に提出しなければならない。　一度作成した施工体制台帳の記載事項等　　に提出しなければならない。　一度作成した施工体制台帳の記載事項等　　に提出しなければならない。　一度作成した施工体制台帳の記載事項等　　に提出しなければならない。　一度作成した施工体制台帳の記載事項等　　に提出しなければならない。　一度作成した施工体制台帳の記載事項等　　に提出しなければならない。　一度作成した施工体制台帳の記載事項等

　　に変更があったときは、その都度、速やかに変更された施工体制台帳の　　に変更があったときは、その都度、速やかに変更された施工体制台帳の　　に変更があったときは、その都度、速やかに変更された施工体制台帳の　　に変更があったときは、その都度、速やかに変更された施工体制台帳の　　に変更があったときは、その都度、速やかに変更された施工体制台帳の　　に変更があったときは、その都度、速やかに変更された施工体制台帳の　　に変更があったときは、その都度、速やかに変更された施工体制台帳の

　　写しを提出しなければならない。　また、上記下請負契約を締結した場　　写しを提出しなければならない。　また、上記下請負契約を締結した場　　写しを提出しなければならない。　また、上記下請負契約を締結した場　　写しを提出しなければならない。　また、上記下請負契約を締結した場　　写しを提出しなければならない。　また、上記下請負契約を締結した場　　写しを提出しなければならない。　また、上記下請負契約を締結した場　　写しを提出しなければならない。　また、上記下請負契約を締結した場

　　合、受注者は各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明示した　　合、受注者は各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明示した　　合、受注者は各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明示した　　合、受注者は各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明示した　　合、受注者は各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明示した　　合、受注者は各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明示した　　合、受注者は各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明示した

　　施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及　　施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及　　施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及　　施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及　　施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及　　施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及　　施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及

　　及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。　施工体系図の記載事　　及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。　施工体系図の記載事　　及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。　施工体系図の記載事　　及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。　施工体系図の記載事　　及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。　施工体系図の記載事　　及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。　施工体系図の記載事　　及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。　施工体系図の記載事

　　項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなけ　　項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなけ　　項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなけ　　項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなけ　　項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなけ　　項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなけ　　項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなけ

　　ればならない。　施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設　　ればならない。　施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設　　ればならない。　施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設　　ればならない。　施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設　　ればならない。　施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設　　ればならない。　施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設　　ればならない。　施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設

　　業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体　　業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体　　業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体　　業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体　　業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体　　業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体　　業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体

　　系図では、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業　　系図では、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業　　系図では、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業　　系図では、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業　　系図では、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業　　系図では、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業　　系図では、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業

　　廃棄物及び建設発生土等処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分業　　廃棄物及び建設発生土等処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分業　　廃棄物及び建設発生土等処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分業　　廃棄物及び建設発生土等処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分業　　廃棄物及び建設発生土等処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分業　　廃棄物及び建設発生土等処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分業　　廃棄物及び建設発生土等処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分業

　　者）並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱　　者）並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱　　者）並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱　　者）並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱　　者）並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱　　者）並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱　　者）並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱

　　うこととし、建設発生土の搬出先についても、施工体系図の中で明示する　　うこととし、建設発生土の搬出先についても、施工体系図の中で明示する　　うこととし、建設発生土の搬出先についても、施工体系図の中で明示する　　うこととし、建設発生土の搬出先についても、施工体系図の中で明示する　　うこととし、建設発生土の搬出先についても、施工体系図の中で明示する　　うこととし、建設発生土の搬出先についても、施工体系図の中で明示する　　うこととし、建設発生土の搬出先についても、施工体系図の中で明示する

　　ものとする。　また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工体系　　ものとする。　また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工体系　　ものとする。　また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工体系　　ものとする。　また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工体系　　ものとする。　また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工体系　　ものとする。　また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工体系　　ものとする。　また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工体系

　　図の写しを監督員に提出しなければならない。　また、施工体系図の記載　　図の写しを監督員に提出しなければならない。　また、施工体系図の記載　　図の写しを監督員に提出しなければならない。　また、施工体系図の記載　　図の写しを監督員に提出しなければならない。　また、施工体系図の記載　　図の写しを監督員に提出しなければならない。　また、施工体系図の記載　　図の写しを監督員に提出しなければならない。　また、施工体系図の記載　　図の写しを監督員に提出しなければならない。　また、施工体系図の記載

　　事項等に変更があったときには、その都度、変更された施工体系図の写し　　事項等に変更があったときには、その都度、変更された施工体系図の写し　　事項等に変更があったときには、その都度、変更された施工体系図の写し　　事項等に変更があったときには、その都度、変更された施工体系図の写し　　事項等に変更があったときには、その都度、変更された施工体系図の写し　　事項等に変更があったときには、その都度、変更された施工体系図の写し　　事項等に変更があったときには、その都度、変更された施工体系図の写し

　　を速やかに監督員に提出しなければならない。　受注者は監督員等から公　　を速やかに監督員に提出しなければならない。　受注者は監督員等から公　　を速やかに監督員に提出しなければならない。　受注者は監督員等から公　　を速やかに監督員に提出しなければならない。　受注者は監督員等から公　　を速やかに監督員に提出しなければならない。　受注者は監督員等から公　　を速やかに監督員に提出しなければならない。　受注者は監督員等から公　　を速やかに監督員に提出しなければならない。　受注者は監督員等から公

　　共工事の施工の技術上の監理をつかればならない。　受注者は監督員等か　　共工事の施工の技術上の監理をつかればならない。　受注者は監督員等か　　共工事の施工の技術上の監理をつかればならない。　受注者は監督員等か　　共工事の施工の技術上の監理をつかればならない。　受注者は監督員等か　　共工事の施工の技術上の監理をつかればならない。　受注者は監督員等か　　共工事の施工の技術上の監理をつかればならない。　受注者は監督員等か　　共工事の施工の技術上の監理をつかればならない。　受注者は監督員等か

　　ら公共工事の施工の技術上の監理をつかさどる者の設置の状況その他の工　　ら公共工事の施工の技術上の監理をつかさどる者の設置の状況その他の工　　ら公共工事の施工の技術上の監理をつかさどる者の設置の状況その他の工　　ら公共工事の施工の技術上の監理をつかさどる者の設置の状況その他の工　　ら公共工事の施工の技術上の監理をつかさどる者の設置の状況その他の工　　ら公共工事の施工の技術上の監理をつかさどる者の設置の状況その他の工　　ら公共工事の施工の技術上の監理をつかさどる者の設置の状況その他の工

　　事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を　　事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を　　事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を　　事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を　　事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を　　事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を　　事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を

　　もとめられたときは、これを受けることを拒んではならない。　　もとめられたときは、これを受けることを拒んではならない。　　もとめられたときは、これを受けることを拒んではならない。　　もとめられたときは、これを受けることを拒んではならない。　　もとめられたときは、これを受けることを拒んではならない。　　もとめられたときは、これを受けることを拒んではならない。　　もとめられたときは、これを受けることを拒んではならない。

 　共に該当する場合は同制度に加入し、「建退共掛金収納書届」を工事請負 　共に該当する場合は同制度に加入し、「建退共掛金収納書届」を工事請負 　共に該当する場合は同制度に加入し、「建退共掛金収納書届」を工事請負 　共に該当する場合は同制度に加入し、「建退共掛金収納書届」を工事請負 　共に該当する場合は同制度に加入し、「建退共掛金収納書届」を工事請負 　共に該当する場合は同制度に加入し、「建退共掛金収納書届」を工事請負 　共に該当する場合は同制度に加入し、「建退共掛金収納書届」を工事請負

 　負契約締結後４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 　負契約締結後４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 　負契約締結後４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 　負契約締結後４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 　負契約締結後４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 　負契約締結後４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 　負契約締結後４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。

 　契約締結後原則１ケ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請 　契約締結後原則１ケ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請 　契約締結後原則１ケ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請 　契約締結後原則１ケ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請 　契約締結後原則１ケ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請 　契約締結後原則１ケ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請 　契約締結後原則１ケ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請

　　また、建退共制度対象労働者を雇用した場合については、建設キャリアア　　また、建退共制度対象労働者を雇用した場合については、建設キャリアア　　また、建退共制度対象労働者を雇用した場合については、建設キャリアア　　また、建退共制度対象労働者を雇用した場合については、建設キャリアア　　また、建退共制度対象労働者を雇用した場合については、建設キャリアア　　また、建退共制度対象労働者を雇用した場合については、建設キャリアア　　また、建退共制度対象労働者を雇用した場合については、建設キャリアア

　 ップシステムの活用等により技能労働者等の就業状況を適切に把握し、こ　 ップシステムの活用等により技能労働者等の就業状況を適切に把握し、こ　 ップシステムの活用等により技能労働者等の就業状況を適切に把握し、こ　 ップシステムの活用等により技能労働者等の就業状況を適切に把握し、こ　 ップシステムの活用等により技能労働者等の就業状況を適切に把握し、こ　 ップシステムの活用等により技能労働者等の就業状況を適切に把握し、こ　 ップシステムの活用等により技能労働者等の就業状況を適切に把握し、こ

 　を作成し、監督員に提示しなければならない。 　を作成し、監督員に提示しなければならない。 　を作成し、監督員に提示しなければならない。 　を作成し、監督員に提示しなければならない。 　を作成し、監督員に提示しなければならない。 　を作成し、監督員に提示しなければならない。 　を作成し、監督員に提示しなければならない。

 　れに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表 　れに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表 　れに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表 　れに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表 　れに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表 　れに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表 　れに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表

   用事業主工事現場」の標識を掲示すること。   用事業主工事現場」の標識を掲示すること。   用事業主工事現場」の標識を掲示すること。   用事業主工事現場」の標識を掲示すること。   用事業主工事現場」の標識を掲示すること。   用事業主工事現場」の標識を掲示すること。   用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

６　工事の下請け及び６　工事の下請け及び６　工事の下請け及び６　工事の下請け及び６　工事の下請け及び６　工事の下請け及び６　工事の下請け及び

原材料の購入に原材料の購入に原材料の購入に原材料の購入に原材料の購入に原材料の購入に原材料の購入に

ついてついてついてついてついてついてついて

７　工事写真７　工事写真７　工事写真７　工事写真７　工事写真７　工事写真７　工事写真

＊　工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は、地元産業の振＊　工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は、地元産業の振＊　工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は、地元産業の振＊　工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は、地元産業の振＊　工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は、地元産業の振＊　工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は、地元産業の振＊　工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は、地元産業の振

　　興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。　　興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。　　興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。　　興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。　　興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。　　興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。　　興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。

＊　工事写真の撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮＊　工事写真の撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮＊　工事写真の撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮＊　工事写真の撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮＊　工事写真の撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮＊　工事写真の撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮＊　工事写真の撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮

　　成３０年版による。　　成３０年版による。　　成３０年版による。　　成３０年版による。　　成３０年版による。　　成３０年版による。　　成３０年版による。

　　影要領（平成２８年版）による工事写真撮影ガイドブック・解体工事編平　　影要領（平成２８年版）による工事写真撮影ガイドブック・解体工事編平　　影要領（平成２８年版）による工事写真撮影ガイドブック・解体工事編平　　影要領（平成２８年版）による工事写真撮影ガイドブック・解体工事編平　　影要領（平成２８年版）による工事写真撮影ガイドブック・解体工事編平　　影要領（平成２８年版）による工事写真撮影ガイドブック・解体工事編平　　影要領（平成２８年版）による工事写真撮影ガイドブック・解体工事編平

＊　撮影対象は上記による他、養生、解体時の散水、地中部分の撤去物（必要＊　撮影対象は上記による他、養生、解体時の散水、地中部分の撤去物（必要＊　撮影対象は上記による他、養生、解体時の散水、地中部分の撤去物（必要＊　撮影対象は上記による他、養生、解体時の散水、地中部分の撤去物（必要＊　撮影対象は上記による他、養生、解体時の散水、地中部分の撤去物（必要＊　撮影対象は上記による他、養生、解体時の散水、地中部分の撤去物（必要＊　撮影対象は上記による他、養生、解体時の散水、地中部分の撤去物（必要

　　に応じて検尺を行う）、地中部分の撤去作業、完了が確認できるものとす　　に応じて検尺を行う）、地中部分の撤去作業、完了が確認できるものとす　　に応じて検尺を行う）、地中部分の撤去作業、完了が確認できるものとす　　に応じて検尺を行う）、地中部分の撤去作業、完了が確認できるものとす　　に応じて検尺を行う）、地中部分の撤去作業、完了が確認できるものとす　　に応じて検尺を行う）、地中部分の撤去作業、完了が確認できるものとす　　に応じて検尺を行う）、地中部分の撤去作業、完了が確認できるものとす

　　る。　　る。　　る。　　る。　　る。　　る。　　る。

　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。

　 報電子化承諾願い」を提出し、監督員 の承諾を受けること。　 報電子化承諾願い」を提出し、監督員 の承諾を受けること。　 報電子化承諾願い」を提出し、監督員 の承諾を受けること。　 報電子化承諾願い」を提出し、監督員 の承諾を受けること。　 報電子化承諾願い」を提出し、監督員 の承諾を受けること。　 報電子化承諾願い」を提出し、監督員 の承諾を受けること。　 報電子化承諾願い」を提出し、監督員 の承諾を受けること。

 　デジタル工事写真の小黒板情報電子化で使用可能な対象機器及び小黒板情 　デジタル工事写真の小黒板情報電子化で使用可能な対象機器及び小黒板情 　デジタル工事写真の小黒板情報電子化で使用可能な対象機器及び小黒板情 　デジタル工事写真の小黒板情報電子化で使用可能な対象機器及び小黒板情 　デジタル工事写真の小黒板情報電子化で使用可能な対象機器及び小黒板情 　デジタル工事写真の小黒板情報電子化で使用可能な対象機器及び小黒板情 　デジタル工事写真の小黒板情報電子化で使用可能な対象機器及び小黒板情

　 報の電子的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル工事写　 報の電子的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル工事写　 報の電子的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル工事写　 報の電子的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル工事写　 報の電子的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル工事写　 報の電子的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル工事写　 報の電子的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル工事写

　 真の小黒板情報的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル　 真の小黒板情報的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル　 真の小黒板情報的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル　 真の小黒板情報的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル　 真の小黒板情報的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル　 真の小黒板情報的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル　 真の小黒板情報的記入方法・取扱い・写真の納品等については「デジタル

　 工事写真の小黒板情報電子化について」（堺市建築部ＨＰ掲載）によるも　 工事写真の小黒板情報電子化について」（堺市建築部ＨＰ掲載）によるも　 工事写真の小黒板情報電子化について」（堺市建築部ＨＰ掲載）によるも　 工事写真の小黒板情報電子化について」（堺市建築部ＨＰ掲載）によるも　 工事写真の小黒板情報電子化について」（堺市建築部ＨＰ掲載）によるも　 工事写真の小黒板情報電子化について」（堺市建築部ＨＰ掲載）によるも　 工事写真の小黒板情報電子化について」（堺市建築部ＨＰ掲載）によるも

　 のとする。　 のとする。　 のとする。　 のとする。　 のとする。　 のとする。　 のとする。

 　配置しなければならない現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任 　配置しなければならない現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任 　配置しなければならない現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任 　配置しなければならない現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任 　配置しなければならない現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任 　配置しなければならない現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任 　配置しなければならない現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任

１　工事の作業時間は、原則として午前８時～午後６時までとし、日祝日及１　工事の作業時間は、原則として午前８時～午後６時までとし、日祝日及１　工事の作業時間は、原則として午前８時～午後６時までとし、日祝日及１　工事の作業時間は、原則として午前８時～午後６時までとし、日祝日及１　工事の作業時間は、原則として午前８時～午後６時までとし、日祝日及１　工事の作業時間は、原則として午前８時～午後６時までとし、日祝日及１　工事の作業時間は、原則として午前８時～午後６時までとし、日祝日及

 　置すること。　（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事するもので 　置すること。　（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事するもので 　置すること。　（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事するもので 　置すること。　（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事するもので 　置すること。　（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事するもので 　置すること。　（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事するもので 　置すること。　（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事するもので

 　必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工事を施工 　必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工事を施工 　必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工事を施工 　必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工事を施工 　必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工事を施工 　必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工事を施工 　必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工事を施工

 　するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないこと。 　するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないこと。 　するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないこと。 　するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないこと。 　するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないこと。 　するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないこと。 　するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないこと。

 　受注者と直接かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。 　受注者と直接かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。 　受注者と直接かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。 　受注者と直接かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。 　受注者と直接かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。 　受注者と直接かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。 　受注者と直接かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。

　　行わない。　　行わない。　　行わない。　　行わない。　　行わない。　　行わない。　　行わない。

２　ガラ、廃材、残土等の運搬車両は、午前９時以前午後５時以降の運行は２　ガラ、廃材、残土等の運搬車両は、午前９時以前午後５時以降の運行は２　ガラ、廃材、残土等の運搬車両は、午前９時以前午後５時以降の運行は２　ガラ、廃材、残土等の運搬車両は、午前９時以前午後５時以降の運行は２　ガラ、廃材、残土等の運搬車両は、午前９時以前午後５時以降の運行は２　ガラ、廃材、残土等の運搬車両は、午前９時以前午後５時以降の運行は２　ガラ、廃材、残土等の運搬車両は、午前９時以前午後５時以降の運行は

　　分協議を行う。　　分協議を行う。　　分協議を行う。　　分協議を行う。　　分協議を行う。　　分協議を行う。　　分協議を行う。

＊　同敷地内の別途工事施工者との取り合部は相互の工程に支障がないよう十＊　同敷地内の別途工事施工者との取り合部は相互の工程に支障がないよう十＊　同敷地内の別途工事施工者との取り合部は相互の工程に支障がないよう十＊　同敷地内の別途工事施工者との取り合部は相互の工程に支障がないよう十＊　同敷地内の別途工事施工者との取り合部は相互の工程に支障がないよう十＊　同敷地内の別途工事施工者との取り合部は相互の工程に支障がないよう十＊　同敷地内の別途工事施工者との取り合部は相互の工程に支障がないよう十

＊　堺市グリーン調達基本方針に基づき、最新版堺市グリーン調達方針の定め＊　堺市グリーン調達基本方針に基づき、最新版堺市グリーン調達方針の定め＊　堺市グリーン調達基本方針に基づき、最新版堺市グリーン調達方針の定め＊　堺市グリーン調達基本方針に基づき、最新版堺市グリーン調達方針の定め＊　堺市グリーン調達基本方針に基づき、最新版堺市グリーン調達方針の定め＊　堺市グリーン調達基本方針に基づき、最新版堺市グリーン調達方針の定め＊　堺市グリーン調達基本方針に基づき、最新版堺市グリーン調達方針の定め

　　ります。　　ります。　　ります。　　ります。　　ります。　　ります。　　ります。

　　によりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る必要があ　　によりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る必要があ　　によりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る必要があ　　によりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る必要があ　　によりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る必要があ　　によりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る必要があ　　によりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る必要があ

　　て市係員と協議のうえ、極力採用するものとする。　　て市係員と協議のうえ、極力採用するものとする。　　て市係員と協議のうえ、極力採用するものとする。　　て市係員と協議のうえ、極力採用するものとする。　　て市係員と協議のうえ、極力採用するものとする。　　て市係員と協議のうえ、極力採用するものとする。　　て市係員と協議のうえ、極力採用するものとする。

　　「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品目」を本工事におい　　「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品目」を本工事におい　　「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品目」を本工事におい　　「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品目」を本工事におい　　「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品目」を本工事におい　　「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品目」を本工事におい　　「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品目」を本工事におい

＊　落札が決定した業者は、契約締結前に、建設リサイクル法第１２条に基づ＊　落札が決定した業者は、契約締結前に、建設リサイクル法第１２条に基づ＊　落札が決定した業者は、契約締結前に、建設リサイクル法第１２条に基づ＊　落札が決定した業者は、契約締結前に、建設リサイクル法第１２条に基づ＊　落札が決定した業者は、契約締結前に、建設リサイクル法第１２条に基づ＊　落札が決定した業者は、契約締結前に、建設リサイクル法第１２条に基づ＊　落札が決定した業者は、契約締結前に、建設リサイクル法第１２条に基づ

　　を作成し、提出すると共に説明を行う。　　を作成し、提出すると共に説明を行う。　　を作成し、提出すると共に説明を行う。　　を作成し、提出すると共に説明を行う。　　を作成し、提出すると共に説明を行う。　　を作成し、提出すると共に説明を行う。　　を作成し、提出すると共に説明を行う。

　　き、建設リサイクルガイドラインによる様式３及び様式３に示す添付資料　　き、建設リサイクルガイドラインによる様式３及び様式３に示す添付資料　　き、建設リサイクルガイドラインによる様式３及び様式３に示す添付資料　　き、建設リサイクルガイドラインによる様式３及び様式３に示す添付資料　　き、建設リサイクルガイドラインによる様式３及び様式３に示す添付資料　　き、建設リサイクルガイドラインによる様式３及び様式３に示す添付資料　　き、建設リサイクルガイドラインによる様式３及び様式３に示す添付資料

　　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート　　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート　　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート　　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート　　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート　　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート　　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート

　　塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあ　　塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあ　　塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあ　　塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあ　　塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあ　　塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあ　　塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあ

　　たって、適切な処理が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物　　たって、適切な処理が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物　　たって、適切な処理が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物　　たって、適切な処理が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物　　たって、適切な処理が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物　　たって、適切な処理が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物　　たって、適切な処理が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物

　　処理計画書並びに発生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定　　処理計画書並びに発生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定　　処理計画書並びに発生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定　　処理計画書並びに発生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定　　処理計画書並びに発生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定　　処理計画書並びに発生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定　　処理計画書並びに発生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定

　　別に努めなければならない。　　別に努めなければならない。　　別に努めなければならない。　　別に努めなければならない。　　別に努めなければならない。　　別に努めなければならない。　　別に努めなければならない。

　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分

　　重量）を事前に把握し、過積載しないよう常に注意すること。　　重量）を事前に把握し、過積載しないよう常に注意すること。　　重量）を事前に把握し、過積載しないよう常に注意すること。　　重量）を事前に把握し、過積載しないよう常に注意すること。　　重量）を事前に把握し、過積載しないよう常に注意すること。　　重量）を事前に把握し、過積載しないよう常に注意すること。　　重量）を事前に把握し、過積載しないよう常に注意すること。

１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載

２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過

　　その都度、速やかに提出すること。　　その都度、速やかに提出すること。　　その都度、速やかに提出すること。　　その都度、速やかに提出すること。　　その都度、速やかに提出すること。　　その都度、速やかに提出すること。　　その都度、速やかに提出すること。

　　いよう指導すること。　　いよう指導すること。　　いよう指導すること。　　いよう指導すること。　　いよう指導すること。　　いよう指導すること。　　いよう指導すること。

３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しな３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しな３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しな３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しな３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しな３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しな３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しな

４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を

　　事前に把握し、搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になって　　事前に把握し、搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になって　　事前に把握し、搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になって　　事前に把握し、搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になって　　事前に把握し、搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になって　　事前に把握し、搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になって　　事前に把握し、搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になって

　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。

５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等

　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）

　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に

　を理解し協力すること。　を理解し協力すること。　を理解し協力すること。　を理解し協力すること。　を理解し協力すること。　を理解し協力すること。　を理解し協力すること。

　本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨　本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨　本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨　本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨　本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨　本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨　本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨

　　なお、下請業者についても本調査の趣旨を周知し協力するよう指導するこ　　なお、下請業者についても本調査の趣旨を周知し協力するよう指導するこ　　なお、下請業者についても本調査の趣旨を周知し協力するよう指導するこ　　なお、下請業者についても本調査の趣旨を周知し協力するよう指導するこ　　なお、下請業者についても本調査の趣旨を周知し協力するよう指導するこ　　なお、下請業者についても本調査の趣旨を周知し協力するよう指導するこ　　なお、下請業者についても本調査の趣旨を周知し協力するよう指導するこ

　解し協力すること。　解し協力すること。　解し協力すること。　解し協力すること。　解し協力すること。　解し協力すること。　解し協力すること。

　本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を理　本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を理　本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を理　本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を理　本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を理　本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を理　本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を理

　共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、　共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、　共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、　共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、　共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、　共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、　共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、

　発注者における工事費積算に適切に反映させることを目的とする。　なお、　発注者における工事費積算に適切に反映させることを目的とする。　なお、　発注者における工事費積算に適切に反映させることを目的とする。　なお、　発注者における工事費積算に適切に反映させることを目的とする。　なお、　発注者における工事費積算に適切に反映させることを目的とする。　なお、　発注者における工事費積算に適切に反映させることを目的とする。　なお、　発注者における工事費積算に適切に反映させることを目的とする。　なお、

　監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間　監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間　監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間　監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間　監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間　監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間　監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間

　マニュアルによるものとする。　マニュアルによるものとする。　マニュアルによるものとする。　マニュアルによるものとする。　マニュアルによるものとする。　マニュアルによるものとする。　マニュアルによるものとする。

　については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用　については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用　については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用　については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用　については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用　については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用　については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用

　（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様とす　（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様とす　（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様とす　（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様とす　（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様とす　（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様とす　（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様とす

　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。

　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する

23　石綿含有建築23　石綿含有建築23　石綿含有建築23　石綿含有建築23　石綿含有建築23　石綿含有建築23　石綿含有建築 ・ 建築用仕上塗材に石綿が含有されていた場合、労働安全衛生規則第90条・ 建築用仕上塗材に石綿が含有されていた場合、労働安全衛生規則第90条・ 建築用仕上塗材に石綿が含有されていた場合、労働安全衛生規則第90条・ 建築用仕上塗材に石綿が含有されていた場合、労働安全衛生規則第90条・ 建築用仕上塗材に石綿が含有されていた場合、労働安全衛生規則第90条・ 建築用仕上塗材に石綿が含有されていた場合、労働安全衛生規則第90条・ 建築用仕上塗材に石綿が含有されていた場合、労働安全衛生規則第90条

 　5の2と位置付けられ、労働安全衛生法第88条の3の手続きを行うこと。 　5の2と位置付けられ、労働安全衛生法第88条の3の手続きを行うこと。 　5の2と位置付けられ、労働安全衛生法第88条の3の手続きを行うこと。 　5の2と位置付けられ、労働安全衛生法第88条の3の手続きを行うこと。 　5の2と位置付けられ、労働安全衛生法第88条の3の手続きを行うこと。 　5の2と位置付けられ、労働安全衛生法第88条の3の手続きを行うこと。 　5の2と位置付けられ、労働安全衛生法第88条の3の手続きを行うこと。

 施工すること。 施工すること。 施工すること。 施工すること。 施工すること。 施工すること。 施工すること。

 　なお、石綿障害予防規則第13条に基づき穿孔等をする時は、湿潤な状態で 　なお、石綿障害予防規則第13条に基づき穿孔等をする時は、湿潤な状態で 　なお、石綿障害予防規則第13条に基づき穿孔等をする時は、湿潤な状態で 　なお、石綿障害予防規則第13条に基づき穿孔等をする時は、湿潤な状態で 　なお、石綿障害予防規則第13条に基づき穿孔等をする時は、湿潤な状態で 　なお、石綿障害予防規則第13条に基づき穿孔等をする時は、湿潤な状態で 　なお、石綿障害予防規則第13条に基づき穿孔等をする時は、湿潤な状態で

 　監督員に提出し、確認を受けること。 　監督員に提出し、確認を受けること。 　監督員に提出し、確認を受けること。 　監督員に提出し、確認を受けること。 　監督員に提出し、確認を受けること。 　監督員に提出し、確認を受けること。 　監督員に提出し、確認を受けること。

・ 受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を・ 受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を・ 受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を・ 受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を・ 受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を・ 受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を・ 受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を

・ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全・ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全・ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全・ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全・ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全・ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全・ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全

 　衛生規則に基づき、墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危 　衛生規則に基づき、墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危 　衛生規則に基づき、墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危 　衛生規則に基づき、墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危 　衛生規則に基づき、墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危 　衛生規則に基づき、墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危 　衛生規則に基づき、墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危

 　険を防止するための措置を講じること。 　険を防止するための措置を講じること。 　険を防止するための措置を講じること。 　険を防止するための措置を講じること。 　険を防止するための措置を講じること。 　険を防止するための措置を講じること。 　険を防止するための措置を講じること。

 　2022年1月2日以降使用する墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型 　2022年1月2日以降使用する墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型 　2022年1月2日以降使用する墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型 　2022年1月2日以降使用する墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型 　2022年1月2日以降使用する墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型 　2022年1月2日以降使用する墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型 　2022年1月2日以降使用する墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型

 　6月22日付け基発0622第2号）の規定に従い、器具を適切に使用すること。 　6月22日付け基発0622第2号）の規定に従い、器具を適切に使用すること。 　6月22日付け基発0622第2号）の規定に従い、器具を適切に使用すること。 　6月22日付け基発0622第2号）の規定に従い、器具を適切に使用すること。 　6月22日付け基発0622第2号）の規定に従い、器具を適切に使用すること。 　6月22日付け基発0622第2号）の規定に従い、器具を適切に使用すること。 　6月22日付け基発0622第2号）の規定に従い、器具を適切に使用すること。

 　とし、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成30年 　とし、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成30年 　とし、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成30年 　とし、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成30年 　とし、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成30年 　とし、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成30年 　とし、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成30年

 　高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜 　高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜 　高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜 　高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜 　高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜 　高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜 　高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜

 　落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業（※ロープ高所作 　落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業（※ロープ高所作 　落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業（※ロープ高所作 　落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業（※ロープ高所作 　落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業（※ロープ高所作 　落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業（※ロープ高所作 　落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業（※ロープ高所作

 　別教育規程に基づく特別教育を受講すること。 　別教育規程に基づく特別教育を受講すること。 　別教育規程に基づく特別教育を受講すること。 　別教育規程に基づく特別教育を受講すること。 　別教育規程に基づく特別教育を受講すること。 　別教育規程に基づく特別教育を受講すること。 　別教育規程に基づく特別教育を受講すること。

 　業に係る業務を　除く。）を行う者は、労働安全衛生規則及び安全衛生特 　業に係る業務を　除く。）を行う者は、労働安全衛生規則及び安全衛生特 　業に係る業務を　除く。）を行う者は、労働安全衛生規則及び安全衛生特 　業に係る業務を　除く。）を行う者は、労働安全衛生規則及び安全衛生特 　業に係る業務を　除く。）を行う者は、労働安全衛生規則及び安全衛生特 　業に係る業務を　除く。）を行う者は、労働安全衛生規則及び安全衛生特 　業に係る業務を　除く。）を行う者は、労働安全衛生規則及び安全衛生特
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３　監督員に提出を求められた書類については速やかに提出する。３　監督員に提出を求められた書類については速やかに提出する。３　監督員に提出を求められた書類については速やかに提出する。３　監督員に提出を求められた書類については速やかに提出する。３　監督員に提出を求められた書類については速やかに提出する。３　監督員に提出を求められた書類については速やかに提出する。３　監督員に提出を求められた書類については速やかに提出する。

４　現場でのトラブルの全てについては、受注者において処理の上監督員４　現場でのトラブルの全てについては、受注者において処理の上監督員４　現場でのトラブルの全てについては、受注者において処理の上監督員４　現場でのトラブルの全てについては、受注者において処理の上監督員４　現場でのトラブルの全てについては、受注者において処理の上監督員４　現場でのトラブルの全てについては、受注者において処理の上監督員４　現場でのトラブルの全てについては、受注者において処理の上監督員

５　現場代理人は工事中危険防止に努める。尚、工事をしない日について５　現場代理人は工事中危険防止に努める。尚、工事をしない日について５　現場代理人は工事中危険防止に努める。尚、工事をしない日について５　現場代理人は工事中危険防止に努める。尚、工事をしない日について５　現場代理人は工事中危険防止に努める。尚、工事をしない日について５　現場代理人は工事中危険防止に努める。尚、工事をしない日について５　現場代理人は工事中危険防止に努める。尚、工事をしない日について

は事前に監督員に連絡する。は事前に監督員に連絡する。は事前に監督員に連絡する。は事前に監督員に連絡する。は事前に監督員に連絡する。は事前に監督員に連絡する。は事前に監督員に連絡する。

９　竣工検査の日時については、監督員と事前に打ち合わせを行う。９　竣工検査の日時については、監督員と事前に打ち合わせを行う。９　竣工検査の日時については、監督員と事前に打ち合わせを行う。９　竣工検査の日時については、監督員と事前に打ち合わせを行う。９　竣工検査の日時については、監督員と事前に打ち合わせを行う。９　竣工検査の日時については、監督員と事前に打ち合わせを行う。９　竣工検査の日時については、監督員と事前に打ち合わせを行う。
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週休２日制工事実施要領」に基づくこととし、４週８休以上の達成にあたって、週休２日制工事実施要領」に基づくこととし、４週８休以上の達成にあたって、週休２日制工事実施要領」に基づくこととし、４週８休以上の達成にあたって、週休２日制工事実施要領」に基づくこととし、４週８休以上の達成にあたって、週休２日制工事実施要領」に基づくこととし、４週８休以上の達成にあたって、週休２日制工事実施要領」に基づくこととし、４週８休以上の達成にあたって、週休２日制工事実施要領」に基づくこととし、４週８休以上の達成にあたって、

１週２休（原則として土曜・日曜）を確保できるよう努めること。１週２休（原則として土曜・日曜）を確保できるよう努めること。１週２休（原則として土曜・日曜）を確保できるよう努めること。１週２休（原則として土曜・日曜）を確保できるよう努めること。１週２休（原則として土曜・日曜）を確保できるよう努めること。１週２休（原則として土曜・日曜）を確保できるよう努めること。１週２休（原則として土曜・日曜）を確保できるよう努めること。

　本工事の適用区分　・月単位　　※通期　本工事の適用区分　・月単位　　※通期　本工事の適用区分　・月単位　　※通期　本工事の適用区分　・月単位　　※通期　本工事の適用区分　・月単位　　※通期　本工事の適用区分　・月単位　　※通期　本工事の適用区分　・月単位　　※通期

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 －－－－－－－ Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺 －－－－－－－

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）

Ａ／００１Ａ／００１Ａ／００１Ａ／００１Ａ／００１Ａ／００１Ａ／００１
2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂

　　協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事　　協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事　　協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事　　協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事　　協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事　　協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事　　協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

６　別途工事６　別途工事６　別途工事６　別途工事６　別途工事６　別途工事６　別途工事

５　工事内容５　工事内容５　工事内容５　工事内容５　工事内容５　工事内容５　工事内容

３　電気・機械設備工事３　電気・機械設備工事３　電気・機械設備工事３　電気・機械設備工事３　電気・機械設備工事３　電気・機械設備工事３　電気・機械設備工事

１　住棟（１７・１８号館）の解体１　住棟（１７・１８号館）の解体１　住棟（１７・１８号館）の解体１　住棟（１７・１８号館）の解体１　住棟（１７・１８号館）の解体１　住棟（１７・１８号館）の解体１　住棟（１７・１８号館）の解体

２　電気室・屋外付帯施設の解体２　電気室・屋外付帯施設の解体２　電気室・屋外付帯施設の解体２　電気室・屋外付帯施設の解体２　電気室・屋外付帯施設の解体２　電気室・屋外付帯施設の解体２　電気室・屋外付帯施設の解体

17号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上１４階建17号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上１４階建17号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上１４階建17号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上１４階建17号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上１４階建17号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上１４階建17号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上１４階建

18号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階建18号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階建18号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階建18号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階建18号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階建18号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階建18号館　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階建

　　　　工事対象延べ面積　約４，５３４ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約４，５３４ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約４，５３４ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約４，５３４ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約４，５３４ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約４，５３４ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約４，５３４ｍ２

　　　　工事対象延べ面積　約９，６５５ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約９，６５５ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約９，６５５ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約９，６５５ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約９，６５５ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約９，６５５ｍ２　　　　工事対象延べ面積　約９，６５５ｍ２

電気・機械設備工事電気・機械設備工事電気・機械設備工事電気・機械設備工事電気・機械設備工事電気・機械設備工事電気・機械設備工事

住棟解体工事住棟解体工事住棟解体工事住棟解体工事住棟解体工事住棟解体工事住棟解体工事

　 で定める金額が5,000万円以上（建築工事業の場合は8,000万円以上）とな　 で定める金額が5,000万円以上（建築工事業の場合は8,000万円以上）とな　 で定める金額が5,000万円以上（建築工事業の場合は8,000万円以上）とな　 で定める金額が5,000万円以上（建築工事業の場合は8,000万円以上）とな　 で定める金額が5,000万円以上（建築工事業の場合は8,000万円以上）とな　 で定める金額が5,000万円以上（建築工事業の場合は8,000万円以上）とな　 で定める金額が5,000万円以上（建築工事業の場合は8,000万円以上）とな

　 る下請契約を締結することはいので特に留意すること。　 る下請契約を締結することはいので特に留意すること。　 る下請契約を締結することはいので特に留意すること。　 る下請契約を締結することはいので特に留意すること。　 る下請契約を締結することはいので特に留意すること。　 る下請契約を締結することはいので特に留意すること。　 る下請契約を締結することはいので特に留意すること。

3  特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令第 2条3  特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令第 2条3  特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令第 2条3  特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令第 2条3  特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令第 2条3  特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令第 2条3  特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令第 2条

　②（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　②（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　②（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　②（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　②（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　②（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　②（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者

　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）

　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者

　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　

20 中間技術検査20 中間技術検査20 中間技術検査20 中間技術検査20 中間技術検査20 中間技術検査20 中間技術検査

「堺市建設工事低入札価格調査実施要領」による調査基準価格を下回る価格を「堺市建設工事低入札価格調査実施要領」による調査基準価格を下回る価格を「堺市建設工事低入札価格調査実施要領」による調査基準価格を下回る価格を「堺市建設工事低入札価格調査実施要領」による調査基準価格を下回る価格を「堺市建設工事低入札価格調査実施要領」による調査基準価格を下回る価格を「堺市建設工事低入札価格調査実施要領」による調査基準価格を下回る価格を「堺市建設工事低入札価格調査実施要領」による調査基準価格を下回る価格を

もって契約した場合、技術検査を１回追加で受けなければならない。もって契約した場合、技術検査を１回追加で受けなければならない。もって契約した場合、技術検査を１回追加で受けなければならない。もって契約した場合、技術検査を１回追加で受けなければならない。もって契約した場合、技術検査を１回追加で受けなければならない。もって契約した場合、技術検査を１回追加で受けなければならない。もって契約した場合、技術検査を１回追加で受けなければならない。

（対象外の場合は検査回数が１回となる。）（対象外の場合は検査回数が１回となる。）（対象外の場合は検査回数が１回となる。）（対象外の場合は検査回数が１回となる。）（対象外の場合は検査回数が１回となる。）（対象外の場合は検査回数が１回となる。）（対象外の場合は検査回数が１回となる。）

部分や施工上重要な段階等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及部分や施工上重要な段階等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及部分や施工上重要な段階等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及部分や施工上重要な段階等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及部分や施工上重要な段階等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及部分や施工上重要な段階等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及部分や施工上重要な段階等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及

びその他の関係書類に基づいて行われる。びその他の関係書類に基づいて行われる。びその他の関係書類に基づいて行われる。びその他の関係書類に基づいて行われる。びその他の関係書類に基づいて行われる。びその他の関係書類に基づいて行われる。びその他の関係書類に基づいて行われる。

　中間技術検査は公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる　中間技術検査は公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる　中間技術検査は公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる　中間技術検査は公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる　中間技術検査は公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる　中間技術検査は公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる　中間技術検査は公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる

　中間技術検査　　・対象　※対象外　・元請けの適用区分による　中間技術検査　　・対象　※対象外　・元請けの適用区分による　中間技術検査　　・対象　※対象外　・元請けの適用区分による　中間技術検査　　・対象　※対象外　・元請けの適用区分による　中間技術検査　　・対象　※対象外　・元請けの適用区分による　中間技術検査　　・対象　※対象外　・元請けの適用区分による　中間技術検査　　・対象　※対象外　・元請けの適用区分による

　　実施回数　※（　　）回　・協議による　　実施回数　※（　　）回　・協議による　　実施回数　※（　　）回　・協議による　　実施回数　※（　　）回　・協議による　　実施回数　※（　　）回　・協議による　　実施回数　※（　　）回　・協議による　　実施回数　※（　　）回　・協議による

　　実施段階　※協議による　・（　　　　　　　　　）　　実施段階　※協議による　・（　　　　　　　　　）　　実施段階　※協議による　・（　　　　　　　　　）　　実施段階　※協議による　・（　　　　　　　　　）　　実施段階　※協議による　・（　　　　　　　　　）　　実施段階　※協議による　・（　　　　　　　　　）　　実施段階　※協議による　・（　　　　　　　　　）

　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。

　　・掲示　　・掲示　　・掲示　　・掲示　　・掲示　　・掲示　　・掲示

　　に関する調査・報告　　に関する調査・報告　　に関する調査・報告　　に関する調査・報告　　に関する調査・報告　　に関する調査・報告　　に関する調査・報告

21　石綿（アスベスト)21　石綿（アスベスト)21　石綿（アスベスト)21　石綿（アスベスト)21　石綿（アスベスト)21　石綿（アスベスト)21　石綿（アスベスト)

※事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による※事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による※事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による※事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による※事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による※事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による※事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による

　の作成､発注者への報告を行うこと。　なお､事前調査結果を掲示するととも　の作成､発注者への報告を行うこと。　なお､事前調査結果を掲示するととも　の作成､発注者への報告を行うこと。　なお､事前調査結果を掲示するととも　の作成､発注者への報告を行うこと。　なお､事前調査結果を掲示するととも　の作成､発注者への報告を行うこと。　なお､事前調査結果を掲示するととも　の作成､発注者への報告を行うこと。　なお､事前調査結果を掲示するととも　の作成､発注者への報告を行うこと。　なお､事前調査結果を掲示するととも

　に有の場合は作業内容も掲示すること。　に有の場合は作業内容も掲示すること。　に有の場合は作業内容も掲示すること。　に有の場合は作業内容も掲示すること。　に有の場合は作業内容も掲示すること。　に有の場合は作業内容も掲示すること。　に有の場合は作業内容も掲示すること。

※工事開始前に､石綿含有建築材料の使用の有無を調査し､事前調査結果の書面※工事開始前に､石綿含有建築材料の使用の有無を調査し､事前調査結果の書面※工事開始前に､石綿含有建築材料の使用の有無を調査し､事前調査結果の書面※工事開始前に､石綿含有建築材料の使用の有無を調査し､事前調査結果の書面※工事開始前に､石綿含有建築材料の使用の有無を調査し､事前調査結果の書面※工事開始前に､石綿含有建築材料の使用の有無を調査し､事前調査結果の書面※工事開始前に､石綿含有建築材料の使用の有無を調査し､事前調査結果の書面

７　散水７　散水７　散水７　散水７　散水７　散水７　散水

（散水要員：解体重機１台につき１名）（散水要員：解体重機１台につき１名）（散水要員：解体重機１台につき１名）（散水要員：解体重機１台につき１名）（散水要員：解体重機１台につき１名）（散水要員：解体重機１台につき１名）（散水要員：解体重機１台につき１名）

　　とする。　　とする。　　とする。　　とする。　　とする。　　とする。　　とする。

＊　ハイプレッシャーポンプ（ 40 ㍑／分以上）、解体重機１台につき１台＊　ハイプレッシャーポンプ（ 40 ㍑／分以上）、解体重機１台につき１台＊　ハイプレッシャーポンプ（ 40 ㍑／分以上）、解体重機１台につき１台＊　ハイプレッシャーポンプ（ 40 ㍑／分以上）、解体重機１台につき１台＊　ハイプレッシャーポンプ（ 40 ㍑／分以上）、解体重機１台につき１台＊　ハイプレッシャーポンプ（ 40 ㍑／分以上）、解体重機１台につき１台＊　ハイプレッシャーポンプ（ 40 ㍑／分以上）、解体重機１台につき１台

６　防塵６　防塵６　防塵６　防塵６　防塵６　防塵６　防塵 ＊　解体工事中及び敷地整地中は、ほこり防止のため散水を十分に行う。＊　解体工事中及び敷地整地中は、ほこり防止のため散水を十分に行う。＊　解体工事中及び敷地整地中は、ほこり防止のため散水を十分に行う。＊　解体工事中及び敷地整地中は、ほこり防止のため散水を十分に行う。＊　解体工事中及び敷地整地中は、ほこり防止のため散水を十分に行う。＊　解体工事中及び敷地整地中は、ほこり防止のため散水を十分に行う。＊　解体工事中及び敷地整地中は、ほこり防止のため散水を十分に行う。

　　ように努める。　　ように努める。　　ように努める。　　ように努める。　　ように努める。　　ように努める。　　ように努める。

＊　工事中、道路を常時清掃し、通行人及び一般車両等の通行に支障のない＊　工事中、道路を常時清掃し、通行人及び一般車両等の通行に支障のない＊　工事中、道路を常時清掃し、通行人及び一般車両等の通行に支障のない＊　工事中、道路を常時清掃し、通行人及び一般車両等の通行に支障のない＊　工事中、道路を常時清掃し、通行人及び一般車両等の通行に支障のない＊　工事中、道路を常時清掃し、通行人及び一般車両等の通行に支障のない＊　工事中、道路を常時清掃し、通行人及び一般車両等の通行に支障のない

種別　・ １号(１０m2程度) ・ ２号(２０m2程度) ・ ３号(３５m2程度）種別　・ １号(１０m2程度) ・ ２号(２０m2程度) ・ ３号(３５m2程度）種別　・ １号(１０m2程度) ・ ２号(２０m2程度) ・ ３号(３５m2程度）種別　・ １号(１０m2程度) ・ ２号(２０m2程度) ・ ３号(３５m2程度）種別　・ １号(１０m2程度) ・ ２号(２０m2程度) ・ ３号(３５m2程度）種別　・ １号(１０m2程度) ・ ２号(２０m2程度) ・ ３号(３５m2程度）種別　・ １号(１０m2程度) ・ ２号(２０m2程度) ・ ３号(３５m2程度）

　　　・ ４号(６５m2程度) ・ ５号(１００m2程度)　　　・ ４号(６５m2程度) ・ ５号(１００m2程度)　　　・ ４号(６５m2程度) ・ ５号(１００m2程度)　　　・ ４号(６５m2程度) ・ ５号(１００m2程度)　　　・ ４号(６５m2程度) ・ ５号(１００m2程度)　　　・ ４号(６５m2程度) ・ ５号(１００m2程度)　　　・ ４号(６５m2程度) ・ ５号(１００m2程度)

備品　※ 机、いす、書棚、黒板、掛時計、寒暖計備品　※ 机、いす、書棚、黒板、掛時計、寒暖計備品　※ 机、いす、書棚、黒板、掛時計、寒暖計備品　※ 机、いす、書棚、黒板、掛時計、寒暖計備品　※ 机、いす、書棚、黒板、掛時計、寒暖計備品　※ 机、いす、書棚、黒板、掛時計、寒暖計備品　※ 机、いす、書棚、黒板、掛時計、寒暖計

　　　※ ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、フルハーネス、消火器　　　※ ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、フルハーネス、消火器　　　※ ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、フルハーネス、消火器　　　※ ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、フルハーネス、消火器　　　※ ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、フルハーネス、消火器　　　※ ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、フルハーネス、消火器　　　※ ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、フルハーネス、消火器

　　　・ 衣類ロッカー　・ 冷暖房機器　・ 湯沸器　　　・ 衣類ロッカー　・ 冷暖房機器　・ 湯沸器　　　・ 衣類ロッカー　・ 冷暖房機器　・ 湯沸器　　　・ 衣類ロッカー　・ 冷暖房機器　・ 湯沸器　　　・ 衣類ロッカー　・ 冷暖房機器　・ 湯沸器　　　・ 衣類ロッカー　・ 冷暖房機器　・ 湯沸器　　　・ 衣類ロッカー　・ 冷暖房機器　・ 湯沸器

　　　 ・ 掃除具　　　  ・ パソコン　　・　　　　　　　 ・ 掃除具　　　  ・ パソコン　　・　　　　　　　 ・ 掃除具　　　  ・ パソコン　　・　　　　　　　 ・ 掃除具　　　  ・ パソコン　　・　　　　　　　 ・ 掃除具　　　  ・ パソコン　　・　　　　　　　 ・ 掃除具　　　  ・ パソコン　　・　　　　　　　 ・ 掃除具　　　  ・ パソコン　　・　　　　

４　安全対策４　安全対策４　安全対策４　安全対策４　安全対策４　安全対策４　安全対策

　　大阪府公安委員会告示（平成27年11月2日第123号）を遵守すること。　　大阪府公安委員会告示（平成27年11月2日第123号）を遵守すること。　　大阪府公安委員会告示（平成27年11月2日第123号）を遵守すること。　　大阪府公安委員会告示（平成27年11月2日第123号）を遵守すること。　　大阪府公安委員会告示（平成27年11月2日第123号）を遵守すること。　　大阪府公安委員会告示（平成27年11月2日第123号）を遵守すること。　　大阪府公安委員会告示（平成27年11月2日第123号）を遵守すること。

　　以下の速度で運行する。　　以下の速度で運行する。　　以下の速度で運行する。　　以下の速度で運行する。　　以下の速度で運行する。　　以下の速度で運行する。　　以下の速度で運行する。

＊　工事進入経路及び周辺道路（範囲は図示）では工事関係車両は２０km／h＊　工事進入経路及び周辺道路（範囲は図示）では工事関係車両は２０km／h＊　工事進入経路及び周辺道路（範囲は図示）では工事関係車両は２０km／h＊　工事進入経路及び周辺道路（範囲は図示）では工事関係車両は２０km／h＊　工事進入経路及び周辺道路（範囲は図示）では工事関係車両は２０km／h＊　工事進入経路及び周辺道路（範囲は図示）では工事関係車両は２０km／h＊　工事進入経路及び周辺道路（範囲は図示）では工事関係車両は２０km／h

５　工事用電力５　工事用電力５　工事用電力５　工事用電力５　工事用電力５　工事用電力５　工事用電力

水道引込水道引込水道引込水道引込水道引込水道引込水道引込

１　仮囲い１　仮囲い１　仮囲い１　仮囲い１　仮囲い１　仮囲い１　仮囲い ＊　設ける　（位置、延長等は図示）　　　　　・　設けない＊　設ける　（位置、延長等は図示）　　　　　・　設けない＊　設ける　（位置、延長等は図示）　　　　　・　設けない＊　設ける　（位置、延長等は図示）　　　　　・　設けない＊　設ける　（位置、延長等は図示）　　　　　・　設けない＊　設ける　（位置、延長等は図示）　　　　　・　設けない＊　設ける　（位置、延長等は図示）　　　　　・　設けない

２　工事用表示板２　工事用表示板２　工事用表示板２　工事用表示板２　工事用表示板２　工事用表示板２　工事用表示板

３　監督員事務所３　監督員事務所３　監督員事務所３　監督員事務所３　監督員事務所３　監督員事務所３　監督員事務所

２
　
　
仮
　
　
設
　
　
工
　
　
事

２
　
　
仮
　
　
設
　
　
工
　
　
事

２
　
　
仮
　
　
設
　
　
工
　
　
事

２
　
　
仮
　
　
設
　
　
工
　
　
事

２
　
　
仮
　
　
設
　
　
工
　
　
事

２
　
　
仮
　
　
設
　
　
工
　
　
事

２
　
　
仮
　
　
設
　
　
工
　
　
事

＊　解体工事特記仕様書ＮＯ４図－２＊　解体工事特記仕様書ＮＯ４図－２＊　解体工事特記仕様書ＮＯ４図－２＊　解体工事特記仕様書ＮＯ４図－２＊　解体工事特記仕様書ＮＯ４図－２＊　解体工事特記仕様書ＮＯ４図－２＊　解体工事特記仕様書ＮＯ４図－２

　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）

・工事用電力　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用電力　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用電力　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用電力　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用電力　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用電力　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用電力　　　構内既存の施設　※ 利用できない

・工事用水　　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用水　　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用水　　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用水　　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用水　　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用水　　　　構内既存の施設　※ 利用できない・工事用水　　　　構内既存の施設　※ 利用できない

　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 利用できる（※有償　・ 無償）

　仮設給水の引き込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、　仮設給水の引き込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、　仮設給水の引き込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、　仮設給水の引き込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、　仮設給水の引き込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、　仮設給水の引き込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、　仮設給水の引き込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、

本工事に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。

　仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）　仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）　仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）　仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）　仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）　仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）　仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）

＊　建設リサイクル法による標識を設置する。＊　建設リサイクル法による標識を設置する。＊　建設リサイクル法による標識を設置する。＊　建設リサイクル法による標識を設置する。＊　建設リサイクル法による標識を設置する。＊　建設リサイクル法による標識を設置する。＊　建設リサイクル法による標識を設置する。

　　・　シートゲート　　（　W＝　　　　　　　　H＝　　　　　）　　・　シートゲート　　（　W＝　　　　　　　　H＝　　　　　）　　・　シートゲート　　（　W＝　　　　　　　　H＝　　　　　）　　・　シートゲート　　（　W＝　　　　　　　　H＝　　　　　）　　・　シートゲート　　（　W＝　　　　　　　　H＝　　　　　）　　・　シートゲート　　（　W＝　　　　　　　　H＝　　　　　）　　・　シートゲート　　（　W＝　　　　　　　　H＝　　　　　）

　　・　単管シート　　　（　H＝　　　　　）　　・　単管シート　　　（　H＝　　　　　）　　・　単管シート　　　（　H＝　　　　　）　　・　単管シート　　　（　H＝　　　　　）　　・　単管シート　　　（　H＝　　　　　）　　・　単管シート　　　（　H＝　　　　　）　　・　単管シート　　　（　H＝　　　　　）

　　・　万能鋼板　　　　（＊H＝3,000　・上部防音ｼｰﾄ　H=1,800）　　・　万能鋼板　　　　（＊H＝3,000　・上部防音ｼｰﾄ　H=1,800）　　・　万能鋼板　　　　（＊H＝3,000　・上部防音ｼｰﾄ　H=1,800）　　・　万能鋼板　　　　（＊H＝3,000　・上部防音ｼｰﾄ　H=1,800）　　・　万能鋼板　　　　（＊H＝3,000　・上部防音ｼｰﾄ　H=1,800）　　・　万能鋼板　　　　（＊H＝3,000　・上部防音ｼｰﾄ　H=1,800）　　・　万能鋼板　　　　（＊H＝3,000　・上部防音ｼｰﾄ　H=1,800）

　　・　ガードフェンス　（＊H＝1,800　 　      H= 　　　　　）　　・　ガードフェンス　（＊H＝1,800　 　      H= 　　　　　）　　・　ガードフェンス　（＊H＝1,800　 　      H= 　　　　　）　　・　ガードフェンス　（＊H＝1,800　 　      H= 　　　　　）　　・　ガードフェンス　（＊H＝1,800　 　      H= 　　　　　）　　・　ガードフェンス　（＊H＝1,800　 　      H= 　　　　　）　　・　ガードフェンス　（＊H＝1,800　 　      H= 　　　　　）

　　・　パネルゲート　　（　W＝5,400　　　　   H＝4,500　 　）　　・　パネルゲート　　（　W＝5,400　　　　   H＝4,500　 　）　　・　パネルゲート　　（　W＝5,400　　　　   H＝4,500　 　）　　・　パネルゲート　　（　W＝5,400　　　　   H＝4,500　 　）　　・　パネルゲート　　（　W＝5,400　　　　   H＝4,500　 　）　　・　パネルゲート　　（　W＝5,400　　　　   H＝4,500　 　）　　・　パネルゲート　　（　W＝5,400　　　　   H＝4,500　 　）

　　・　キャスターゲート（　W＝     　　　　 　H＝     　　 ）　　・　キャスターゲート（　W＝     　　　　 　H＝     　　 ）　　・　キャスターゲート（　W＝     　　　　 　H＝     　　 ）　　・　キャスターゲート（　W＝     　　　　 　H＝     　　 ）　　・　キャスターゲート（　W＝     　　　　 　H＝     　　 ）　　・　キャスターゲート（　W＝     　　　　 　H＝     　　 ）　　・　キャスターゲート（　W＝     　　　　 　H＝     　　 ）

領」に基づき実施すること。領」に基づき実施すること。領」に基づき実施すること。領」に基づき実施すること。領」に基づき実施すること。領」に基づき実施すること。領」に基づき実施すること。

遠隔臨場の実施を希望する場合は、「堺市建設現場等の遠隔臨場に関する試行要遠隔臨場の実施を希望する場合は、「堺市建設現場等の遠隔臨場に関する試行要遠隔臨場の実施を希望する場合は、「堺市建設現場等の遠隔臨場に関する試行要遠隔臨場の実施を希望する場合は、「堺市建設現場等の遠隔臨場に関する試行要遠隔臨場の実施を希望する場合は、「堺市建設現場等の遠隔臨場に関する試行要遠隔臨場の実施を希望する場合は、「堺市建設現場等の遠隔臨場に関する試行要遠隔臨場の実施を希望する場合は、「堺市建設現場等の遠隔臨場に関する試行要

本工事は、「受注者希望型」の遠隔臨場対象工事である。本工事は、「受注者希望型」の遠隔臨場対象工事である。本工事は、「受注者希望型」の遠隔臨場対象工事である。本工事は、「受注者希望型」の遠隔臨場対象工事である。本工事は、「受注者希望型」の遠隔臨場対象工事である。本工事は、「受注者希望型」の遠隔臨場対象工事である。本工事は、「受注者希望型」の遠隔臨場対象工事である。27　遠隔臨場について27　遠隔臨場について27　遠隔臨場について27　遠隔臨場について27　遠隔臨場について27　遠隔臨場について27　遠隔臨場について

＊　安全巡視員（警備会社による）・ 常駐　2人　・ スポット延　18人＊　安全巡視員（警備会社による）・ 常駐　2人　・ スポット延　18人＊　安全巡視員（警備会社による）・ 常駐　2人　・ スポット延　18人＊　安全巡視員（警備会社による）・ 常駐　2人　・ スポット延　18人＊　安全巡視員（警備会社による）・ 常駐　2人　・ スポット延　18人＊　安全巡視員（警備会社による）・ 常駐　2人　・ スポット延　18人＊　安全巡視員（警備会社による）・ 常駐　2人　・ スポット延　18人



　　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」による。その他の物は中間処理又は最終処理施設に　　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」による。その他の物は中間処理又は最終処理施設に　　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」による。その他の物は中間処理又は最終処理施設に　　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」による。その他の物は中間処理又は最終処理施設に　　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」による。その他の物は中間処理又は最終処理施設に　　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」による。その他の物は中間処理又は最終処理施設に　　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」による。その他の物は中間処理又は最終処理施設に

章章章章章章章 章章章章章章章章章章章章章章 章章章章章章章項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項

２２２２２２２〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕

８　養生８　養生８　養生８　養生８　養生８　養生８　養生 ＊　解体工事中は廃材、ほこり等が飛散しないようシート養生を行う。＊　解体工事中は廃材、ほこり等が飛散しないようシート養生を行う。＊　解体工事中は廃材、ほこり等が飛散しないようシート養生を行う。＊　解体工事中は廃材、ほこり等が飛散しないようシート養生を行う。＊　解体工事中は廃材、ほこり等が飛散しないようシート養生を行う。＊　解体工事中は廃材、ほこり等が飛散しないようシート養生を行う。＊　解体工事中は廃材、ほこり等が飛散しないようシート養生を行う。

　　・ 木造仕様　・ 平家建　　　 　　---　高さ３．６ｍ程度　　・ 図示　　・ 木造仕様　・ 平家建　　　 　　---　高さ３．６ｍ程度　　・ 図示　　・ 木造仕様　・ 平家建　　　 　　---　高さ３．６ｍ程度　　・ 図示　　・ 木造仕様　・ 平家建　　　 　　---　高さ３．６ｍ程度　　・ 図示　　・ 木造仕様　・ 平家建　　　 　　---　高さ３．６ｍ程度　　・ 図示　　・ 木造仕様　・ 平家建　　　 　　---　高さ３．６ｍ程度　　・ 図示　　・ 木造仕様　・ 平家建　　　 　　---　高さ３．６ｍ程度　　・ 図示

　　　　　　　　 ・ 中２階、２階建 　---　高さ５．４ｍ程度　　・ 図示　　　　　　　　 ・ 中２階、２階建 　---　高さ５．４ｍ程度　　・ 図示　　　　　　　　 ・ 中２階、２階建 　---　高さ５．４ｍ程度　　・ 図示　　　　　　　　 ・ 中２階、２階建 　---　高さ５．４ｍ程度　　・ 図示　　　　　　　　 ・ 中２階、２階建 　---　高さ５．４ｍ程度　　・ 図示　　　　　　　　 ・ 中２階、２階建 　---　高さ５．４ｍ程度　　・ 図示　　　　　　　　 ・ 中２階、２階建 　---　高さ５．４ｍ程度　　・ 図示

　　　　　　　 　＊シート張り用の丸太ピッチは３ｍ以内、横つなぎは1.5ｍ　　　　　　　 　＊シート張り用の丸太ピッチは３ｍ以内、横つなぎは1.5ｍ　　　　　　　 　＊シート張り用の丸太ピッチは３ｍ以内、横つなぎは1.5ｍ　　　　　　　 　＊シート張り用の丸太ピッチは３ｍ以内、横つなぎは1.5ｍ　　　　　　　 　＊シート張り用の丸太ピッチは３ｍ以内、横つなぎは1.5ｍ　　　　　　　 　＊シート張り用の丸太ピッチは３ｍ以内、横つなぎは1.5ｍ　　　　　　　 　＊シート張り用の丸太ピッチは３ｍ以内、横つなぎは1.5ｍ

　　　　 　　　 　 以内とし、各丸太共控えをもうける。　　　　 　　　 　 以内とし、各丸太共控えをもうける。　　　　 　　　 　 以内とし、各丸太共控えをもうける。　　　　 　　　 　 以内とし、各丸太共控えをもうける。　　　　 　　　 　 以内とし、各丸太共控えをもうける。　　　　 　　　 　 以内とし、各丸太共控えをもうける。　　　　 　　　 　 以内とし、各丸太共控えをもうける。

・ 木造及び　＊ 仕様は図示・ 木造及び　＊ 仕様は図示・ 木造及び　＊ 仕様は図示・ 木造及び　＊ 仕様は図示・ 木造及び　＊ 仕様は図示・ 木造及び　＊ 仕様は図示・ 木造及び　＊ 仕様は図示

 　　　　　　　壊防止に努める。 　　　　　　　壊防止に努める。 　　　　　　　壊防止に努める。 　　　　　　　壊防止に努める。 　　　　　　　壊防止に努める。 　　　　　　　壊防止に努める。 　　　　　　　壊防止に努める。

 　木造以外  ＊養生用仮設物は原則として建物の柱、梁に緊結し強風時の倒 　木造以外  ＊養生用仮設物は原則として建物の柱、梁に緊結し強風時の倒 　木造以外  ＊養生用仮設物は原則として建物の柱、梁に緊結し強風時の倒 　木造以外  ＊養生用仮設物は原則として建物の柱、梁に緊結し強風時の倒 　木造以外  ＊養生用仮設物は原則として建物の柱、梁に緊結し強風時の倒 　木造以外  ＊養生用仮設物は原則として建物の柱、梁に緊結し強風時の倒 　木造以外  ＊養生用仮設物は原則として建物の柱、梁に緊結し強風時の倒
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特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編] ＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏ
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９　道路養生９　道路養生９　道路養生９　道路養生９　道路養生９　道路養生９　道路養生 ＊　重機等の搬出入時は、道路面等の損傷が生じぬよう養生を行う。＊　重機等の搬出入時は、道路面等の損傷が生じぬよう養生を行う。＊　重機等の搬出入時は、道路面等の損傷が生じぬよう養生を行う。＊　重機等の搬出入時は、道路面等の損傷が生じぬよう養生を行う。＊　重機等の搬出入時は、道路面等の損傷が生じぬよう養生を行う。＊　重機等の搬出入時は、道路面等の損傷が生じぬよう養生を行う。＊　重機等の搬出入時は、道路面等の損傷が生じぬよう養生を行う。

   仕様　  　＊シート張の高さは建物高さ＋１ｍ程度とする。（範囲は図示）   仕様　  　＊シート張の高さは建物高さ＋１ｍ程度とする。（範囲は図示）   仕様　  　＊シート張の高さは建物高さ＋１ｍ程度とする。（範囲は図示）   仕様　  　＊シート張の高さは建物高さ＋１ｍ程度とする。（範囲は図示）   仕様　  　＊シート張の高さは建物高さ＋１ｍ程度とする。（範囲は図示）   仕様　  　＊シート張の高さは建物高さ＋１ｍ程度とする。（範囲は図示）   仕様　  　＊シート張の高さは建物高さ＋１ｍ程度とする。（範囲は図示）

10　仮設足場10　仮設足場10　仮設足場10　仮設足場10　仮設足場10　仮設足場10　仮設足場 　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」

　（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に　（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に　（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に　（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に　（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に　（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に　（厚生労働省　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に

　に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、　に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、　に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、　に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、　に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、　に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、　に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、

　解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基　解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基　解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基　解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基　解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基　解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基　解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基

　準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により　準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により　準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により　準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により　準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により　準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により　準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により

　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。

　関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」　　関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」　　関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」　　関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」　　関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」　　関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」　　関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」　
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１　解体工法１　解体工法１　解体工法１　解体工法１　解体工法１　解体工法１　解体工法 ＊　「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された＊　「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された＊　「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された＊　「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された＊　「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された＊　「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された＊　「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された

　　建設機械を使用する。　また、「建設機械に関する技術指針」に定められ　　建設機械を使用する。　また、「建設機械に関する技術指針」に定められ　　建設機械を使用する。　また、「建設機械に関する技術指針」に定められ　　建設機械を使用する。　また、「建設機械に関する技術指針」に定められ　　建設機械を使用する。　また、「建設機械に関する技術指針」に定められ　　建設機械を使用する。　また、「建設機械に関する技術指針」に定められ　　建設機械を使用する。　また、「建設機械に関する技術指針」に定められ

　　た排出ガス対策型建設機械を使用する。　なお、油圧ブレーカー（ジャイ　　た排出ガス対策型建設機械を使用する。　なお、油圧ブレーカー（ジャイ　　た排出ガス対策型建設機械を使用する。　なお、油圧ブレーカー（ジャイ　　た排出ガス対策型建設機械を使用する。　なお、油圧ブレーカー（ジャイ　　た排出ガス対策型建設機械を使用する。　なお、油圧ブレーカー（ジャイ　　た排出ガス対策型建設機械を使用する。　なお、油圧ブレーカー（ジャイ　　た排出ガス対策型建設機械を使用する。　なお、油圧ブレーカー（ジャイ

　　アントブレーカー、アイヨン）は、原則として使用しないこととする。　　アントブレーカー、アイヨン）は、原則として使用しないこととする。　　アントブレーカー、アイヨン）は、原則として使用しないこととする。　　アントブレーカー、アイヨン）は、原則として使用しないこととする。　　アントブレーカー、アイヨン）は、原則として使用しないこととする。　　アントブレーカー、アイヨン）は、原則として使用しないこととする。　　アントブレーカー、アイヨン）は、原則として使用しないこととする。

　　建物は、外装材、内部造作材躯体に分別して解体すること。　　建物は、外装材、内部造作材躯体に分別して解体すること。　　建物は、外装材、内部造作材躯体に分別して解体すること。　　建物は、外装材、内部造作材躯体に分別して解体すること。　　建物は、外装材、内部造作材躯体に分別して解体すること。　　建物は、外装材、内部造作材躯体に分別して解体すること。　　建物は、外装材、内部造作材躯体に分別して解体すること。

２　施工計画書等２　施工計画書等２　施工計画書等２　施工計画書等２　施工計画書等２　施工計画書等２　施工計画書等 ＊　工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提出＊　工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提出＊　工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提出＊　工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提出＊　工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提出＊　工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提出＊　工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提出

　　し、承諾を得ること。　　し、承諾を得ること。　　し、承諾を得ること。　　し、承諾を得ること。　　し、承諾を得ること。　　し、承諾を得ること。　　し、承諾を得ること。

３　基礎撤去３　基礎撤去３　基礎撤去３　基礎撤去３　基礎撤去３　基礎撤去３　基礎撤去 ＊　基礎は捨コンまで全て撤去する。　　・砕石まで撤去する＊　基礎は捨コンまで全て撤去する。　　・砕石まで撤去する＊　基礎は捨コンまで全て撤去する。　　・砕石まで撤去する＊　基礎は捨コンまで全て撤去する。　　・砕石まで撤去する＊　基礎は捨コンまで全て撤去する。　　・砕石まで撤去する＊　基礎は捨コンまで全て撤去する。　　・砕石まで撤去する＊　基礎は捨コンまで全て撤去する。　　・砕石まで撤去する

４　杭の解体４　杭の解体４　杭の解体４　杭の解体４　杭の解体４　杭の解体４　杭の解体 ＊　行う（工法　・　引き抜き工法　・　破砕工法）＊　行う（工法　・　引き抜き工法　・　破砕工法）＊　行う（工法　・　引き抜き工法　・　破砕工法）＊　行う（工法　・　引き抜き工法　・　破砕工法）＊　行う（工法　・　引き抜き工法　・　破砕工法）＊　行う（工法　・　引き抜き工法　・　破砕工法）＊　行う（工法　・　引き抜き工法　・　破砕工法）

　　セメントミルクの配合は圧縮強度（28日）300KN/㎡程度を確保すること。　　セメントミルクの配合は圧縮強度（28日）300KN/㎡程度を確保すること。　　セメントミルクの配合は圧縮強度（28日）300KN/㎡程度を確保すること。　　セメントミルクの配合は圧縮強度（28日）300KN/㎡程度を確保すること。　　セメントミルクの配合は圧縮強度（28日）300KN/㎡程度を確保すること。　　セメントミルクの配合は圧縮強度（28日）300KN/㎡程度を確保すること。　　セメントミルクの配合は圧縮強度（28日）300KN/㎡程度を確保すること。

・　行わない　・　別途協議（杭の有無不明）・　行わない　・　別途協議（杭の有無不明）・　行わない　・　別途協議（杭の有無不明）・　行わない　・　別途協議（杭の有無不明）・　行わない　・　別途協議（杭の有無不明）・　行わない　・　別途協議（杭の有無不明）・　行わない　・　別途協議（杭の有無不明）

　　埋戻し　・山砂　・流動化処理土　＊セメントミルク(掘削外径の100%充填)　　埋戻し　・山砂　・流動化処理土　＊セメントミルク(掘削外径の100%充填)　　埋戻し　・山砂　・流動化処理土　＊セメントミルク(掘削外径の100%充填)　　埋戻し　・山砂　・流動化処理土　＊セメントミルク(掘削外径の100%充填)　　埋戻し　・山砂　・流動化処理土　＊セメントミルク(掘削外径の100%充填)　　埋戻し　・山砂　・流動化処理土　＊セメントミルク(掘削外径の100%充填)　　埋戻し　・山砂　・流動化処理土　＊セメントミルク(掘削外径の100%充填)

５　樹木撤去５　樹木撤去５　樹木撤去５　樹木撤去５　樹木撤去５　樹木撤去５　樹木撤去

６　地中埋設物６　地中埋設物６　地中埋設物６　地中埋設物６　地中埋設物６　地中埋設物６　地中埋設物 ＊　工事施工に先立ち地中ケーブル、埋設管の調査確認を行い、その付近につ＊　工事施工に先立ち地中ケーブル、埋設管の調査確認を行い、その付近につ＊　工事施工に先立ち地中ケーブル、埋設管の調査確認を行い、その付近につ＊　工事施工に先立ち地中ケーブル、埋設管の調査確認を行い、その付近につ＊　工事施工に先立ち地中ケーブル、埋設管の調査確認を行い、その付近につ＊　工事施工に先立ち地中ケーブル、埋設管の調査確認を行い、その付近につ＊　工事施工に先立ち地中ケーブル、埋設管の調査確認を行い、その付近につ

　　いては十分注意し、施工を行う。　使用管について万一損傷を与えた場合　　いては十分注意し、施工を行う。　使用管について万一損傷を与えた場合　　いては十分注意し、施工を行う。　使用管について万一損傷を与えた場合　　いては十分注意し、施工を行う。　使用管について万一損傷を与えた場合　　いては十分注意し、施工を行う。　使用管について万一損傷を与えた場合　　いては十分注意し、施工を行う。　使用管について万一損傷を与えた場合　　いては十分注意し、施工を行う。　使用管について万一損傷を与えた場合

　　は、速やかに現状復旧する。　　は、速やかに現状復旧する。　　は、速やかに現状復旧する。　　は、速やかに現状復旧する。　　は、速やかに現状復旧する。　　は、速やかに現状復旧する。　　は、速やかに現状復旧する。

＊　伐根とする。＊　伐根とする。＊　伐根とする。＊　伐根とする。＊　伐根とする。＊　伐根とする。＊　伐根とする。

　　（歩道橋ﾃﾞｯｷに影響を与える範囲に関しては、別途協議とする。）　　（歩道橋ﾃﾞｯｷに影響を与える範囲に関しては、別途協議とする。）　　（歩道橋ﾃﾞｯｷに影響を与える範囲に関しては、別途協議とする。）　　（歩道橋ﾃﾞｯｷに影響を与える範囲に関しては、別途協議とする。）　　（歩道橋ﾃﾞｯｷに影響を与える範囲に関しては、別途協議とする。）　　（歩道橋ﾃﾞｯｷに影響を与える範囲に関しては、別途協議とする。）　　（歩道橋ﾃﾞｯｷに影響を与える範囲に関しては、別途協議とする。）

７　地中障害物７　地中障害物７　地中障害物７　地中障害物７　地中障害物７　地中障害物７　地中障害物 ＊　工事中、図示されていない障害物等が出た場合、監督員に報告し、軽微な＊　工事中、図示されていない障害物等が出た場合、監督員に報告し、軽微な＊　工事中、図示されていない障害物等が出た場合、監督員に報告し、軽微な＊　工事中、図示されていない障害物等が出た場合、監督員に報告し、軽微な＊　工事中、図示されていない障害物等が出た場合、監督員に報告し、軽微な＊　工事中、図示されていない障害物等が出た場合、監督員に報告し、軽微な＊　工事中、図示されていない障害物等が出た場合、監督員に報告し、軽微な

　　物については速やかに撤去する。　　物については速やかに撤去する。　　物については速やかに撤去する。　　物については速やかに撤去する。　　物については速やかに撤去する。　　物については速やかに撤去する。　　物については速やかに撤去する。

＊　別途、設計図書の範囲を越える作業については監督員の指示による。＊　別途、設計図書の範囲を越える作業については監督員の指示による。＊　別途、設計図書の範囲を越える作業については監督員の指示による。＊　別途、設計図書の範囲を越える作業については監督員の指示による。＊　別途、設計図書の範囲を越える作業については監督員の指示による。＊　別途、設計図書の範囲を越える作業については監督員の指示による。＊　別途、設計図書の範囲を越える作業については監督員の指示による。

８　設備関係申請８　設備関係申請８　設備関係申請８　設備関係申請８　設備関係申請８　設備関係申請８　設備関係申請 ＊　堺市指定工事事業者による。＊　堺市指定工事事業者による。＊　堺市指定工事事業者による。＊　堺市指定工事事業者による。＊　堺市指定工事事業者による。＊　堺市指定工事事業者による。＊　堺市指定工事事業者による。

９　給水管９　給水管９　給水管９　給水管９　給水管９　給水管９　給水管 ・　敷地内給水管は敷地境界線にて止水栓止めとする。　・　図示による。・　敷地内給水管は敷地境界線にて止水栓止めとする。　・　図示による。・　敷地内給水管は敷地境界線にて止水栓止めとする。　・　図示による。・　敷地内給水管は敷地境界線にて止水栓止めとする。　・　図示による。・　敷地内給水管は敷地境界線にて止水栓止めとする。　・　図示による。・　敷地内給水管は敷地境界線にて止水栓止めとする。　・　図示による。・　敷地内給水管は敷地境界線にて止水栓止めとする。　・　図示による。

10　浄化槽解体10　浄化槽解体10　浄化槽解体10　浄化槽解体10　浄化槽解体10　浄化槽解体10　浄化槽解体 ・　有　　　・　無・　有　　　・　無・　有　　　・　無・　有　　　・　無・　有　　　・　無・　有　　　・　無・　有　　　・　無

＊　汲み取りは堺市許可業者により、便槽は汲み取り後水洗いし消毒を行う。＊　汲み取りは堺市許可業者により、便槽は汲み取り後水洗いし消毒を行う。＊　汲み取りは堺市許可業者により、便槽は汲み取り後水洗いし消毒を行う。＊　汲み取りは堺市許可業者により、便槽は汲み取り後水洗いし消毒を行う。＊　汲み取りは堺市許可業者により、便槽は汲み取り後水洗いし消毒を行う。＊　汲み取りは堺市許可業者により、便槽は汲み取り後水洗いし消毒を行う。＊　汲み取りは堺市許可業者により、便槽は汲み取り後水洗いし消毒を行う。

＊　浄化槽清掃実施届（堺市環境事業部業務課受理押印したもの）を提出する。＊　浄化槽清掃実施届（堺市環境事業部業務課受理押印したもの）を提出する。＊　浄化槽清掃実施届（堺市環境事業部業務課受理押印したもの）を提出する。＊　浄化槽清掃実施届（堺市環境事業部業務課受理押印したもの）を提出する。＊　浄化槽清掃実施届（堺市環境事業部業務課受理押印したもの）を提出する。＊　浄化槽清掃実施届（堺市環境事業部業務課受理押印したもの）を提出する。＊　浄化槽清掃実施届（堺市環境事業部業務課受理押印したもの）を提出する。

　　消毒剤はクレゾール液、オスバン液程度とする。　　消毒剤はクレゾール液、オスバン液程度とする。　　消毒剤はクレゾール液、オスバン液程度とする。　　消毒剤はクレゾール液、オスバン液程度とする。　　消毒剤はクレゾール液、オスバン液程度とする。　　消毒剤はクレゾール液、オスバン液程度とする。　　消毒剤はクレゾール液、オスバン液程度とする。

11 埋戻し・盛土11 埋戻し・盛土11 埋戻し・盛土11 埋戻し・盛土11 埋戻し・盛土11 埋戻し・盛土11 埋戻し・盛土 ＊　場内土＊　場内土＊　場内土＊　場内土＊　場内土＊　場内土＊　場内土

　　機器による締固め　　機器による締固め　　機器による締固め　　機器による締固め　　機器による締固め　　機器による締固め　　機器による締固め

・　購入土・　購入土・　購入土・　購入土・　購入土・　購入土・　購入土

12　整地12　整地12　整地12　整地12　整地12　整地12　整地

・　レベル測定（５ｍメッシュ）し資料を提出する。・　レベル測定（５ｍメッシュ）し資料を提出する。・　レベル測定（５ｍメッシュ）し資料を提出する。・　レベル測定（５ｍメッシュ）し資料を提出する。・　レベル測定（５ｍメッシュ）し資料を提出する。・　レベル測定（５ｍメッシュ）し資料を提出する。・　レベル測定（５ｍメッシュ）し資料を提出する。

＊　現状地盤レベルにて荒整地を行う。　・図面指示による。＊　現状地盤レベルにて荒整地を行う。　・図面指示による。＊　現状地盤レベルにて荒整地を行う。　・図面指示による。＊　現状地盤レベルにて荒整地を行う。　・図面指示による。＊　現状地盤レベルにて荒整地を行う。　・図面指示による。＊　現状地盤レベルにて荒整地を行う。　・図面指示による。＊　現状地盤レベルにて荒整地を行う。　・図面指示による。

13　撤去跡調査13　撤去跡調査13　撤去跡調査13　撤去跡調査13　撤去跡調査13　撤去跡調査13　撤去跡調査 ・　基礎及び地中埋設物撤去後試掘確認を行う。・　基礎及び地中埋設物撤去後試掘確認を行う。・　基礎及び地中埋設物撤去後試掘確認を行う。・　基礎及び地中埋設物撤去後試掘確認を行う。・　基礎及び地中埋設物撤去後試掘確認を行う。・　基礎及び地中埋設物撤去後試掘確認を行う。・　基礎及び地中埋設物撤去後試掘確認を行う。

　　（撤去跡：8箇所・付帯施設跡：10箇所）位置は監督員の指示による。　　（撤去跡：8箇所・付帯施設跡：10箇所）位置は監督員の指示による。　　（撤去跡：8箇所・付帯施設跡：10箇所）位置は監督員の指示による。　　（撤去跡：8箇所・付帯施設跡：10箇所）位置は監督員の指示による。　　（撤去跡：8箇所・付帯施設跡：10箇所）位置は監督員の指示による。　　（撤去跡：8箇所・付帯施設跡：10箇所）位置は監督員の指示による。　　（撤去跡：8箇所・付帯施設跡：10箇所）位置は監督員の指示による。

１　廃材処理運搬１　廃材処理運搬１　廃材処理運搬１　廃材処理運搬１　廃材処理運搬１　廃材処理運搬１　廃材処理運搬

　　載する。（積載超過厳禁）　　載する。（積載超過厳禁）　　載する。（積載超過厳禁）　　載する。（積載超過厳禁）　　載する。（積載超過厳禁）　　載する。（積載超過厳禁）　　載する。（積載超過厳禁）

＊　運搬中落下の恐れの無いよう留意し、荷台から廃材がはみ出さないよう積＊　運搬中落下の恐れの無いよう留意し、荷台から廃材がはみ出さないよう積＊　運搬中落下の恐れの無いよう留意し、荷台から廃材がはみ出さないよう積＊　運搬中落下の恐れの無いよう留意し、荷台から廃材がはみ出さないよう積＊　運搬中落下の恐れの無いよう留意し、荷台から廃材がはみ出さないよう積＊　運搬中落下の恐れの無いよう留意し、荷台から廃材がはみ出さないよう積＊　運搬中落下の恐れの無いよう留意し、荷台から廃材がはみ出さないよう積

＊　石綿含有建材の処理運搬については「関係法令等」に基づくこと。＊　石綿含有建材の処理運搬については「関係法令等」に基づくこと。＊　石綿含有建材の処理運搬については「関係法令等」に基づくこと。＊　石綿含有建材の処理運搬については「関係法令等」に基づくこと。＊　石綿含有建材の処理運搬については「関係法令等」に基づくこと。＊　石綿含有建材の処理運搬については「関係法令等」に基づくこと。＊　石綿含有建材の処理運搬については「関係法令等」に基づくこと。

＊　廃材処理運搬車の荷台は、運搬中廃材、ほこり等が飛散しないよう対策を＊　廃材処理運搬車の荷台は、運搬中廃材、ほこり等が飛散しないよう対策を＊　廃材処理運搬車の荷台は、運搬中廃材、ほこり等が飛散しないよう対策を＊　廃材処理運搬車の荷台は、運搬中廃材、ほこり等が飛散しないよう対策を＊　廃材処理運搬車の荷台は、運搬中廃材、ほこり等が飛散しないよう対策を＊　廃材処理運搬車の荷台は、運搬中廃材、ほこり等が飛散しないよう対策を＊　廃材処理運搬車の荷台は、運搬中廃材、ほこり等が飛散しないよう対策を

　　講じる。　　講じる。　　講じる。　　講じる。　　講じる。　　講じる。　　講じる。

＊　受注者は処分先を現地確認し、工事車両通行経路と共に写真撮影する。＊　受注者は処分先を現地確認し、工事車両通行経路と共に写真撮影する。＊　受注者は処分先を現地確認し、工事車両通行経路と共に写真撮影する。＊　受注者は処分先を現地確認し、工事車両通行経路と共に写真撮影する。＊　受注者は処分先を現地確認し、工事車両通行経路と共に写真撮影する。＊　受注者は処分先を現地確認し、工事車両通行経路と共に写真撮影する。＊　受注者は処分先を現地確認し、工事車両通行経路と共に写真撮影する。

　　（公的処分地は不要）　　（公的処分地は不要）　　（公的処分地は不要）　　（公的処分地は不要）　　（公的処分地は不要）　　（公的処分地は不要）　　（公的処分地は不要）
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２　解体材の処理２　解体材の処理２　解体材の処理２　解体材の処理２　解体材の処理２　解体材の処理２　解体材の処理 １　①ｺﾝｸﾘｰﾄ②ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材③木材④ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄは１　①ｺﾝｸﾘｰﾄ②ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材③木材④ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄは１　①ｺﾝｸﾘｰﾄ②ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材③木材④ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄは１　①ｺﾝｸﾘｰﾄ②ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材③木材④ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄは１　①ｺﾝｸﾘｰﾄ②ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材③木材④ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄは１　①ｺﾝｸﾘｰﾄ②ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材③木材④ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄは１　①ｺﾝｸﾘｰﾄ②ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材③木材④ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄは

　　搬入処理を行う。受注者は収集処理を行う。受注者は収集運搬及び処分を　　搬入処理を行う。受注者は収集処理を行う。受注者は収集運搬及び処分を　　搬入処理を行う。受注者は収集処理を行う。受注者は収集運搬及び処分を　　搬入処理を行う。受注者は収集処理を行う。受注者は収集運搬及び処分を　　搬入処理を行う。受注者は収集処理を行う。受注者は収集運搬及び処分を　　搬入処理を行う。受注者は収集処理を行う。受注者は収集運搬及び処分を　　搬入処理を行う。受注者は収集処理を行う。受注者は収集運搬及び処分を

　　業者との間の２者間契約を締結し事前に許可証の写しを監督員に提出する。　　業者との間の２者間契約を締結し事前に許可証の写しを監督員に提出する。　　業者との間の２者間契約を締結し事前に許可証の写しを監督員に提出する。　　業者との間の２者間契約を締結し事前に許可証の写しを監督員に提出する。　　業者との間の２者間契約を締結し事前に許可証の写しを監督員に提出する。　　業者との間の２者間契約を締結し事前に許可証の写しを監督員に提出する。　　業者との間の２者間契約を締結し事前に許可証の写しを監督員に提出する。

　　委託する場合は、受注者と収集運搬業者との間の契約及び、受注者と処分　　委託する場合は、受注者と収集運搬業者との間の契約及び、受注者と処分　　委託する場合は、受注者と収集運搬業者との間の契約及び、受注者と処分　　委託する場合は、受注者と収集運搬業者との間の契約及び、受注者と処分　　委託する場合は、受注者と収集運搬業者との間の契約及び、受注者と処分　　委託する場合は、受注者と収集運搬業者との間の契約及び、受注者と処分　　委託する場合は、受注者と収集運搬業者との間の契約及び、受注者と処分

　　尚、収集運搬及び処分は受注者の責任においてﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正に行う。　　尚、収集運搬及び処分は受注者の責任においてﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正に行う。　　尚、収集運搬及び処分は受注者の責任においてﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正に行う。　　尚、収集運搬及び処分は受注者の責任においてﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正に行う。　　尚、収集運搬及び処分は受注者の責任においてﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正に行う。　　尚、収集運搬及び処分は受注者の責任においてﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正に行う。　　尚、収集運搬及び処分は受注者の責任においてﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正に行う。

　　詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市発行「廃棄物の処理　　詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市発行「廃棄物の処理　　詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市発行「廃棄物の処理　　詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市発行「廃棄物の処理　　詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市発行「廃棄物の処理　　詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市発行「廃棄物の処理　　詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市発行「廃棄物の処理

　　及び清掃に関する法律」のしおりによる。　　及び清掃に関する法律」のしおりによる。　　及び清掃に関する法律」のしおりによる。　　及び清掃に関する法律」のしおりによる。　　及び清掃に関する法律」のしおりによる。　　及び清掃に関する法律」のしおりによる。　　及び清掃に関する法律」のしおりによる。

３　蛍光灯、球類の処理については、破損なきよう撤去（産業廃棄物処理）し３　蛍光灯、球類の処理については、破損なきよう撤去（産業廃棄物処理）し３　蛍光灯、球類の処理については、破損なきよう撤去（産業廃棄物処理）し３　蛍光灯、球類の処理については、破損なきよう撤去（産業廃棄物処理）し３　蛍光灯、球類の処理については、破損なきよう撤去（産業廃棄物処理）し３　蛍光灯、球類の処理については、破損なきよう撤去（産業廃棄物処理）し３　蛍光灯、球類の処理については、破損なきよう撤去（産業廃棄物処理）し

　　専門処理施設にて再資源化を図るものとする。　なお、中間処理施設は限　　専門処理施設にて再資源化を図るものとする。　なお、中間処理施設は限　　専門処理施設にて再資源化を図るものとする。　なお、中間処理施設は限　　専門処理施設にて再資源化を図るものとする。　なお、中間処理施設は限　　専門処理施設にて再資源化を図るものとする。　なお、中間処理施設は限　　専門処理施設にて再資源化を図るものとする。　なお、中間処理施設は限　　専門処理施設にて再資源化を図るものとする。　なお、中間処理施設は限

　　定されているため、留意する。　　定されているため、留意する。　　定されているため、留意する。　　定されているため、留意する。　　定されているため、留意する。　　定されているため、留意する。　　定されているため、留意する。

２　工事着工に先立ち、産業廃棄物処理計画書を監督員に提出し承諾を得る。２　工事着工に先立ち、産業廃棄物処理計画書を監督員に提出し承諾を得る。２　工事着工に先立ち、産業廃棄物処理計画書を監督員に提出し承諾を得る。２　工事着工に先立ち、産業廃棄物処理計画書を監督員に提出し承諾を得る。２　工事着工に先立ち、産業廃棄物処理計画書を監督員に提出し承諾を得る。２　工事着工に先立ち、産業廃棄物処理計画書を監督員に提出し承諾を得る。２　工事着工に先立ち、産業廃棄物処理計画書を監督員に提出し承諾を得る。

　　又、工事完了後は結果報告書等を速やかに監督員に提出する。　　又、工事完了後は結果報告書等を速やかに監督員に提出する。　　又、工事完了後は結果報告書等を速やかに監督員に提出する。　　又、工事完了後は結果報告書等を速やかに監督員に提出する。　　又、工事完了後は結果報告書等を速やかに監督員に提出する。　　又、工事完了後は結果報告書等を速やかに監督員に提出する。　　又、工事完了後は結果報告書等を速やかに監督員に提出する。

　　（特記仕様書(4)表-１参照）　　（特記仕様書(4)表-１参照）　　（特記仕様書(4)表-１参照）　　（特記仕様書(4)表-１参照）　　（特記仕様書(4)表-１参照）　　（特記仕様書(4)表-１参照）　　（特記仕様書(4)表-１参照）

３　家電４品目の処理３　家電４品目の処理３　家電４品目の処理３　家電４品目の処理３　家電４品目の処理３　家電４品目の処理３　家電４品目の処理 ＊　エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビの４品目については、家電リサイクル＊　エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビの４品目については、家電リサイクル＊　エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビの４品目については、家電リサイクル＊　エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビの４品目については、家電リサイクル＊　エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビの４品目については、家電リサイクル＊　エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビの４品目については、家電リサイクル＊　エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビの４品目については、家電リサイクル

　　法（特定家庭用機械再商品化法）に基づき、資源の有効利用を推進するよ　　法（特定家庭用機械再商品化法）に基づき、資源の有効利用を推進するよ　　法（特定家庭用機械再商品化法）に基づき、資源の有効利用を推進するよ　　法（特定家庭用機械再商品化法）に基づき、資源の有効利用を推進するよ　　法（特定家庭用機械再商品化法）に基づき、資源の有効利用を推進するよ　　法（特定家庭用機械再商品化法）に基づき、資源の有効利用を推進するよ　　法（特定家庭用機械再商品化法）に基づき、資源の有効利用を推進するよ

　　う適切な処理を行うこと。　　う適切な処理を行うこと。　　う適切な処理を行うこと。　　う適切な処理を行うこと。　　う適切な処理を行うこと。　　う適切な処理を行うこと。　　う適切な処理を行うこと。

処理処理処理処理処理処理処理

４　ＰＣＢ含有製品の４　ＰＣＢ含有製品の４　ＰＣＢ含有製品の４　ＰＣＢ含有製品の４　ＰＣＢ含有製品の４　ＰＣＢ含有製品の４　ＰＣＢ含有製品の

   有無を全数調査し、監督員に報告のこと。   有無を全数調査し、監督員に報告のこと。   有無を全数調査し、監督員に報告のこと。   有無を全数調査し、監督員に報告のこと。   有無を全数調査し、監督員に報告のこと。   有無を全数調査し、監督員に報告のこと。   有無を全数調査し、監督員に報告のこと。

・ 本工事で撤去する機器については、事前にＰＣＢ（微量ＰＣＢ含む）含有の・ 本工事で撤去する機器については、事前にＰＣＢ（微量ＰＣＢ含む）含有の・ 本工事で撤去する機器については、事前にＰＣＢ（微量ＰＣＢ含む）含有の・ 本工事で撤去する機器については、事前にＰＣＢ（微量ＰＣＢ含む）含有の・ 本工事で撤去する機器については、事前にＰＣＢ（微量ＰＣＢ含む）含有の・ 本工事で撤去する機器については、事前にＰＣＢ（微量ＰＣＢ含む）含有の・ 本工事で撤去する機器については、事前にＰＣＢ（微量ＰＣＢ含む）含有の

 　また、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有無を専門 　また、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有無を専門 　また、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有無を専門 　また、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有無を専門 　また、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有無を専門 　また、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有無を専門 　また、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有無を専門

 　無を専門機関にて下記のとおり行う。 　無を専門機関にて下記のとおり行う。 　無を専門機関にて下記のとおり行う。 　無を専門機関にて下記のとおり行う。 　無を専門機関にて下記のとおり行う。 　無を専門機関にて下記のとおり行う。 　無を専門機関にて下記のとおり行う。

 　機関にてまた、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有 　機関にてまた、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有 　機関にてまた、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有 　機関にてまた、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有 　機関にてまた、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有 　機関にてまた、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有 　機関にてまた、変圧器及びコンデンサ等の機器については、ＰＣＢ含有の有

　（ ・ 本工事にて分析し報告書を監督員に提出。    ・ 分析済み。）　（ ・ 本工事にて分析し報告書を監督員に提出。    ・ 分析済み。）　（ ・ 本工事にて分析し報告書を監督員に提出。    ・ 分析済み。）　（ ・ 本工事にて分析し報告書を監督員に提出。    ・ 分析済み。）　（ ・ 本工事にて分析し報告書を監督員に提出。    ・ 分析済み。）　（ ・ 本工事にて分析し報告書を監督員に提出。    ・ 分析済み。）　（ ・ 本工事にて分析し報告書を監督員に提出。    ・ 分析済み。）

・PCB含有が認められなかった場合は、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。・PCB含有が認められなかった場合は、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。・PCB含有が認められなかった場合は、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。・PCB含有が認められなかった場合は、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。・PCB含有が認められなかった場合は、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。・PCB含有が認められなかった場合は、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。・PCB含有が認められなかった場合は、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。

　 監督員指定場所：　 監督員指定場所：　 監督員指定場所：　 監督員指定場所：　 監督員指定場所：　 監督員指定場所：　 監督員指定場所：　　　・ 現況場所に保管。      　　　・ 現況場所に保管。      　　　・ 現況場所に保管。      　　　・ 現況場所に保管。      　　　・ 現況場所に保管。      　　　・ 現況場所に保管。      　　　・ 現況場所に保管。      

　    ・ 構内指定場所に保管。   　    ・ 構内指定場所に保管。   　    ・ 構内指定場所に保管。   　    ・ 構内指定場所に保管。   　    ・ 構内指定場所に保管。   　    ・ 構内指定場所に保管。   　    ・ 構内指定場所に保管。   

　    ・ 構外搬出し指定場所に保管。　    ・ 構外搬出し指定場所に保管。　    ・ 構外搬出し指定場所に保管。　    ・ 構外搬出し指定場所に保管。　    ・ 構外搬出し指定場所に保管。　    ・ 構外搬出し指定場所に保管。　    ・ 構外搬出し指定場所に保管。

・ ＰＣＢ含有が認められた場合は、ＰＣＢが飛散、流失及び地下への浸透等が・ ＰＣＢ含有が認められた場合は、ＰＣＢが飛散、流失及び地下への浸透等が・ ＰＣＢ含有が認められた場合は、ＰＣＢが飛散、流失及び地下への浸透等が・ ＰＣＢ含有が認められた場合は、ＰＣＢが飛散、流失及び地下への浸透等が・ ＰＣＢ含有が認められた場合は、ＰＣＢが飛散、流失及び地下への浸透等が・ ＰＣＢ含有が認められた場合は、ＰＣＢが飛散、流失及び地下への浸透等が・ ＰＣＢ含有が認められた場合は、ＰＣＢが飛散、流失及び地下への浸透等が

　 無いように適切な容器に納め保管すること。　 無いように適切な容器に納め保管すること。　 無いように適切な容器に納め保管すること。　 無いように適切な容器に納め保管すること。　 無いように適切な容器に納め保管すること。　 無いように適切な容器に納め保管すること。　 無いように適切な容器に納め保管すること。

・　保温材（配管エルボ）　・　ガスケット（ダクト）・　保温材（配管エルボ）　・　ガスケット（ダクト）・　保温材（配管エルボ）　・　ガスケット（ダクト）・　保温材（配管エルボ）　・　ガスケット（ダクト）・　保温材（配管エルボ）　・　ガスケット（ダクト）・　保温材（配管エルボ）　・　ガスケット（ダクト）・　保温材（配管エルボ）　・　ガスケット（ダクト）

＊　別途協議（図面にない該当設備が判明した場合）＊　別途協議（図面にない該当設備が判明した場合）＊　別途協議（図面にない該当設備が判明した場合）＊　別途協議（図面にない該当設備が判明した場合）＊　別途協議（図面にない該当設備が判明した場合）＊　別途協議（図面にない該当設備が判明した場合）＊　別途協議（図面にない該当設備が判明した場合）

１　石綿を含有する１　石綿を含有する１　石綿を含有する１　石綿を含有する１　石綿を含有する１　石綿を含有する１　石綿を含有する

建築設備建築設備建築設備建築設備建築設備建築設備建築設備
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濃度測定濃度測定濃度測定濃度測定濃度測定濃度測定濃度測定

測定は種類に応じて、下表のとおりとする測定は種類に応じて、下表のとおりとする測定は種類に応じて、下表のとおりとする測定は種類に応じて、下表のとおりとする測定は種類に応じて、下表のとおりとする測定は種類に応じて、下表のとおりとする測定は種類に応じて、下表のとおりとする２　石綿粉じん２　石綿粉じん２　石綿粉じん２　石綿粉じん２　石綿粉じん２　石綿粉じん２　石綿粉じん

測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期 測定場所測定場所測定場所測定場所測定場所測定場所測定場所

測定点数測定点数測定点数測定点数測定点数測定点数測定点数

処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）

処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前

・ 吹付け材等（※）・ 吹付け材等（※）・ 吹付け材等（※）・ 吹付け材等（※）・ 吹付け材等（※）・ 吹付け材等（※）・ 吹付け材等（※） ・ 成形板・ 成形板・ 成形板・ 成形板・ 成形板・ 成形板・ 成形板

・ 外装塗材・ 外装塗材・ 外装塗材・ 外装塗材・ 外装塗材・ 外装塗材・ 外装塗材

・２点・２点・２点・２点・２点・２点・２点

・３点・３点・３点・３点・３点・３点・３点

施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界 ・２点・２点・２点・２点・２点・２点・２点 ・２点・２点・２点・２点・２点・２点・２点

処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）
・２点・２点・２点・２点・２点・２点・２点

・３点・３点・３点・３点・３点・３点・３点

セキュリティゾーン入口セキュリティゾーン入口セキュリティゾーン入口セキュリティゾーン入口セキュリティゾーン入口セキュリティゾーン入口セキュリティゾーン入口 ・１点・１点・１点・１点・１点・１点・１点

集じん・排気装置の排出口集じん・排気装置の排出口集じん・排気装置の排出口集じん・排気装置の排出口集じん・排気装置の排出口集じん・排気装置の排出口集じん・排気装置の排出口 ・１点・１点・１点・１点・１点・１点・１点

施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界 ・４点・４点・４点・４点・４点・４点・４点 ・４点・４点・４点・４点・４点・４点・４点

処理作業後処理作業後処理作業後処理作業後処理作業後処理作業後処理作業後

処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）処理作業室内（注）
・２点・２点・２点・２点・２点・２点・２点

・３点・３点・３点・３点・３点・３点・３点

処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中

処理作業期間が処理作業期間が処理作業期間が処理作業期間が処理作業期間が処理作業期間が処理作業期間が

６日を超える場合は６日を超える場合は６日を超える場合は６日を超える場合は６日を超える場合は６日を超える場合は６日を超える場合は

６日ごとに１回測定６日ごとに１回測定６日ごとに１回測定６日ごとに１回測定６日ごとに１回測定６日ごとに１回測定６日ごとに１回測定

施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界 ・４点・４点・４点・４点・４点・４点・４点 ・４点・４点・４点・４点・４点・４点・４点

　（注）：各施工箇所毎の室面積が５０ｍ2以下までは２点、３００ｍ2以下ま　（注）：各施工箇所毎の室面積が５０ｍ2以下までは２点、３００ｍ2以下ま　（注）：各施工箇所毎の室面積が５０ｍ2以下までは２点、３００ｍ2以下ま　（注）：各施工箇所毎の室面積が５０ｍ2以下までは２点、３００ｍ2以下ま　（注）：各施工箇所毎の室面積が５０ｍ2以下までは２点、３００ｍ2以下ま　（注）：各施工箇所毎の室面積が５０ｍ2以下までは２点、３００ｍ2以下ま　（注）：各施工箇所毎の室面積が５０ｍ2以下までは２点、３００ｍ2以下ま

　　　　　では３点とし、３００ｍ2を超えるものは、１００ｍ2毎に１点を追　　　　　では３点とし、３００ｍ2を超えるものは、１００ｍ2毎に１点を追　　　　　では３点とし、３００ｍ2を超えるものは、１００ｍ2毎に１点を追　　　　　では３点とし、３００ｍ2を超えるものは、１００ｍ2毎に１点を追　　　　　では３点とし、３００ｍ2を超えるものは、１００ｍ2毎に１点を追　　　　　では３点とし、３００ｍ2を超えるものは、１００ｍ2毎に１点を追　　　　　では３点とし、３００ｍ2を超えるものは、１００ｍ2毎に１点を追

　　　　　加する。　　　　　加する。　　　　　加する。　　　　　加する。　　　　　加する。　　　　　加する。　　　　　加する。

　　　　材（レベル２）　　　　材（レベル２）　　　　材（レベル２）　　　　材（レベル２）　　　　材（レベル２）　　　　材（レベル２）　　　　材（レベル２）

　（※）：吹付け材等…吹付け材（レベル１）及び保温材・耐火被覆材・断熱　（※）：吹付け材等…吹付け材（レベル１）及び保温材・耐火被覆材・断熱　（※）：吹付け材等…吹付け材（レベル１）及び保温材・耐火被覆材・断熱　（※）：吹付け材等…吹付け材（レベル１）及び保温材・耐火被覆材・断熱　（※）：吹付け材等…吹付け材（レベル１）及び保温材・耐火被覆材・断熱　（※）：吹付け材等…吹付け材（レベル１）及び保温材・耐火被覆材・断熱　（※）：吹付け材等…吹付け材（レベル１）及び保温材・耐火被覆材・断熱

　　測定方法　　測定方法　　測定方法　　測定方法　　測定方法　　測定方法　　測定方法

　　第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差顕微鏡法による。　　第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差顕微鏡法による。　　第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差顕微鏡法による。　　第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差顕微鏡法による。　　第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差顕微鏡法による。　　第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差顕微鏡法による。　　第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差顕微鏡法による。

　　石綿粉じん濃度の測定方法は、「ＪＩＳＫ３８５０－１空気中の繊維状　　石綿粉じん濃度の測定方法は、「ＪＩＳＫ３８５０－１空気中の繊維状　　石綿粉じん濃度の測定方法は、「ＪＩＳＫ３８５０－１空気中の繊維状　　石綿粉じん濃度の測定方法は、「ＪＩＳＫ３８５０－１空気中の繊維状　　石綿粉じん濃度の測定方法は、「ＪＩＳＫ３８５０－１空気中の繊維状　　石綿粉じん濃度の測定方法は、「ＪＩＳＫ３８５０－１空気中の繊維状　　石綿粉じん濃度の測定方法は、「ＪＩＳＫ３８５０－１空気中の繊維状

　　粒子測定方法ー　　粒子測定方法ー　　粒子測定方法ー　　粒子測定方法ー　　粒子測定方法ー　　粒子測定方法ー　　粒子測定方法ー

　　測定　　測定　　測定　　測定　　測定　　測定　　測定

　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関

　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関に属する作業環境測定士　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関に属する作業環境測定士　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関に属する作業環境測定士　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関に属する作業環境測定士　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関に属する作業環境測定士　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関に属する作業環境測定士　　・ 都道府県に登録されている作業環境測定機関に属する作業環境測定士

　　計数分析　　計数分析　　計数分析　　計数分析　　計数分析　　計数分析　　計数分析

　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録）

　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録・クロスチェック事業Ａランク）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録・クロスチェック事業Ａランク）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録・クロスチェック事業Ａランク）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録・クロスチェック事業Ａランク）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録・クロスチェック事業Ａランク）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録・クロスチェック事業Ａランク）　　・ 第一種作業環境測定士（１号登録・クロスチェック事業Ａランク）

　　報告書　　報告書　　報告書　　報告書　　報告書　　報告書　　報告書

　　３部作成　　３部作成　　３部作成　　３部作成　　３部作成　　３部作成　　３部作成

　　技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。　　技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。　　技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。　　技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。　　技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。　　技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。　　技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。

＊　石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した＊　石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した＊　石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した＊　石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した＊　石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した＊　石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した＊　石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した３　専門工事業者３　専門工事業者３　専門工事業者３　専門工事業者３　専門工事業者３　専門工事業者３　専門工事業者

４　作業主任者４　作業主任者４　作業主任者４　作業主任者４　作業主任者４　作業主任者４　作業主任者

　　作業主任者の有資格者とする。　　作業主任者の有資格者とする。　　作業主任者の有資格者とする。　　作業主任者の有資格者とする。　　作業主任者の有資格者とする。　　作業主任者の有資格者とする。　　作業主任者の有資格者とする。

＊　石綿作業主任者技能講習修了者又は平成１８年３月以前の特定化学物質等＊　石綿作業主任者技能講習修了者又は平成１８年３月以前の特定化学物質等＊　石綿作業主任者技能講習修了者又は平成１８年３月以前の特定化学物質等＊　石綿作業主任者技能講習修了者又は平成１８年３月以前の特定化学物質等＊　石綿作業主任者技能講習修了者又は平成１８年３月以前の特定化学物質等＊　石綿作業主任者技能講習修了者又は平成１８年３月以前の特定化学物質等＊　石綿作業主任者技能講習修了者又は平成１８年３月以前の特定化学物質等

５　除却作業者５　除却作業者５　除却作業者５　除却作業者５　除却作業者５　除却作業者５　除却作業者

　　い者とする。　　い者とする。　　い者とする。　　い者とする。　　い者とする。　　い者とする。　　い者とする。

＊　石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けたもので、肺機能に異常がな＊　石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けたもので、肺機能に異常がな＊　石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けたもので、肺機能に異常がな＊　石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けたもので、肺機能に異常がな＊　石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けたもので、肺機能に異常がな＊　石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けたもので、肺機能に異常がな＊　石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けたもので、肺機能に異常がな

・ 行う　　・ 行わない　　　＊ 別途協議（図面にない建材が判明した場合）・ 行う　　・ 行わない　　　＊ 別途協議（図面にない建材が判明した場合）・ 行う　　・ 行わない　　　＊ 別途協議（図面にない建材が判明した場合）・ 行う　　・ 行わない　　　＊ 別途協議（図面にない建材が判明した場合）・ 行う　　・ 行わない　　　＊ 別途協議（図面にない建材が判明した場合）・ 行う　　・ 行わない　　　＊ 別途協議（図面にない建材が判明した場合）・ 行う　　・ 行わない　　　＊ 別途協議（図面にない建材が判明した場合）６　石綿含有分析調査６　石綿含有分析調査６　石綿含有分析調査６　石綿含有分析調査６　石綿含有分析調査６　石綿含有分析調査６　石綿含有分析調査

７　解体・処分７　解体・処分７　解体・処分７　解体・処分７　解体・処分７　解体・処分７　解体・処分 ＊　石綿、石綿スレート等、石綿材の解体・処分については「大阪府の石綿＊　石綿、石綿スレート等、石綿材の解体・処分については「大阪府の石綿＊　石綿、石綿スレート等、石綿材の解体・処分については「大阪府の石綿＊　石綿、石綿スレート等、石綿材の解体・処分については「大阪府の石綿＊　石綿、石綿スレート等、石綿材の解体・処分については「大阪府の石綿＊　石綿、石綿スレート等、石綿材の解体・処分については「大阪府の石綿＊　石綿、石綿スレート等、石綿材の解体・処分については「大阪府の石綿

　　対策」､「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)」、「大気汚染防止法」、　　対策」､「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)」、「大気汚染防止法」、　　対策」､「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)」、「大気汚染防止法」、　　対策」､「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)」、「大気汚染防止法」、　　対策」､「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)」、「大気汚染防止法」、　　対策」､「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)」、「大気汚染防止法」、　　対策」､「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)」、「大気汚染防止法」、

　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、｢大阪府生活環境の保全等に関　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、｢大阪府生活環境の保全等に関　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、｢大阪府生活環境の保全等に関　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、｢大阪府生活環境の保全等に関　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、｢大阪府生活環境の保全等に関　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、｢大阪府生活環境の保全等に関　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、｢大阪府生活環境の保全等に関

　　する条例」､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準　　する条例」､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準　　する条例」､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準　　する条例」､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準　　する条例」､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準　　する条例」､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準　　する条例」､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準

　　仕様書（建築工事編）」「令和４年度版」第９章、「建築物解体工事　　仕様書（建築工事編）」「令和４年度版」第９章、「建築物解体工事　　仕様書（建築工事編）」「令和４年度版」第９章、「建築物解体工事　　仕様書（建築工事編）」「令和４年度版」第９章、「建築物解体工事　　仕様書（建築工事編）」「令和４年度版」第９章、「建築物解体工事　　仕様書（建築工事編）」「令和４年度版」第９章、「建築物解体工事　　仕様書（建築工事編）」「令和４年度版」第９章、「建築物解体工事

　　共通仕様書（平成３１年版）・同解説（令和２年版）」、「石綿含有廃棄　　共通仕様書（平成３１年版）・同解説（令和２年版）」、「石綿含有廃棄　　共通仕様書（平成３１年版）・同解説（令和２年版）」、「石綿含有廃棄　　共通仕様書（平成３１年版）・同解説（令和２年版）」、「石綿含有廃棄　　共通仕様書（平成３１年版）・同解説（令和２年版）」、「石綿含有廃棄　　共通仕様書（平成３１年版）・同解説（令和２年版）」、「石綿含有廃棄　　共通仕様書（平成３１年版）・同解説（令和２年版）」、「石綿含有廃棄

　　物等処理マニュアル）（環境省）」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく　　物等処理マニュアル）（環境省）」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく　　物等処理マニュアル）（環境省）」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく　　物等処理マニュアル）（環境省）」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく　　物等処理マニュアル）（環境省）」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく　　物等処理マニュアル）（環境省）」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく　　物等処理マニュアル）（環境省）」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく

　　に基づき適切に行うこと。　　に基づき適切に行うこと。　　に基づき適切に行うこと。　　に基づき適切に行うこと。　　に基づき適切に行うこと。　　に基づき適切に行うこと。　　に基づき適切に行うこと。

　　露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」等　　露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」等　　露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」等　　露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」等　　露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」等　　露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」等　　露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」等

８　石綿含有建材リスト８　石綿含有建材リスト８　石綿含有建材リスト８　石綿含有建材リスト８　石綿含有建材リスト８　石綿含有建材リスト８　石綿含有建材リスト 　　＊　図示による　　＊　図示による　　＊　図示による　　＊　図示による　　＊　図示による　　＊　図示による　　＊　図示による

Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板

の処理手順の処理手順の処理手順の処理手順の処理手順の処理手順の処理手順 　　１．設計図書の資料、目視及び建材の石綿含有率の分析による調査の実施　　１．設計図書の資料、目視及び建材の石綿含有率の分析による調査の実施　　１．設計図書の資料、目視及び建材の石綿含有率の分析による調査の実施　　１．設計図書の資料、目視及び建材の石綿含有率の分析による調査の実施　　１．設計図書の資料、目視及び建材の石綿含有率の分析による調査の実施　　１．設計図書の資料、目視及び建材の石綿含有率の分析による調査の実施　　１．設計図書の資料、目視及び建材の石綿含有率の分析による調査の実施

　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使

　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前

　　２．事前調査結果の書面の作成　※作成に当たっては、次に挙げる資格を　　２．事前調査結果の書面の作成　※作成に当たっては、次に挙げる資格を　　２．事前調査結果の書面の作成　※作成に当たっては、次に挙げる資格を　　２．事前調査結果の書面の作成　※作成に当たっては、次に挙げる資格を　　２．事前調査結果の書面の作成　※作成に当たっては、次に挙げる資格を　　２．事前調査結果の書面の作成　※作成に当たっては、次に挙げる資格を　　２．事前調査結果の書面の作成　※作成に当たっては、次に挙げる資格を

　　　　除去等の作業の経験を有する者　　　　除去等の作業の経験を有する者　　　　除去等の作業の経験を有する者　　　　除去等の作業の経験を有する者　　　　除去等の作業の経験を有する者　　　　除去等の作業の経験を有する者　　　　除去等の作業の経験を有する者

　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明

　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）

　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序

　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法

　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法

　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成

Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画

　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出

Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出

　　　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　　　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　　　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　　　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　　　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　　　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者　　　①特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者

　　　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　　　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　　　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　　　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　　　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　　　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）　　　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）

　　　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者

Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等

　　　　有する者によるものとする。　　　　有する者によるものとする。　　　　有する者によるものとする。　　　　有する者によるものとする。　　　　有する者によるものとする。　　　　有する者によるものとする。　　　　有する者によるものとする。 ②は２０２３年９月末まで②は２０２３年９月末まで②は２０２３年９月末まで②は２０２３年９月末まで②は２０２３年９月末まで②は２０２３年９月末まで②は２０２３年９月末まで

　　　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習修了者の内石綿等の　　　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習修了者の内石綿等の　　　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習修了者の内石綿等の　　　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習修了者の内石綿等の　　　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習修了者の内石綿等の　　　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習修了者の内石綿等の　　　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習修了者の内石綿等の

　　１．受注者は｢石綿障害予防規則｣に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は｢石綿障害予防規則｣に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は｢石綿障害予防規則｣に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は｢石綿障害予防規則｣に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は｢石綿障害予防規則｣に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は｢石綿障害予防規則｣に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は｢石綿障害予防規則｣に基づき石綿作業主任者を選任すること。

　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害

　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。

Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等

　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。

　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー

　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。

　　３．ケイ酸カルシウム板第１種を切断等により除去する場合、隔離養生　　３．ケイ酸カルシウム板第１種を切断等により除去する場合、隔離養生　　３．ケイ酸カルシウム板第１種を切断等により除去する場合、隔離養生　　３．ケイ酸カルシウム板第１種を切断等により除去する場合、隔離養生　　３．ケイ酸カルシウム板第１種を切断等により除去する場合、隔離養生　　３．ケイ酸カルシウム板第１種を切断等により除去する場合、隔離養生　　３．ケイ酸カルシウム板第１種を切断等により除去する場合、隔離養生

　　　　（負圧不要）を行うこと。　　　　（負圧不要）を行うこと。　　　　（負圧不要）を行うこと。　　　　（負圧不要）を行うこと。　　　　（負圧不要）を行うこと。　　　　（負圧不要）を行うこと。　　　　（負圧不要）を行うこと。

Ｆ．除去作業Ｆ．除去作業Ｆ．除去作業Ｆ．除去作業Ｆ．除去作業Ｆ．除去作業Ｆ．除去作業

　　１．除去は石綿を含まない内装材及び外部建具等の撤去に先掛け行うこと。　　１．除去は石綿を含まない内装材及び外部建具等の撤去に先掛け行うこと。　　１．除去は石綿を含まない内装材及び外部建具等の撤去に先掛け行うこと。　　１．除去は石綿を含まない内装材及び外部建具等の撤去に先掛け行うこと。　　１．除去は石綿を含まない内装材及び外部建具等の撤去に先掛け行うこと。　　１．除去は石綿を含まない内装材及び外部建具等の撤去に先掛け行うこと。　　１．除去は石綿を含まない内装材及び外部建具等の撤去に先掛け行うこと。

　　２．除去は破壊または破断を行わない方法で行うものとし、できる限り原　　２．除去は破壊または破断を行わない方法で行うものとし、できる限り原　　２．除去は破壊または破断を行わない方法で行うものとし、できる限り原　　２．除去は破壊または破断を行わない方法で行うものとし、できる限り原　　２．除去は破壊または破断を行わない方法で行うものとし、できる限り原　　２．除去は破壊または破断を行わない方法で行うものとし、できる限り原　　２．除去は破壊または破断を行わない方法で行うものとし、できる限り原

　　　　形のまま除去すること。　　　　形のまま除去すること。　　　　形のまま除去すること。　　　　形のまま除去すること。　　　　形のまま除去すること。　　　　形のまま除去すること。　　　　形のまま除去すること。

　　３．除去作業は散水により常に湿潤な状態として行うこと。　ただし、散　　３．除去作業は散水により常に湿潤な状態として行うこと。　ただし、散　　３．除去作業は散水により常に湿潤な状態として行うこと。　ただし、散　　３．除去作業は散水により常に湿潤な状態として行うこと。　ただし、散　　３．除去作業は散水により常に湿潤な状態として行うこと。　ただし、散　　３．除去作業は散水により常に湿潤な状態として行うこと。　ただし、散　　３．除去作業は散水により常に湿潤な状態として行うこと。　ただし、散

　　　　水は過度に行わないこと。　　　　水は過度に行わないこと。　　　　水は過度に行わないこと。　　　　水は過度に行わないこと。　　　　水は過度に行わないこと。　　　　水は過度に行わないこと。　　　　水は過度に行わないこと。

　　４．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　４．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　４．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　４．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　４．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　４．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　４．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。

　　１．除去した石綿含有成形板の集積及び積込みにあたっては、高所より　　１．除去した石綿含有成形板の集積及び積込みにあたっては、高所より　　１．除去した石綿含有成形板の集積及び積込みにあたっては、高所より　　１．除去した石綿含有成形板の集積及び積込みにあたっては、高所より　　１．除去した石綿含有成形板の集積及び積込みにあたっては、高所より　　１．除去した石綿含有成形板の集積及び積込みにあたっては、高所より　　１．除去した石綿含有成形板の集積及び積込みにあたっては、高所より

　　　　投下しないこと。　　　　投下しないこと。　　　　投下しないこと。　　　　投下しないこと。　　　　投下しないこと。　　　　投下しないこと。　　　　投下しないこと。

　　２．破砕等に伴い排出される粉末状や小片の非飛散性石綿廃棄物は、丈夫　　２．破砕等に伴い排出される粉末状や小片の非飛散性石綿廃棄物は、丈夫　　２．破砕等に伴い排出される粉末状や小片の非飛散性石綿廃棄物は、丈夫　　２．破砕等に伴い排出される粉末状や小片の非飛散性石綿廃棄物は、丈夫　　２．破砕等に伴い排出される粉末状や小片の非飛散性石綿廃棄物は、丈夫　　２．破砕等に伴い排出される粉末状や小片の非飛散性石綿廃棄物は、丈夫　　２．破砕等に伴い排出される粉末状や小片の非飛散性石綿廃棄物は、丈夫

　　なビニール袋に入れて運搬すること。　　なビニール袋に入れて運搬すること。　　なビニール袋に入れて運搬すること。　　なビニール袋に入れて運搬すること。　　なビニール袋に入れて運搬すること。　　なビニール袋に入れて運搬すること。　　なビニール袋に入れて運搬すること。

　　３．除去した石綿含有成形板を現場内で保管する場合は、シート等で覆い　　３．除去した石綿含有成形板を現場内で保管する場合は、シート等で覆い　　３．除去した石綿含有成形板を現場内で保管する場合は、シート等で覆い　　３．除去した石綿含有成形板を現場内で保管する場合は、シート等で覆い　　３．除去した石綿含有成形板を現場内で保管する場合は、シート等で覆い　　３．除去した石綿含有成形板を現場内で保管する場合は、シート等で覆い　　３．除去した石綿含有成形板を現場内で保管する場合は、シート等で覆い

Ｇ．集積、運搬等Ｇ．集積、運搬等Ｇ．集積、運搬等Ｇ．集積、運搬等Ｇ．集積、運搬等Ｇ．集積、運搬等Ｇ．集積、運搬等

　　　　保管場所には、石綿含有成形板の保管場所である表示を行うこと。　　　　保管場所には、石綿含有成形板の保管場所である表示を行うこと。　　　　保管場所には、石綿含有成形板の保管場所である表示を行うこと。　　　　保管場所には、石綿含有成形板の保管場所である表示を行うこと。　　　　保管場所には、石綿含有成形板の保管場所である表示を行うこと。　　　　保管場所には、石綿含有成形板の保管場所である表示を行うこと。　　　　保管場所には、石綿含有成形板の保管場所である表示を行うこと。

　　２．マニフェストによる管理を行い、マニフェストには「石綿含有産業廃　　２．マニフェストによる管理を行い、マニフェストには「石綿含有産業廃　　２．マニフェストによる管理を行い、マニフェストには「石綿含有産業廃　　２．マニフェストによる管理を行い、マニフェストには「石綿含有産業廃　　２．マニフェストによる管理を行い、マニフェストには「石綿含有産業廃　　２．マニフェストによる管理を行い、マニフェストには「石綿含有産業廃　　２．マニフェストによる管理を行い、マニフェストには「石綿含有産業廃

　　　　棄物」であることを明示すること。　　　　棄物」であることを明示すること。　　　　棄物」であることを明示すること。　　　　棄物」であることを明示すること。　　　　棄物」であることを明示すること。　　　　棄物」であることを明示すること。　　　　棄物」であることを明示すること。

　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。

　　４．石綿含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート　　４．石綿含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート　　４．石綿含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート　　４．石綿含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート　　４．石綿含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート　　４．石綿含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート　　４．石綿含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート

　　　　等で覆うこと。　　　　等で覆うこと。　　　　等で覆うこと。　　　　等で覆うこと。　　　　等で覆うこと。　　　　等で覆うこと。　　　　等で覆うこと。

　　１．石綿含有成形板は、関係法令に従い適切に処分すること。　　１．石綿含有成形板は、関係法令に従い適切に処分すること。　　１．石綿含有成形板は、関係法令に従い適切に処分すること。　　１．石綿含有成形板は、関係法令に従い適切に処分すること。　　１．石綿含有成形板は、関係法令に従い適切に処分すること。　　１．石綿含有成形板は、関係法令に従い適切に処分すること。　　１．石綿含有成形板は、関係法令に従い適切に処分すること。

Ｈ．除去物の処分Ｈ．除去物の処分Ｈ．除去物の処分Ｈ．除去物の処分Ｈ．除去物の処分Ｈ．除去物の処分Ｈ．除去物の処分

Ｉ．施工記録・報告Ｉ．施工記録・報告Ｉ．施工記録・報告Ｉ．施工記録・報告Ｉ．施工記録・報告Ｉ．施工記録・報告Ｉ．施工記録・報告

９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板９　石綿含有成形成形板

の処理手順の処理手順の処理手順の処理手順の処理手順の処理手順の処理手順

（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）

Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査

　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の

　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成

　　　　実施　　　　実施　　　　実施　　　　実施　　　　実施　　　　実施　　　　実施

　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明

　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使

　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前

　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）

Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画

　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成

　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序

　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法

　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法

Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出

　　　労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づく届出　　　労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づく届出　　　労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づく届出　　　労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づく届出　　　労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づく届出　　　労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づく届出　　　労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づく届出

Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等

　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害

　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。

　　３．受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を　　３．受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を　　３．受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を　　３．受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を　　３．受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を　　３．受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を　　３．受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を

　　　　選任すること。　　　　選任すること。　　　　選任すること。　　　　選任すること。　　　　選任すること。　　　　選任すること。　　　　選任すること。

　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。

　　等の処理手順　　等の処理手順　　等の処理手順　　等の処理手順　　等の処理手順　　等の処理手順　　等の処理手順

10　石綿含有吹付け材10　石綿含有吹付け材10　石綿含有吹付け材10　石綿含有吹付け材10　石綿含有吹付け材10　石綿含有吹付け材10　石綿含有吹付け材 Ｅ．除却作業Ｅ．除却作業Ｅ．除却作業Ｅ．除却作業Ｅ．除却作業Ｅ．除却作業Ｅ．除却作業

　　１．作業場所をそれ以外の作業場所から隔離し、当該作業に従事する者以　　１．作業場所をそれ以外の作業場所から隔離し、当該作業に従事する者以　　１．作業場所をそれ以外の作業場所から隔離し、当該作業に従事する者以　　１．作業場所をそれ以外の作業場所から隔離し、当該作業に従事する者以　　１．作業場所をそれ以外の作業場所から隔離し、当該作業に従事する者以　　１．作業場所をそれ以外の作業場所から隔離し、当該作業に従事する者以　　１．作業場所をそれ以外の作業場所から隔離し、当該作業に従事する者以

　　　　外の者が立入ることを禁止。　　　　外の者が立入ることを禁止。　　　　外の者が立入ることを禁止。　　　　外の者が立入ることを禁止。　　　　外の者が立入ることを禁止。　　　　外の者が立入ることを禁止。　　　　外の者が立入ることを禁止。

　　２．セキュリティゾーン及び負圧・除塵装置の設置　　２．セキュリティゾーン及び負圧・除塵装置の設置　　２．セキュリティゾーン及び負圧・除塵装置の設置　　２．セキュリティゾーン及び負圧・除塵装置の設置　　２．セキュリティゾーン及び負圧・除塵装置の設置　　２．セキュリティゾーン及び負圧・除塵装置の設置　　２．セキュリティゾーン及び負圧・除塵装置の設置

　　３．作業開始前の集じん・排気装置の正常な稼働の確認及び記録　　３．作業開始前の集じん・排気装置の正常な稼働の確認及び記録　　３．作業開始前の集じん・排気装置の正常な稼働の確認及び記録　　３．作業開始前の集じん・排気装置の正常な稼働の確認及び記録　　３．作業開始前の集じん・排気装置の正常な稼働の確認及び記録　　３．作業開始前の集じん・排気装置の正常な稼働の確認及び記録　　３．作業開始前の集じん・排気装置の正常な稼働の確認及び記録

　　４．作業開始前の負圧の維持の確認及び記録　　４．作業開始前の負圧の維持の確認及び記録　　４．作業開始前の負圧の維持の確認及び記録　　４．作業開始前の負圧の維持の確認及び記録　　４．作業開始前の負圧の維持の確認及び記録　　４．作業開始前の負圧の維持の確認及び記録　　４．作業開始前の負圧の維持の確認及び記録

　　５．作業場内の負圧の維持　　５．作業場内の負圧の維持　　５．作業場内の負圧の維持　　５．作業場内の負圧の維持　　５．作業場内の負圧の維持　　５．作業場内の負圧の維持　　５．作業場内の負圧の維持

　　６．作業開始後の集じん・排気装置の粉塵計を用いた確認、記録、保存　　６．作業開始後の集じん・排気装置の粉塵計を用いた確認、記録、保存　　６．作業開始後の集じん・排気装置の粉塵計を用いた確認、記録、保存　　６．作業開始後の集じん・排気装置の粉塵計を用いた確認、記録、保存　　６．作業開始後の集じん・排気装置の粉塵計を用いた確認、記録、保存　　６．作業開始後の集じん・排気装置の粉塵計を用いた確認、記録、保存　　６．作業開始後の集じん・排気装置の粉塵計を用いた確認、記録、保存

　　７．粉塵飛散抑制剤等により飛散抑制を行う。　　７．粉塵飛散抑制剤等により飛散抑制を行う。　　７．粉塵飛散抑制剤等により飛散抑制を行う。　　７．粉塵飛散抑制剤等により飛散抑制を行う。　　７．粉塵飛散抑制剤等により飛散抑制を行う。　　７．粉塵飛散抑制剤等により飛散抑制を行う。　　７．粉塵飛散抑制剤等により飛散抑制を行う。

　　９．施工区画内の清掃及び、隔離シートの撤去　　９．施工区画内の清掃及び、隔離シートの撤去　　９．施工区画内の清掃及び、隔離シートの撤去　　９．施工区画内の清掃及び、隔離シートの撤去　　９．施工区画内の清掃及び、隔離シートの撤去　　９．施工区画内の清掃及び、隔離シートの撤去　　９．施工区画内の清掃及び、隔離シートの撤去

Ｆ．集積、運搬、処分等Ｆ．集積、運搬、処分等Ｆ．集積、運搬、処分等Ｆ．集積、運搬、処分等Ｆ．集積、運搬、処分等Ｆ．集積、運搬、処分等Ｆ．集積、運搬、処分等

　　１．廃石綿等を湿潤化等した後に十分な強度を有する耐水性の材料（プラ　　１．廃石綿等を湿潤化等した後に十分な強度を有する耐水性の材料（プラ　　１．廃石綿等を湿潤化等した後に十分な強度を有する耐水性の材料（プラ　　１．廃石綿等を湿潤化等した後に十分な強度を有する耐水性の材料（プラ　　１．廃石綿等を湿潤化等した後に十分な強度を有する耐水性の材料（プラ　　１．廃石綿等を湿潤化等した後に十分な強度を有する耐水性の材料（プラ　　１．廃石綿等を湿潤化等した後に十分な強度を有する耐水性の材料（プラ

　　　　スチック袋等）で二重に梱包又はコンクリート固化する。　　　　スチック袋等）で二重に梱包又はコンクリート固化する。　　　　スチック袋等）で二重に梱包又はコンクリート固化する。　　　　スチック袋等）で二重に梱包又はコンクリート固化する。　　　　スチック袋等）で二重に梱包又はコンクリート固化する。　　　　スチック袋等）で二重に梱包又はコンクリート固化する。　　　　スチック袋等）で二重に梱包又はコンクリート固化する。

　　２．運搬については、廃石綿等の許可を有する「特別管理産業廃棄物収集　　２．運搬については、廃石綿等の許可を有する「特別管理産業廃棄物収集　　２．運搬については、廃石綿等の許可を有する「特別管理産業廃棄物収集　　２．運搬については、廃石綿等の許可を有する「特別管理産業廃棄物収集　　２．運搬については、廃石綿等の許可を有する「特別管理産業廃棄物収集　　２．運搬については、廃石綿等の許可を有する「特別管理産業廃棄物収集　　２．運搬については、廃石綿等の許可を有する「特別管理産業廃棄物収集

　　　　運搬業者」に委託する。　　　　運搬業者」に委託する。　　　　運搬業者」に委託する。　　　　運搬業者」に委託する。　　　　運搬業者」に委託する。　　　　運搬業者」に委託する。　　　　運搬業者」に委託する。

　　３．処分については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託する。　　３．処分については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託する。　　３．処分については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託する。　　３．処分については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託する。　　３．処分については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託する。　　３．処分については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託する。　　３．処分については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託する。

Ｇ．施工記録・報告Ｇ．施工記録・報告Ｇ．施工記録・報告Ｇ．施工記録・報告Ｇ．施工記録・報告Ｇ．施工記録・報告Ｇ．施工記録・報告

　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。

　　８．呼吸用保護具（防塵マスク）、作業衣及び保護衣を使用し、吹付け　　８．呼吸用保護具（防塵マスク）、作業衣及び保護衣を使用し、吹付け　　８．呼吸用保護具（防塵マスク）、作業衣及び保護衣を使用し、吹付け　　８．呼吸用保護具（防塵マスク）、作業衣及び保護衣を使用し、吹付け　　８．呼吸用保護具（防塵マスク）、作業衣及び保護衣を使用し、吹付け　　８．呼吸用保護具（防塵マスク）、作業衣及び保護衣を使用し、吹付け　　８．呼吸用保護具（防塵マスク）、作業衣及び保護衣を使用し、吹付け

　　　　石綿を掻き落とし、除去面に飛散防止処理剤を散布する。　　　　石綿を掻き落とし、除去面に飛散防止処理剤を散布する。　　　　石綿を掻き落とし、除去面に飛散防止処理剤を散布する。　　　　石綿を掻き落とし、除去面に飛散防止処理剤を散布する。　　　　石綿を掻き落とし、除去面に飛散防止処理剤を散布する。　　　　石綿を掻き落とし、除去面に飛散防止処理剤を散布する。　　　　石綿を掻き落とし、除去面に飛散防止処理剤を散布する。

Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査Ａ．事前調査

Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出Ｃ．計画の届出

Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等Ｄ．石綿作業主任者の選任等

　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の　　１．設計図書等の資料、目視及び建材中の石綿含有率の分析による調査の

　　　　実施　　　　実施　　　　実施　　　　実施　　　　実施　　　　実施　　　　実施

　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成　　２．事前調査結果の書面の作成

　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明　　３．事前調査結果の発注者への説明

　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使　　４．事前調査結果の掲示（調査を行った者の情報、石綿含有建築材料の使

　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前　　　　　　　　　　　　　　用の有無・種類、事前調査の終了年月日、事前

　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）　　　　　　　　　　　　　　調査方法）

Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画Ｂ．作業計画

　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序　　１．作業の方法及び順序

　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法　　２．石綿粉塵の発散を防止し、又は抑制する方法

　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法　　３．労働者及び建物使用者等への石綿粉塵の暴露を防止する方法

　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順

　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成　　　石綿含有建材の除却方法や石綿飛散防止計画等の作成

11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材

　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出　　　大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出

（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）（５章 ９－Ａ－２による）

　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害　　２．受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害

　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。　　　　予防規則」に基づく特別教育を実施すること。

Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等Ｅ．飛散防止の対策等

　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。　　１．外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。

　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー　　２．建物外周部で除去作業を行う場合は、解体する建物の高さ以上にシー

　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。　　　　ト等で囲うこと。

　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。　　１．受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。

Ｆ．除却作業Ｆ．除却作業Ｆ．除却作業Ｆ．除却作業Ｆ．除却作業Ｆ．除却作業Ｆ．除却作業

　　２．はくり剤等により湿潤化し、飛散抑制を行う。　　２．はくり剤等により湿潤化し、飛散抑制を行う。　　２．はくり剤等により湿潤化し、飛散抑制を行う。　　２．はくり剤等により湿潤化し、飛散抑制を行う。　　２．はくり剤等により湿潤化し、飛散抑制を行う。　　２．はくり剤等により湿潤化し、飛散抑制を行う。　　２．はくり剤等により湿潤化し、飛散抑制を行う。

　　　　潤な状態に保つこと。　　　　潤な状態に保つこと。　　　　潤な状態に保つこと。　　　　潤な状態に保つこと。　　　　潤な状態に保つこと。　　　　潤な状態に保つこと。　　　　潤な状態に保つこと。

　　１．ビニルシート等で隔離養生（負圧不要）するとともに、建材を常時湿　　１．ビニルシート等で隔離養生（負圧不要）するとともに、建材を常時湿　　１．ビニルシート等で隔離養生（負圧不要）するとともに、建材を常時湿　　１．ビニルシート等で隔離養生（負圧不要）するとともに、建材を常時湿　　１．ビニルシート等で隔離養生（負圧不要）するとともに、建材を常時湿　　１．ビニルシート等で隔離養生（負圧不要）するとともに、建材を常時湿　　１．ビニルシート等で隔離養生（負圧不要）するとともに、建材を常時湿

　　４．施工区画内の清掃及び、養生シートの撤去　　４．施工区画内の清掃及び、養生シートの撤去　　４．施工区画内の清掃及び、養生シートの撤去　　４．施工区画内の清掃及び、養生シートの撤去　　４．施工区画内の清掃及び、養生シートの撤去　　４．施工区画内の清掃及び、養生シートの撤去　　４．施工区画内の清掃及び、養生シートの撤去

Ｇ．集積、運搬、処分等Ｇ．集積、運搬、処分等Ｇ．集積、運搬、処分等Ｇ．集積、運搬、処分等Ｇ．集積、運搬、処分等Ｇ．集積、運搬、処分等Ｇ．集積、運搬、処分等

　　１．除去した石綿含有仕上塗材は、廃棄物処理法に従い、石綿含有廃棄物　　１．除去した石綿含有仕上塗材は、廃棄物処理法に従い、石綿含有廃棄物　　１．除去した石綿含有仕上塗材は、廃棄物処理法に従い、石綿含有廃棄物　　１．除去した石綿含有仕上塗材は、廃棄物処理法に従い、石綿含有廃棄物　　１．除去した石綿含有仕上塗材は、廃棄物処理法に従い、石綿含有廃棄物　　１．除去した石綿含有仕上塗材は、廃棄物処理法に従い、石綿含有廃棄物　　１．除去した石綿含有仕上塗材は、廃棄物処理法に従い、石綿含有廃棄物

　　　　として適切に保管・運搬・処分を行う。　　　　として適切に保管・運搬・処分を行う。　　　　として適切に保管・運搬・処分を行う。　　　　として適切に保管・運搬・処分を行う。　　　　として適切に保管・運搬・処分を行う。　　　　として適切に保管・運搬・処分を行う。　　　　として適切に保管・運搬・処分を行う。

　　２．確実な梱包として十分な強度を有する耐水性のプラスチック袋で二重　　２．確実な梱包として十分な強度を有する耐水性のプラスチック袋で二重　　２．確実な梱包として十分な強度を有する耐水性のプラスチック袋で二重　　２．確実な梱包として十分な強度を有する耐水性のプラスチック袋で二重　　２．確実な梱包として十分な強度を有する耐水性のプラスチック袋で二重　　２．確実な梱包として十分な強度を有する耐水性のプラスチック袋で二重　　２．確実な梱包として十分な強度を有する耐水性のプラスチック袋で二重

　　　　梱包する。　　　　梱包する。　　　　梱包する。　　　　梱包する。　　　　梱包する。　　　　梱包する。　　　　梱包する。

　　３．除去した石綿含有仕上塗材を現場内で保管する場合はシート等で覆い、　　３．除去した石綿含有仕上塗材を現場内で保管する場合はシート等で覆い、　　３．除去した石綿含有仕上塗材を現場内で保管する場合はシート等で覆い、　　３．除去した石綿含有仕上塗材を現場内で保管する場合はシート等で覆い、　　３．除去した石綿含有仕上塗材を現場内で保管する場合はシート等で覆い、　　３．除去した石綿含有仕上塗材を現場内で保管する場合はシート等で覆い、　　３．除去した石綿含有仕上塗材を現場内で保管する場合はシート等で覆い、

　　　　保管場所には、石綿含有廃棄物の保管場所であることの表示を　　　　保管場所には、石綿含有廃棄物の保管場所であることの表示を　　　　保管場所には、石綿含有廃棄物の保管場所であることの表示を　　　　保管場所には、石綿含有廃棄物の保管場所であることの表示を　　　　保管場所には、石綿含有廃棄物の保管場所であることの表示を　　　　保管場所には、石綿含有廃棄物の保管場所であることの表示を　　　　保管場所には、石綿含有廃棄物の保管場所であることの表示を

　　　　行うこと。　　　　行うこと。　　　　行うこと。　　　　行うこと。　　　　行うこと。　　　　行うこと。　　　　行うこと。

　　４．石綿含有廃棄物の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等　　４．石綿含有廃棄物の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等　　４．石綿含有廃棄物の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等　　４．石綿含有廃棄物の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等　　４．石綿含有廃棄物の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等　　４．石綿含有廃棄物の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等　　４．石綿含有廃棄物の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等

　　　　で覆うこと。　　　　で覆うこと。　　　　で覆うこと。　　　　で覆うこと。　　　　で覆うこと。　　　　で覆うこと。　　　　で覆うこと。

Ｈ．施工記録・報告Ｈ．施工記録・報告Ｈ．施工記録・報告Ｈ．施工記録・報告Ｈ．施工記録・報告Ｈ．施工記録・報告Ｈ．施工記録・報告

　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。　　１．工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を報告する。

　　３．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　３．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　３．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　３．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　３．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　３．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。　　３．除去作業者には呼吸用保護具、保護ﾒｶﾞﾈ及び作業着を着用させること。

　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順　　の処理手順

11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材11　石綿含有仕上塗材

12　アンカー打設12　アンカー打設12　アンカー打設12　アンカー打設12　アンカー打設12　アンカー打設12　アンカー打設 外壁石綿含有部（みなし含む）への「アンカー打設」の作業手順は、原則外壁石綿含有部（みなし含む）への「アンカー打設」の作業手順は、原則外壁石綿含有部（みなし含む）への「アンカー打設」の作業手順は、原則外壁石綿含有部（みなし含む）への「アンカー打設」の作業手順は、原則外壁石綿含有部（みなし含む）への「アンカー打設」の作業手順は、原則外壁石綿含有部（みなし含む）への「アンカー打設」の作業手順は、原則外壁石綿含有部（みなし含む）への「アンカー打設」の作業手順は、原則

以下とする。以下とする。以下とする。以下とする。以下とする。以下とする。以下とする。

　　１　事前準備　　１　事前準備　　１　事前準備　　１　事前準備　　１　事前準備　　１　事前準備　　１　事前準備

　　　・施工要領書を監督員に提出し確認を受ける。　　　・施工要領書を監督員に提出し確認を受ける。　　　・施工要領書を監督員に提出し確認を受ける。　　　・施工要領書を監督員に提出し確認を受ける。　　　・施工要領書を監督員に提出し確認を受ける。　　　・施工要領書を監督員に提出し確認を受ける。　　　・施工要領書を監督員に提出し確認を受ける。

　　　・石綿作業主任者を選任し、作業者に特別教育を実施する。　　　・石綿作業主任者を選任し、作業者に特別教育を実施する。　　　・石綿作業主任者を選任し、作業者に特別教育を実施する。　　　・石綿作業主任者を選任し、作業者に特別教育を実施する。　　　・石綿作業主任者を選任し、作業者に特別教育を実施する。　　　・石綿作業主任者を選任し、作業者に特別教育を実施する。　　　・石綿作業主任者を選任し、作業者に特別教育を実施する。

　　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＳ－３・ＲＬ－３）を着　　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＳ－３・ＲＬ－３）を着　　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＳ－３・ＲＬ－３）を着　　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＳ－３・ＲＬ－３）を着　　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＳ－３・ＲＬ－３）を着　　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＳ－３・ＲＬ－３）を着　　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＳ－３・ＲＬ－３）を着

　　　　用する。　　　　用する。　　　　用する。　　　　用する。　　　　用する。　　　　用する。　　　　用する。

　　２　ドリル穿孔作業　　２　ドリル穿孔作業　　２　ドリル穿孔作業　　２　ドリル穿孔作業　　２　ドリル穿孔作業　　２　ドリル穿孔作業　　２　ドリル穿孔作業

　　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。　　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。　　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。　　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。　　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。　　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。　　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。

　　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。　　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。　　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。　　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。　　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。　　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。　　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。

　　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。　　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。　　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。　　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。　　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。　　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。　　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。

　　３　石綿処理　　３　石綿処理　　３　石綿処理　　３　石綿処理　　３　石綿処理　　３　石綿処理　　３　石綿処理

　　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。　　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。　　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。　　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。　　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。　　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。　　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。

　　　・石綿含有廃棄物として処理する。　　　・石綿含有廃棄物として処理する。　　　・石綿含有廃棄物として処理する。　　　・石綿含有廃棄物として処理する。　　　・石綿含有廃棄物として処理する。　　　・石綿含有廃棄物として処理する。　　　・石綿含有廃棄物として処理する。
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2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 －－－－－－－ Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺 －－－－－－－

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）

Ａ／００２Ａ／００２Ａ／００２Ａ／００２Ａ／００２Ａ／００２Ａ／００２

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



２－２）による。２－２）による。２－２）による。２－２）による。２－２）による。２－２）による。２－２）による。

（注１）　新築工事では、発生量等が特定できないため、この限りでない。（注１）　新築工事では、発生量等が特定できないため、この限りでない。（注１）　新築工事では、発生量等が特定できないため、この限りでない。（注１）　新築工事では、発生量等が特定できないため、この限りでない。（注１）　新築工事では、発生量等が特定できないため、この限りでない。（注１）　新築工事では、発生量等が特定できないため、この限りでない。（注１）　新築工事では、発生量等が特定できないため、この限りでない。

・建築物の新築・増築　　　　　　　　　　　　　床面積の合計５００㎡以上・建築物の新築・増築　　　　　　　　　　　　　床面積の合計５００㎡以上・建築物の新築・増築　　　　　　　　　　　　　床面積の合計５００㎡以上・建築物の新築・増築　　　　　　　　　　　　　床面積の合計５００㎡以上・建築物の新築・増築　　　　　　　　　　　　　床面積の合計５００㎡以上・建築物の新築・増築　　　　　　　　　　　　　床面積の合計５００㎡以上・建築物の新築・増築　　　　　　　　　　　　　床面積の合計５００㎡以上

（注１）　適用となる事項の □ にチェックする。（注１）　適用となる事項の □ にチェックする。（注１）　適用となる事項の □ にチェックする。（注１）　適用となる事項の □ にチェックする。（注１）　適用となる事項の □ にチェックする。（注１）　適用となる事項の □ にチェックする。（注１）　適用となる事項の □ にチェックする。

「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」

・建築物の修繕・模様替（リフォーム等）　　　　請負代金の額１億円以上・建築物の修繕・模様替（リフォーム等）　　　　請負代金の額１億円以上・建築物の修繕・模様替（リフォーム等）　　　　請負代金の額１億円以上・建築物の修繕・模様替（リフォーム等）　　　　請負代金の額１億円以上・建築物の修繕・模様替（リフォーム等）　　　　請負代金の額１億円以上・建築物の修繕・模様替（リフォーム等）　　　　請負代金の額１億円以上・建築物の修繕・模様替（リフォーム等）　　　　請負代金の額１億円以上

　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法

　 　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 新 築 工 事 等 （ 新 築 ・ 増 築 ・ 修 繕 ・ 模 様 替 ） の 場 合 ）　 　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 新 築 工 事 等 （ 新 築 ・ 増 築 ・ 修 繕 ・ 模 様 替 ） の 場 合 ）　 　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 新 築 工 事 等 （ 新 築 ・ 増 築 ・ 修 繕 ・ 模 様 替 ） の 場 合 ）　 　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 新 築 工 事 等 （ 新 築 ・ 増 築 ・ 修 繕 ・ 模 様 替 ） の 場 合 ）　 　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 新 築 工 事 等 （ 新 築 ・ 増 築 ・ 修 繕 ・ 模 様 替 ） の 場 合 ）　 　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 新 築 工 事 等 （ 新 築 ・ 増 築 ・ 修 繕 ・ 模 様 替 ） の 場 合 ）　 　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 新 築 工 事 等 （ 新 築 ・ 増 築 ・ 修 繕 ・ 模 様 替 ） の 場 合 ）

⑤建築設備・内装等⑤建築設備・内装等⑤建築設備・内装等⑤建築設備・内装等⑤建築設備・内装等⑤建築設備・内装等⑤建築設備・内装等

③上部構造部分・外装③上部構造部分・外装③上部構造部分・外装③上部構造部分・外装③上部構造部分・外装③上部構造部分・外装③上部構造部分・外装

②基礎・基礎ぐい②基礎・基礎ぐい②基礎・基礎ぐい②基礎・基礎ぐい②基礎・基礎ぐい②基礎・基礎ぐい②基礎・基礎ぐい

□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用

□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用

□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用

□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用

□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用

□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業・機械作業の併用

□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業□ 手作業

分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法

□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無

その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事

□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無

建築設備・内装等の工事建築設備・内装等の工事建築設備・内装等の工事建築設備・内装等の工事建築設備・内装等の工事建築設備・内装等の工事建築設備・内装等の工事

□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無

□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無

屋根の工事屋根の工事屋根の工事屋根の工事屋根の工事屋根の工事屋根の工事

上部構造部分・外装の工事上部構造部分・外装の工事上部構造部分・外装の工事上部構造部分・外装の工事上部構造部分・外装の工事上部構造部分・外装の工事上部構造部分・外装の工事

□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無

基礎・基礎ぐいの工事基礎・基礎ぐいの工事基礎・基礎ぐいの工事基礎・基礎ぐいの工事基礎・基礎ぐいの工事基礎・基礎ぐいの工事基礎・基礎ぐいの工事

□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無□ 有　　　　□ 無

造成等の工事造成等の工事造成等の工事造成等の工事造成等の工事造成等の工事造成等の工事

作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容工
　
程
　
ご
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と
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と
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程
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と
　
の
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業
　
内
　
容
　
及
　
び
　
解
　
体
　
方
　
法 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）

⑥その他⑥その他⑥その他⑥その他⑥その他⑥その他⑥その他

④屋根④屋根④屋根④屋根④屋根④屋根④屋根

①造成等　①造成等　①造成等　①造成等　①造成等　①造成等　①造成等　　　　　　　　

工　程工　程工　程工　程工　程工　程工　程

３３３３３３３〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕〔解体工事版〕特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編]特記仕様書　[営繕編] ＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏ

２）　本工事における特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。２）　本工事における特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。２）　本工事における特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。２）　本工事における特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。２）　本工事における特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。２）　本工事における特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。２）　本工事における特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。

　　なければならない。　　なければならない。　　なければならない。　　なければならない。　　なければならない。　　なければならない。　　なければならない。

　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努め　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努め　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努め　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努め　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努め　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努め　　　また、建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努め

　　より作成し、施行計画書に含め監督員に提出、承認を得なければならない。　　より作成し、施行計画書に含め監督員に提出、承認を得なければならない。　　より作成し、施行計画書に含め監督員に提出、承認を得なければならない。　　より作成し、施行計画書に含め監督員に提出、承認を得なければならない。　　より作成し、施行計画書に含め監督員に提出、承認を得なければならない。　　より作成し、施行計画書に含め監督員に提出、承認を得なければならない。　　より作成し、施行計画書に含め監督員に提出、承認を得なければならない。

　　計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式（建設リサイクルガイドライン）に　　計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式（建設リサイクルガイドライン）に　　計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式（建設リサイクルガイドライン）に　　計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式（建設リサイクルガイドライン）に　　計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式（建設リサイクルガイドライン）に　　計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式（建設リサイクルガイドライン）に　　計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式（建設リサイクルガイドライン）に

　　が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物処理計画書並びに発生資源利用　　が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物処理計画書並びに発生資源利用　　が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物処理計画書並びに発生資源利用　　が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物処理計画書並びに発生資源利用　　が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物処理計画書並びに発生資源利用　　が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物処理計画書並びに発生資源利用　　が計画的に行われるよう発生土処理計画書及び廃棄物処理計画書並びに発生資源利用

　　ファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあたって、適切な処理　　ファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあたって、適切な処理　　ファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあたって、適切な処理　　ファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあたって、適切な処理　　ファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあたって、適切な処理　　ファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあたって、適切な処理　　ファルト・コンクリート塊、建設汚泥等の建設廃棄物の処理にあたって、適切な処理

１）　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート塊、アス　１）　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート塊、アス　１）　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート塊、アス　１）　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート塊、アス　１）　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート塊、アス　１）　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート塊、アス　１）　受注者は、工事の施工により発生する建設発生土の処理及びコンクリート塊、アス　

２．建設副産物の処理２．建設副産物の処理２．建設副産物の処理２．建設副産物の処理２．建設副産物の処理２．建設副産物の処理２．建設副産物の処理

　　事実施要領（営繕）により、堺市建築部が発注する工事に適用する。　　事実施要領（営繕）により、堺市建築部が発注する工事に適用する。　　事実施要領（営繕）により、堺市建築部が発注する工事に適用する。　　事実施要領（営繕）により、堺市建築部が発注する工事に適用する。　　事実施要領（営繕）により、堺市建築部が発注する工事に適用する。　　事実施要領（営繕）により、堺市建築部が発注する工事に適用する。　　事実施要領（営繕）により、堺市建築部が発注する工事に適用する。

１）　本仕様書は、公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工１）　本仕様書は、公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工１）　本仕様書は、公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工１）　本仕様書は、公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工１）　本仕様書は、公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工１）　本仕様書は、公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工１）　本仕様書は、公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工

１．適　　　用１．適　　　用１．適　　　用１．適　　　用１．適　　　用１．適　　　用１．適　　　用

＜建設リサイクル法「分別解体の届出」＞＜建設リサイクル法「分別解体の届出」＞＜建設リサイクル法「分別解体の届出」＞＜建設リサイクル法「分別解体の届出」＞＜建設リサイクル法「分別解体の届出」＞＜建設リサイクル法「分別解体の届出」＞＜建設リサイクル法「分別解体の届出」＞

※２※２※２※２※２※２※２

※１※１※１※１※１※１※１ アスファルトガラアスファルトガラアスファルトガラアスファルトガラアスファルトガラアスファルトガラアスファルトガラ

建設発生土建設発生土建設発生土建設発生土建設発生土建設発生土建設発生土

木　材木　材木　材木　材木　材木　材木　材

コンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラ

種類種類種類種類種類種類種類

　所在地　所在地　所在地　所在地　所在地　所在地　所在地　施設の名称　施設の名称　施設の名称　施設の名称　施設の名称　施設の名称　施設の名称特定建設資材廃棄物の特定建設資材廃棄物の特定建設資材廃棄物の特定建設資材廃棄物の特定建設資材廃棄物の特定建設資材廃棄物の特定建設資材廃棄物の

　　　　　　　　　監督員と協議するものとする。　　　　　　　　　監督員と協議するものとする。　　　　　　　　　監督員と協議するものとする。　　　　　　　　　監督員と協議するものとする。　　　　　　　　　監督員と協議するものとする。　　　　　　　　　監督員と協議するものとする。　　　　　　　　　監督員と協議するものとする。

　　　　　　　　　なお、受け入れ条件等により提示する施設と異なる再資源化施設となる場合は　　　　　　　　　なお、受け入れ条件等により提示する施設と異なる再資源化施設となる場合は　　　　　　　　　なお、受け入れ条件等により提示する施設と異なる再資源化施設となる場合は　　　　　　　　　なお、受け入れ条件等により提示する施設と異なる再資源化施設となる場合は　　　　　　　　　なお、受け入れ条件等により提示する施設と異なる再資源化施設となる場合は　　　　　　　　　なお、受け入れ条件等により提示する施設と異なる再資源化施設となる場合は　　　　　　　　　なお、受け入れ条件等により提示する施設と異なる再資源化施設となる場合は

　　　　　　　　　なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。　　　　　　　　　なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。　　　　　　　　　なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。　　　　　　　　　なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。　　　　　　　　　なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。　　　　　　　　　なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。　　　　　　　　　なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

　　　　　※２　　建築発生土の搬出先については、上記の再資源化施設に搬出すること。　　　　　※２　　建築発生土の搬出先については、上記の再資源化施設に搬出すること。　　　　　※２　　建築発生土の搬出先については、上記の再資源化施設に搬出すること。　　　　　※２　　建築発生土の搬出先については、上記の再資源化施設に搬出すること。　　　　　※２　　建築発生土の搬出先については、上記の再資源化施設に搬出すること。　　　　　※２　　建築発生土の搬出先については、上記の再資源化施設に搬出すること。　　　　　※２　　建築発生土の搬出先については、上記の再資源化施設に搬出すること。

　　　　　※１　　積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。　　　　　※１　　積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。　　　　　※１　　積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。　　　　　※１　　積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。　　　　　※１　　積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。　　　　　※１　　積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。　　　　　※１　　積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

　　監督員と協議するものとする。　　監督員と協議するものとする。　　監督員と協議するものとする。　　監督員と協議するものとする。　　監督員と協議するものとする。　　監督員と協議するものとする。　　監督員と協議するものとする。

　　　ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、　　　ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、　　　ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、　　　ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、　　　ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、　　　ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、　　　ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、

　　明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。　　明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。　　明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。　　明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。　　明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。　　明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。　　明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

　　契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件　　契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件　　契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件　　契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件　　契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件　　契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件　　契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件

　　条件を設定しているが、請負代金額のうち解体工事に要する費用等に定める事項は、　　条件を設定しているが、請負代金額のうち解体工事に要する費用等に定める事項は、　　条件を設定しているが、請負代金額のうち解体工事に要する費用等に定める事項は、　　条件を設定しているが、請負代金額のうち解体工事に要する費用等に定める事項は、　　条件を設定しているが、請負代金額のうち解体工事に要する費用等に定める事項は、　　条件を設定しているが、請負代金額のうち解体工事に要する費用等に定める事項は、　　条件を設定しているが、請負代金額のうち解体工事に要する費用等に定める事項は、

　　　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の　　　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の　　　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の　　　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の　　　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の　　　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の　　　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の

　　講ずることとする。　　講ずることとする。　　講ずることとする。　　講ずることとする。　　講ずることとする。　　講ずることとする。　　講ずることとする。

　　の基準に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適切な措置を　　の基準に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適切な措置を　　の基準に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適切な措置を　　の基準に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適切な措置を　　の基準に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適切な措置を　　の基準に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適切な措置を　　の基準に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適切な措置を

する法律」（以下、「建設リサイクル法」という。）施行令で定める工事の種類、規模する法律」（以下、「建設リサイクル法」という。）施行令で定める工事の種類、規模する法律」（以下、「建設リサイクル法」という。）施行令で定める工事の種類、規模する法律」（以下、「建設リサイクル法」という。）施行令で定める工事の種類、規模する法律」（以下、「建設リサイクル法」という。）施行令で定める工事の種類、規模する法律」（以下、「建設リサイクル法」という。）施行令で定める工事の種類、規模する法律」（以下、「建設リサイクル法」という。）施行令で定める工事の種類、規模

　　資材を使用する新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関　　資材を使用する新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関　　資材を使用する新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関　　資材を使用する新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関　　資材を使用する新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関　　資材を使用する新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関　　資材を使用する新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関

１）　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特定建設１）　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特定建設１）　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特定建設１）　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特定建設１）　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特定建設１）　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特定建設１）　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特定建設

３．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置３．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置３．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置３．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置３．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置３．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置３．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

工程工程工程工程工程工程工程 作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容

建築設備・内装材の取り外し建築設備・内装材の取り外し建築設備・内装材の取り外し建築設備・内装材の取り外し建築設備・内装材の取り外し建築設備・内装材の取り外し建築設備・内装材の取り外し①建築設備・内装材等①建築設備・内装材等①建築設備・内装材等①建築設備・内装材等①建築設備・内装材等①建築設備・内装材等①建築設備・内装材等

分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法

②屋根ふき材②屋根ふき材②屋根ふき材②屋根ふき材②屋根ふき材②屋根ふき材②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し屋根ふき材の取り外し屋根ふき材の取り外し屋根ふき材の取り外し屋根ふき材の取り外し屋根ふき材の取り外し屋根ふき材の取り外し □　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業

併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）

外装材・上部構造部分の取り壊し外装材・上部構造部分の取り壊し外装材・上部構造部分の取り壊し外装材・上部構造部分の取り壊し外装材・上部構造部分の取り壊し外装材・上部構造部分の取り壊し外装材・上部構造部分の取り壊し③外装材・上部構造部分③外装材・上部構造部分③外装材・上部構造部分③外装材・上部構造部分③外装材・上部構造部分③外装材・上部構造部分③外装材・上部構造部分

④基礎・基礎ぐい④基礎・基礎ぐい④基礎・基礎ぐい④基礎・基礎ぐい④基礎・基礎ぐい④基礎・基礎ぐい④基礎・基礎ぐい

□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業

□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業

□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業その他の取り壊しその他の取り壊しその他の取り壊しその他の取り壊しその他の取り壊しその他の取り壊しその他の取り壊し

基礎・基礎ぐいの取り壊し基礎・基礎ぐいの取り壊し基礎・基礎ぐいの取り壊し基礎・基礎ぐいの取り壊し基礎・基礎ぐいの取り壊し基礎・基礎ぐいの取り壊し基礎・基礎ぐいの取り壊し

□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用

併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）併用の場合の理由（　　）
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　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 解 体 工 事 の 場 合 ）　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 解 体 工 事 の 場 合 ）　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 解 体 工 事 の 場 合 ）　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 解 体 工 事 の 場 合 ）　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 解 体 工 事 の 場 合 ）　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 解 体 工 事 の 場 合 ）　 　 　 （ 建 築 物 に 係 る 解 体 工 事 の 場 合 ）

　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法　　　　①分別解体等の方法

「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」

建築物の解体　床面積の合計８０㎡以上建築物の解体　床面積の合計８０㎡以上建築物の解体　床面積の合計８０㎡以上建築物の解体　床面積の合計８０㎡以上建築物の解体　床面積の合計８０㎡以上建築物の解体　床面積の合計８０㎡以上建築物の解体　床面積の合計８０㎡以上

　　　　②再資源化等をする施設の名称及び所在地　　　　②再資源化等をする施設の名称及び所在地　　　　②再資源化等をする施設の名称及び所在地　　　　②再資源化等をする施設の名称及び所在地　　　　②再資源化等をする施設の名称及び所在地　　　　②再資源化等をする施設の名称及び所在地　　　　②再資源化等をする施設の名称及び所在地

工　程工　程工　程工　程工　程工　程工　程 作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容作業内容 分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法分別解体等の方法

①仮設①仮設①仮設①仮設①仮設①仮設①仮設 仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事 □　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業

②土工②土工②土工②土工②土工②土工②土工 □　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業土工事土工事土工事土工事土工事土工事土工事

③基礎③基礎③基礎③基礎③基礎③基礎③基礎 基礎工事基礎工事基礎工事基礎工事基礎工事基礎工事基礎工事 □　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業

④本体構造④本体構造④本体構造④本体構造④本体構造④本体構造④本体構造 本体構造の工事本体構造の工事本体構造の工事本体構造の工事本体構造の工事本体構造の工事本体構造の工事 □　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業

⑤本体付属品⑤本体付属品⑤本体付属品⑤本体付属品⑤本体付属品⑤本体付属品⑤本体付属品 本体付属品の工事本体付属品の工事本体付属品の工事本体付属品の工事本体付属品の工事本体付属品の工事本体付属品の工事 □　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業

⑥その他（　　　　）⑥その他（　　　　）⑥その他（　　　　）⑥その他（　　　　）⑥その他（　　　　）⑥その他（　　　　）⑥その他（　　　　） その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事その他の工事 □　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業□　手作業

□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用
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（ 建 築 物 以 外 の も の に 係 る 解 体 工 事 又 は 新 築 工 事 等 （ 土 木 工 事 等 ） の 場 合 ）（ 建 築 物 以 外 の も の に 係 る 解 体 工 事 又 は 新 築 工 事 等 （ 土 木 工 事 等 ） の 場 合 ）（ 建 築 物 以 外 の も の に 係 る 解 体 工 事 又 は 新 築 工 事 等 （ 土 木 工 事 等 ） の 場 合 ）（ 建 築 物 以 外 の も の に 係 る 解 体 工 事 又 は 新 築 工 事 等 （ 土 木 工 事 等 ） の 場 合 ）（ 建 築 物 以 外 の も の に 係 る 解 体 工 事 又 は 新 築 工 事 等 （ 土 木 工 事 等 ） の 場 合 ）（ 建 築 物 以 外 の も の に 係 る 解 体 工 事 又 は 新 築 工 事 等 （ 土 木 工 事 等 ） の 場 合 ）（ 建 築 物 以 外 の も の に 係 る 解 体 工 事 又 は 新 築 工 事 等 （ 土 木 工 事 等 ） の 場 合 ）

①分別解体等の方法①分別解体等の方法①分別解体等の方法①分別解体等の方法①分別解体等の方法①分別解体等の方法①分別解体等の方法

・その他の工作物に関する工事（土木工事等）　　　　　　請負代金の額５００万円以上・その他の工作物に関する工事（土木工事等）　　　　　　請負代金の額５００万円以上・その他の工作物に関する工事（土木工事等）　　　　　　請負代金の額５００万円以上・その他の工作物に関する工事（土木工事等）　　　　　　請負代金の額５００万円以上・その他の工作物に関する工事（土木工事等）　　　　　　請負代金の額５００万円以上・その他の工作物に関する工事（土木工事等）　　　　　　請負代金の額５００万円以上・その他の工作物に関する工事（土木工事等）　　　　　　請負代金の額５００万円以上

「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」「この特記を使用する対象工事」

２）　受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に２）　受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に２）　受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に２）　受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に２）　受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に２）　受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に２）　受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に

　　基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告するものとする。　　基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告するものとする。　　基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告するものとする。　　基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告するものとする。　　基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告するものとする。　　基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告するものとする。　　基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告するものとする。

　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書(建設リサイクルガイドライン様式）　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書(建設リサイクルガイドライン様式）　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書(建設リサイクルガイドライン様式）　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書(建設リサイクルガイドライン様式）　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書(建設リサイクルガイドライン様式）　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書(建設リサイクルガイドライン様式）　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書(建設リサイクルガイドライン様式）

　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地　　・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地

　　・再資源化等が完了した年月日　　・再資源化等が完了した年月日　　・再資源化等が完了した年月日　　・再資源化等が完了した年月日　　・再資源化等が完了した年月日　　・再資源化等が完了した年月日　　・再資源化等が完了した年月日

　　・工事場所　　・工事場所　　・工事場所　　・工事場所　　・工事場所　　・工事場所　　・工事場所

　　・工事名　　・工事名　　・工事名　　・工事名　　・工事名　　・工事名　　・工事名

　再　生　資　材　名　再　生　資　材　名　再　生　資　材　名　再　生　資　材　名　再　生　資　材　名　再　生　資　材　名　再　生　資　材　名 　使　用　箇　所　使　用　箇　所　使　用　箇　所　使　用　箇　所　使　用　箇　所　使　用　箇　所　使　用　箇　所

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャラン（ＲＣ－４０） 外構部、駐車場、道路路盤材等外構部、駐車場、道路路盤材等外構部、駐車場、道路路盤材等外構部、駐車場、道路路盤材等外構部、駐車場、道路路盤材等外構部、駐車場、道路路盤材等外構部、駐車場、道路路盤材等

　　監督員の承認を得た上で使用に努めなければならない。　　監督員の承認を得た上で使用に努めなければならない。　　監督員の承認を得た上で使用に努めなければならない。　　監督員の承認を得た上で使用に努めなければならない。　　監督員の承認を得た上で使用に努めなければならない。　　監督員の承認を得た上で使用に努めなければならない。　　監督員の承認を得た上で使用に努めなければならない。

　　　５．過積載について　　　５．過積載について　　　５．過積載について　　　５．過積載について　　　５．過積載について　　　５．過積載について　　　５．過積載について

　　過積載しないよう常に注意すること。　　過積載しないよう常に注意すること。　　過積載しないよう常に注意すること。　　過積載しないよう常に注意すること。　　過積載しないよう常に注意すること。　　過積載しないよう常に注意すること。　　過積載しないよう常に注意すること。

１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載重量）を事前に把握し、１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載重量）を事前に把握し、１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載重量）を事前に把握し、１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載重量）を事前に把握し、１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載重量）を事前に把握し、１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載重量）を事前に把握し、１　受注者は建設副産物を搬出するときは、ダンプトラックの規格（最大積載重量）を事前に把握し、

２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過積載のないことを２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過積載のないことを２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過積載のないことを２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過積載のないことを２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過積載のないことを２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過積載のないことを２　受注者は、建設副産物搬出後速やかに、マニフェストや計量証明書等で過積載のないことを

　　確認するとともに、監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに提出すること。　　確認するとともに、監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに提出すること。　　確認するとともに、監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに提出すること。　　確認するとともに、監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに提出すること。　　確認するとともに、監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに提出すること。　　確認するとともに、監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに提出すること。　　確認するとともに、監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに提出すること。

　　　本工事の施工については、次表の再生資材を見込んでいる。　品質等を確認し、　　　本工事の施工については、次表の再生資材を見込んでいる。　品質等を確認し、　　　本工事の施工については、次表の再生資材を見込んでいる。　品質等を確認し、　　　本工事の施工については、次表の再生資材を見込んでいる。　品質等を確認し、　　　本工事の施工については、次表の再生資材を見込んでいる。　品質等を確認し、　　　本工事の施工については、次表の再生資材を見込んでいる。　品質等を確認し、　　　本工事の施工については、次表の再生資材を見込んでいる。　品質等を確認し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　４．再生資材　　　４．再生資材　　　４．再生資材　　　４．再生資材　　　４．再生資材　　　４．再生資材　　　４．再生資材

３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しないよう指導すること。３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しないよう指導すること。３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しないよう指導すること。３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しないよう指導すること。３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しないよう指導すること。３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しないよう指導すること。３　受注者は、建設資材を注文するときは、その都度、納入業者に過積載しないよう指導すること。

４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を事前に把握し、４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を事前に把握し、４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を事前に把握し、４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を事前に把握し、４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を事前に把握し、４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を事前に把握し、４　受注者は、建設資材納入時には、試験成績書等により資材の単位重量等を事前に把握し、

　　搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になっていないことを確認するとともに、　　搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になっていないことを確認するとともに、　　搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になっていないことを確認するとともに、　　搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になっていないことを確認するとともに、　　搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になっていないことを確認するとともに、　　搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になっていないことを確認するとともに、　　搬入トラックの規格（最大積載重量）から過積載になっていないことを確認するとともに、

　　監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに納品伝票を提出すること。　　監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに納品伝票を提出すること。　　監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに納品伝票を提出すること。　　監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに納品伝票を提出すること。　　監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに納品伝票を提出すること。　　監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに納品伝票を提出すること。　　監督職員に提出を求められた場合は、その都度、速やかに納品伝票を提出すること。

　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条　イ　道路交通法第５７条

　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条　ロ　道路法第４７条

　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条　ハ　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第１７条

　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）　ホ　ダンプ規制法第６条（自重計の設置）

　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。　　関係法令を厳守すること。

　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）　　　関する特別措置法）　第３条、第４条（許可条件等の表示）

　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に　ニ　ダンプ規制法（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に

・道路交通の安全対策・道路交通の安全対策・道路交通の安全対策・道路交通の安全対策・道路交通の安全対策・道路交通の安全対策・道路交通の安全対策
　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対

　　象）により搬出入を行う場合は監督員に報告し、運搬経路について協議を行うこと。　　象）により搬出入を行う場合は監督員に報告し、運搬経路について協議を行うこと。　　象）により搬出入を行う場合は監督員に報告し、運搬経路について協議を行うこと。　　象）により搬出入を行う場合は監督員に報告し、運搬経路について協議を行うこと。　　象）により搬出入を行う場合は監督員に報告し、運搬経路について協議を行うこと。　　象）により搬出入を行う場合は監督員に報告し、運搬経路について協議を行うこと。　　象）により搬出入を行う場合は監督員に報告し、運搬経路について協議を行うこと。

　・工事車両幕　・工事車両幕　・工事車両幕　・工事車両幕　・工事車両幕　・工事車両幕　・工事車両幕
　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対　　１０ｔ級以上のダンプトラック（土砂・ガラ等の排出車、アスファルト合材・砕石等の搬入車すべて対

　　象）に下記の通り工事用車両幕を作成し取り付けること。　なお、工事用車両幕の仕様における詳細に　　象）に下記の通り工事用車両幕を作成し取り付けること。　なお、工事用車両幕の仕様における詳細に　　象）に下記の通り工事用車両幕を作成し取り付けること。　なお、工事用車両幕の仕様における詳細に　　象）に下記の通り工事用車両幕を作成し取り付けること。　なお、工事用車両幕の仕様における詳細に　　象）に下記の通り工事用車両幕を作成し取り付けること。　なお、工事用車両幕の仕様における詳細に　　象）に下記の通り工事用車両幕を作成し取り付けること。　なお、工事用車両幕の仕様における詳細に　　象）に下記の通り工事用車両幕を作成し取り付けること。　なお、工事用車両幕の仕様における詳細に

　　ついては、別途、監督員の指示を受けること。　　ついては、別途、監督員の指示を受けること。　　ついては、別途、監督員の指示を受けること。　　ついては、別途、監督員の指示を受けること。　　ついては、別途、監督員の指示を受けること。　　ついては、別途、監督員の指示を受けること。　　ついては、別途、監督員の指示を受けること。

　　工事用車両幕の仕様　　工事用車両幕の仕様　　工事用車両幕の仕様　　工事用車両幕の仕様　　工事用車両幕の仕様　　工事用車両幕の仕様　　工事用車両幕の仕様

　　　・寸法：　縦５４０ｍｍ×横８００ｍｍ程度　　　・寸法：　縦５４０ｍｍ×横８００ｍｍ程度　　　・寸法：　縦５４０ｍｍ×横８００ｍｍ程度　　　・寸法：　縦５４０ｍｍ×横８００ｍｍ程度　　　・寸法：　縦５４０ｍｍ×横８００ｍｍ程度　　　・寸法：　縦５４０ｍｍ×横８００ｍｍ程度　　　・寸法：　縦５４０ｍｍ×横８００ｍｍ程度

　　　・材質：　ターポリン　　　・材質：　ターポリン　　　・材質：　ターポリン　　　・材質：　ターポリン　　　・材質：　ターポリン　　　・材質：　ターポリン　　　・材質：　ターポリン

　　　・表示内容：工事名称、受注者名、発注部署名　　　・表示内容：工事名称、受注者名、発注部署名　　　・表示内容：工事名称、受注者名、発注部署名　　　・表示内容：工事名称、受注者名、発注部署名　　　・表示内容：工事名称、受注者名、発注部署名　　　・表示内容：工事名称、受注者名、発注部署名　　　・表示内容：工事名称、受注者名、発注部署名

　　　・装着枚数：１枚　　　・装着枚数：１枚　　　・装着枚数：１枚　　　・装着枚数：１枚　　　・装着枚数：１枚　　　・装着枚数：１枚　　　・装着枚数：１枚

　　　・装着場所：ダンプトラックの前面　　　・装着場所：ダンプトラックの前面　　　・装着場所：ダンプトラックの前面　　　・装着場所：ダンプトラックの前面　　　・装着場所：ダンプトラックの前面　　　・装着場所：ダンプトラックの前面　　　・装着場所：ダンプトラックの前面

　　　・取付方法：工事用車両幕の四隅とダンプトラックの４カ所を紐で結ぶ　　　・取付方法：工事用車両幕の四隅とダンプトラックの４カ所を紐で結ぶ　　　・取付方法：工事用車両幕の四隅とダンプトラックの４カ所を紐で結ぶ　　　・取付方法：工事用車両幕の四隅とダンプトラックの４カ所を紐で結ぶ　　　・取付方法：工事用車両幕の四隅とダンプトラックの４カ所を紐で結ぶ　　　・取付方法：工事用車両幕の四隅とダンプトラックの４カ所を紐で結ぶ　　　・取付方法：工事用車両幕の四隅とダンプトラックの４カ所を紐で結ぶ

　　　・その他：工事用車両幕の四隅にハトメ（紐穴）を取付ける　　　・その他：工事用車両幕の四隅にハトメ（紐穴）を取付ける　　　・その他：工事用車両幕の四隅にハトメ（紐穴）を取付ける　　　・その他：工事用車両幕の四隅にハトメ（紐穴）を取付ける　　　・その他：工事用車両幕の四隅にハトメ（紐穴）を取付ける　　　・その他：工事用車両幕の四隅にハトメ（紐穴）を取付ける　　　・その他：工事用車両幕の四隅にハトメ（紐穴）を取付ける
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１文字の大きさは３５ｍｍ程度１文字の大きさは３５ｍｍ程度１文字の大きさは３５ｍｍ程度１文字の大きさは３５ｍｍ程度１文字の大きさは３５ｍｍ程度１文字の大きさは３５ｍｍ程度１文字の大きさは３５ｍｍ程度
※２※２※２※２※２※２※２ （ 第一工区 ）（ 第一工区 ）（ 第一工区 ）（ 第一工区 ）（ 第一工区 ）（ 第一工区 ）（ 第一工区 ）
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１文字の大きさは４０ｍｍ程度１文字の大きさは４０ｍｍ程度１文字の大きさは４０ｍｍ程度１文字の大きさは４０ｍｍ程度１文字の大きさは４０ｍｍ程度１文字の大きさは４０ｍｍ程度１文字の大きさは４０ｍｍ程度○○○○・ ○○・ ○Ｊ Ｖ○○○○・ ○○・ ○Ｊ Ｖ○○○○・ ○○・ ○Ｊ Ｖ○○○○・ ○○・ ○Ｊ Ｖ○○○○・ ○○・ ○Ｊ Ｖ○○○○・ ○○・ ○Ｊ Ｖ○○○○・ ○○・ ○Ｊ Ｖ
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堺市建築部堺市建築部堺市建築部堺市建築部堺市建築部堺市建築部堺市建築部
１文字の大きさは６５ｍｍ程度１文字の大きさは６５ｍｍ程度１文字の大きさは６５ｍｍ程度１文字の大きさは６５ｍｍ程度１文字の大きさは６５ｍｍ程度１文字の大きさは６５ｍｍ程度１文字の大きさは６５ｍｍ程度
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５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等関係法令を厳守すること。５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等関係法令を厳守すること。５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等関係法令を厳守すること。５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等関係法令を厳守すること。５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等関係法令を厳守すること。５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等関係法令を厳守すること。５　受注者は、建設副産物及び建設資材の運搬にあたって、次の道路交通法等関係法令を厳守すること。

　　※１　工事用車両幕に記載する工事名、｢工事用車両｣、受注者名、発注者名の字体は、MSPｺﾞｼッｸとする。　　※１　工事用車両幕に記載する工事名、｢工事用車両｣、受注者名、発注者名の字体は、MSPｺﾞｼッｸとする。　　※１　工事用車両幕に記載する工事名、｢工事用車両｣、受注者名、発注者名の字体は、MSPｺﾞｼッｸとする。　　※１　工事用車両幕に記載する工事名、｢工事用車両｣、受注者名、発注者名の字体は、MSPｺﾞｼッｸとする。　　※１　工事用車両幕に記載する工事名、｢工事用車両｣、受注者名、発注者名の字体は、MSPｺﾞｼッｸとする。　　※１　工事用車両幕に記載する工事名、｢工事用車両｣、受注者名、発注者名の字体は、MSPｺﾞｼッｸとする。　　※１　工事用車両幕に記載する工事名、｢工事用車両｣、受注者名、発注者名の字体は、MSPｺﾞｼッｸとする。

　　※２　工事名が一段で入りきらない場合は、二段で記載する。　　※２　工事名が一段で入りきらない場合は、二段で記載する。　　※２　工事名が一段で入りきらない場合は、二段で記載する。　　※２　工事名が一段で入りきらない場合は、二段で記載する。　　※２　工事名が一段で入りきらない場合は、二段で記載する。　　※２　工事名が一段で入りきらない場合は、二段で記載する。　　※２　工事名が一段で入りきらない場合は、二段で記載する。

　　※３　受注者名は、一段に記載する。株式会社は、㈱と記載する。建設工事共同企業体はＪＶと記載する。　　※３　受注者名は、一段に記載する。株式会社は、㈱と記載する。建設工事共同企業体はＪＶと記載する。　　※３　受注者名は、一段に記載する。株式会社は、㈱と記載する。建設工事共同企業体はＪＶと記載する。　　※３　受注者名は、一段に記載する。株式会社は、㈱と記載する。建設工事共同企業体はＪＶと記載する。　　※３　受注者名は、一段に記載する。株式会社は、㈱と記載する。建設工事共同企業体はＪＶと記載する。　　※３　受注者名は、一段に記載する。株式会社は、㈱と記載する。建設工事共同企業体はＪＶと記載する。　　※３　受注者名は、一段に記載する。株式会社は、㈱と記載する。建設工事共同企業体はＪＶと記載する。

　　※４　発注者名は、局名を記載しない。地色は「青色」、文字は白抜きとする。　　※４　発注者名は、局名を記載しない。地色は「青色」、文字は白抜きとする。　　※４　発注者名は、局名を記載しない。地色は「青色」、文字は白抜きとする。　　※４　発注者名は、局名を記載しない。地色は「青色」、文字は白抜きとする。　　※４　発注者名は、局名を記載しない。地色は「青色」、文字は白抜きとする。　　※４　発注者名は、局名を記載しない。地色は「青色」、文字は白抜きとする。　　※４　発注者名は、局名を記載しない。地色は「青色」、文字は白抜きとする。

図ー２　　工事用表示板図ー２　　工事用表示板図ー２　　工事用表示板図ー２　　工事用表示板図ー２　　工事用表示板図ー２　　工事用表示板図ー２　　工事用表示板

（注）１．設計監理同一の場合は（注）１．設計監理同一の場合は（注）１．設計監理同一の場合は（注）１．設計監理同一の場合は（注）１．設計監理同一の場合は（注）１．設計監理同一の場合は（注）１．設計監理同一の場合は
地色（白）地色（白）地色（白）地色（白）地色（白）地色（白）地色（白）

発注発注発注発注発注発注発注・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 堺市建築都市局建築部　と記入する。堺市建築都市局建築部　と記入する。堺市建築都市局建築部　と記入する。堺市建築都市局建築部　と記入する。堺市建築都市局建築部　と記入する。堺市建築都市局建築部　と記入する。堺市建築都市局建築部　と記入する。
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・・・・・・・ ２．常用漢字使用書体は角ゴシックとし黒とする。２．常用漢字使用書体は角ゴシックとし黒とする。２．常用漢字使用書体は角ゴシックとし黒とする。２．常用漢字使用書体は角ゴシックとし黒とする。２．常用漢字使用書体は角ゴシックとし黒とする。２．常用漢字使用書体は角ゴシックとし黒とする。２．常用漢字使用書体は角ゴシックとし黒とする。
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３．亜鉛鉄板製とし材木裏打ち補強する。３．亜鉛鉄板製とし材木裏打ち補強する。３．亜鉛鉄板製とし材木裏打ち補強する。３．亜鉛鉄板製とし材木裏打ち補強する。３．亜鉛鉄板製とし材木裏打ち補強する。３．亜鉛鉄板製とし材木裏打ち補強する。３．亜鉛鉄板製とし材木裏打ち補強する。・・・・・・・ ・・・・・・・

9090 9090 9090 90 ４．取付け場所は工事用進入口の見えやすい所に４．取付け場所は工事用進入口の見えやすい所に４．取付け場所は工事用進入口の見えやすい所に４．取付け場所は工事用進入口の見えやすい所に４．取付け場所は工事用進入口の見えやすい所に４．取付け場所は工事用進入口の見えやすい所に４．取付け場所は工事用進入口の見えやすい所に60
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4040 4040 4
040 40発注　堺市建築都市局建築部発注　堺市建築都市局建築部発注　堺市建築都市局建築部発注　堺市建築都市局建築部発注　堺市建築都市局建築部発注　堺市建築都市局建築部発注　堺市建築都市局建築部

・・・・・・・3030 3030 3030 30 取付ける。（入り口ゲート横仮囲い）取付ける。（入り口ゲート横仮囲い）取付ける。（入り口ゲート横仮囲い）取付ける。（入り口ゲート横仮囲い）取付ける。（入り口ゲート横仮囲い）取付ける。（入り口ゲート横仮囲い）取付ける。（入り口ゲート横仮囲い）
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4040 4040 4
040 40監理監理監理監理監理監理監理
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・・・・・・・4040 4040 4040 40施工施工施工施工施工施工施工 ・・・・・・・

5555 5555 5
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地色、日本塗料工業会地色、日本塗料工業会地色、日本塗料工業会地色、日本塗料工業会地色、日本塗料工業会地色、日本塗料工業会地色、日本塗料工業会

９７年版―Ｕ１７－７０Ｘ９７年版―Ｕ１７－７０Ｘ９７年版―Ｕ１７－７０Ｘ９７年版―Ｕ１７－７０Ｘ９７年版―Ｕ１７－７０Ｘ９７年版―Ｕ１７－７０Ｘ９７年版―Ｕ１７－７０Ｘ

９００９００９００９００９００９００９００
・・・・・・・ ・・・・・・・

廃材処分先廃材処分先廃材処分先廃材処分先廃材処分先廃材処分先廃材処分先 試掘箇所試掘箇所試掘箇所試掘箇所試掘箇所試掘箇所試掘箇所 主要部分主要部分主要部分主要部分主要部分主要部分主要部分 全景全景全景全景全景全景全景

残留物残留物残留物残留物残留物残留物残留物

廃材処分先廃材処分先廃材処分先廃材処分先廃材処分先廃材処分先廃材処分先 撤去跡調査撤去跡調査撤去跡調査撤去跡調査撤去跡調査撤去跡調査撤去跡調査 整地整地整地整地整地整地整地 竣工竣工竣工竣工竣工竣工竣工

残留物残留物残留物残留物残留物残留物残留物

注：・写真方向を明記した図を添付する。注：・写真方向を明記した図を添付する。注：・写真方向を明記した図を添付する。注：・写真方向を明記した図を添付する。注：・写真方向を明記した図を添付する。注：・写真方向を明記した図を添付する。注：・写真方向を明記した図を添付する。

　　・全景写真は、着工前、竣工後同一方向より撮影する。　　・全景写真は、着工前、竣工後同一方向より撮影する。　　・全景写真は、着工前、竣工後同一方向より撮影する。　　・全景写真は、着工前、竣工後同一方向より撮影する。　　・全景写真は、着工前、竣工後同一方向より撮影する。　　・全景写真は、着工前、竣工後同一方向より撮影する。　　・全景写真は、着工前、竣工後同一方向より撮影する。

　　・家屋番号が設定されている場合は、その番号ごとにまとめること。　　・家屋番号が設定されている場合は、その番号ごとにまとめること。　　・家屋番号が設定されている場合は、その番号ごとにまとめること。　　・家屋番号が設定されている場合は、その番号ごとにまとめること。　　・家屋番号が設定されている場合は、その番号ごとにまとめること。　　・家屋番号が設定されている場合は、その番号ごとにまとめること。　　・家屋番号が設定されている場合は、その番号ごとにまとめること。

１章　　＜ 別  表 ＞１章　　＜ 別  表 ＞１章　　＜ 別  表 ＞１章　　＜ 別  表 ＞１章　　＜ 別  表 ＞１章　　＜ 別  表 ＞１章　　＜ 別  表 ＞

全景全景全景全景全景全景全景
シート養生部分シート養生部分シート養生部分シート養生部分シート養生部分シート養生部分シート養生部分

必要部分必要部分必要部分必要部分必要部分必要部分必要部分
内装材内装材内装材内装材内装材内装材内装材

屋根材等屋根材等屋根材等屋根材等屋根材等屋根材等屋根材等

主要部分主要部分主要部分主要部分主要部分主要部分主要部分

石綿成形板石綿成形板石綿成形板石綿成形板石綿成形板石綿成形板石綿成形板

シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生

隣家取合等隣家取合等隣家取合等隣家取合等隣家取合等隣家取合等隣家取合等着工前着工前着工前着工前着工前着工前着工前 先行撤去先行撤去先行撤去先行撤去先行撤去先行撤去先行撤去
切取・解体中切取・解体中切取・解体中切取・解体中切取・解体中切取・解体中切取・解体中

基礎・上屋等基礎・上屋等基礎・上屋等基礎・上屋等基礎・上屋等基礎・上屋等基礎・上屋等

　　図ー１　　　工事写真　　図ー１　　　工事写真　　図ー１　　　工事写真　　図ー１　　　工事写真　　図ー１　　　工事写真　　図ー１　　　工事写真　　図ー１　　　工事写真

＜書類保管箱＞＜書類保管箱＞＜書類保管箱＞＜書類保管箱＞＜書類保管箱＞＜書類保管箱＞＜書類保管箱＞
　　工事完成時に完成図、施工図、保全に関する資料及び工事関係書類を保管箱に入れ、提出すること。　　工事完成時に完成図、施工図、保全に関する資料及び工事関係書類を保管箱に入れ、提出すること。　　工事完成時に完成図、施工図、保全に関する資料及び工事関係書類を保管箱に入れ、提出すること。　　工事完成時に完成図、施工図、保全に関する資料及び工事関係書類を保管箱に入れ、提出すること。　　工事完成時に完成図、施工図、保全に関する資料及び工事関係書類を保管箱に入れ、提出すること。　　工事完成時に完成図、施工図、保全に関する資料及び工事関係書類を保管箱に入れ、提出すること。　　工事完成時に完成図、施工図、保全に関する資料及び工事関係書類を保管箱に入れ、提出すること。

　　　サイズ　　Ａ４ファイル収納用　　　サイズ　　Ａ４ファイル収納用　　　サイズ　　Ａ４ファイル収納用　　　サイズ　　Ａ４ファイル収納用　　　サイズ　　Ａ４ファイル収納用　　　サイズ　　Ａ４ファイル収納用　　　サイズ　　Ａ４ファイル収納用

　　　材質　　　段ボール　　　材質　　　段ボール　　　材質　　　段ボール　　　材質　　　段ボール　　　材質　　　段ボール　　　材質　　　段ボール　　　材質　　　段ボール

　１．完成図は、発注（契約）工事ごとに工事完成時における現状を示したものであること。　１．完成図は、発注（契約）工事ごとに工事完成時における現状を示したものであること。　１．完成図は、発注（契約）工事ごとに工事完成時における現状を示したものであること。　１．完成図は、発注（契約）工事ごとに工事完成時における現状を示したものであること。　１．完成図は、発注（契約）工事ごとに工事完成時における現状を示したものであること。　１．完成図は、発注（契約）工事ごとに工事完成時における現状を示したものであること。　１．完成図は、発注（契約）工事ごとに工事完成時における現状を示したものであること。

・ 完成図作成要領・ 完成図作成要領・ 完成図作成要領・ 完成図作成要領・ 完成図作成要領・ 完成図作成要領・ 完成図作成要領

　２．完成図原図　２．完成図原図　２．完成図原図　２．完成図原図　２．完成図原図　２．完成図原図　２．完成図原図

　　　　内容（電子データで提出する図面）　　　　内容（電子データで提出する図面）　　　　内容（電子データで提出する図面）　　　　内容（電子データで提出する図面）　　　　内容（電子データで提出する図面）　　　　内容（電子データで提出する図面）　　　　内容（電子データで提出する図面）

　　　　①完成図原図　　　　①完成図原図　　　　①完成図原図　　　　①完成図原図　　　　①完成図原図　　　　①完成図原図　　　　①完成図原図

　　　　　原則として、設計図を修正すること。（設備工事では、施工図の修正でもよい。）　　　　　原則として、設計図を修正すること。（設備工事では、施工図の修正でもよい。）　　　　　原則として、設計図を修正すること。（設備工事では、施工図の修正でもよい。）　　　　　原則として、設計図を修正すること。（設備工事では、施工図の修正でもよい。）　　　　　原則として、設計図を修正すること。（設備工事では、施工図の修正でもよい。）　　　　　原則として、設計図を修正すること。（設備工事では、施工図の修正でもよい。）　　　　　原則として、設計図を修正すること。（設備工事では、施工図の修正でもよい。）

　　　　　屋外配管（設備工事）については、埋設深さ・建物等目印よりの寸法を記入すること。　　　　　屋外配管（設備工事）については、埋設深さ・建物等目印よりの寸法を記入すること。　　　　　屋外配管（設備工事）については、埋設深さ・建物等目印よりの寸法を記入すること。　　　　　屋外配管（設備工事）については、埋設深さ・建物等目印よりの寸法を記入すること。　　　　　屋外配管（設備工事）については、埋設深さ・建物等目印よりの寸法を記入すること。　　　　　屋外配管（設備工事）については、埋設深さ・建物等目印よりの寸法を記入すること。　　　　　屋外配管（設備工事）については、埋設深さ・建物等目印よりの寸法を記入すること。

　　　　完成図原図は、業者（現場代理人）及び監理事務所（統括責任者）の押印の後、提出。　　　　完成図原図は、業者（現場代理人）及び監理事務所（統括責任者）の押印の後、提出。　　　　完成図原図は、業者（現場代理人）及び監理事務所（統括責任者）の押印の後、提出。　　　　完成図原図は、業者（現場代理人）及び監理事務所（統括責任者）の押印の後、提出。　　　　完成図原図は、業者（現場代理人）及び監理事務所（統括責任者）の押印の後、提出。　　　　完成図原図は、業者（現場代理人）及び監理事務所（統括責任者）の押印の後、提出。　　　　完成図原図は、業者（現場代理人）及び監理事務所（統括責任者）の押印の後、提出。

　　　　原図、完成図電子データ（設計図）とも提出のこと。　　　　原図、完成図電子データ（設計図）とも提出のこと。　　　　原図、完成図電子データ（設計図）とも提出のこと。　　　　原図、完成図電子データ（設計図）とも提出のこと。　　　　原図、完成図電子データ（設計図）とも提出のこと。　　　　原図、完成図電子データ（設計図）とも提出のこと。　　　　原図、完成図電子データ（設計図）とも提出のこと。

　　　　原設計図を修正する場合はＣＡＤデータを修正し、作成すること。　　　　原設計図を修正する場合はＣＡＤデータを修正し、作成すること。　　　　原設計図を修正する場合はＣＡＤデータを修正し、作成すること。　　　　原設計図を修正する場合はＣＡＤデータを修正し、作成すること。　　　　原設計図を修正する場合はＣＡＤデータを修正し、作成すること。　　　　原設計図を修正する場合はＣＡＤデータを修正し、作成すること。　　　　原設計図を修正する場合はＣＡＤデータを修正し、作成すること。

　３．製本図面　３．製本図面　３．製本図面　３．製本図面　３．製本図面　３．製本図面　３．製本図面

　　　　市確認後に完成図原図を青焼き背張製本したもの。　　　　市確認後に完成図原図を青焼き背張製本したもの。　　　　市確認後に完成図原図を青焼き背張製本したもの。　　　　市確認後に完成図原図を青焼き背張製本したもの。　　　　市確認後に完成図原図を青焼き背張製本したもの。　　　　市確認後に完成図原図を青焼き背張製本したもの。　　　　市確認後に完成図原図を青焼き背張製本したもの。

　　　　部数は、２部（※Ａ２・原寸図）（新築住宅建設工事は３部）とする。　　　　　部数は、２部（※Ａ２・原寸図）（新築住宅建設工事は３部）とする。　　　　　部数は、２部（※Ａ２・原寸図）（新築住宅建設工事は３部）とする。　　　　　部数は、２部（※Ａ２・原寸図）（新築住宅建設工事は３部）とする。　　　　　部数は、２部（※Ａ２・原寸図）（新築住宅建設工事は３部）とする。　　　　　部数は、２部（※Ａ２・原寸図）（新築住宅建設工事は３部）とする。　　　　　部数は、２部（※Ａ２・原寸図）（新築住宅建設工事は３部）とする。　

　　　　発注（契約）工事ごとに製本する。　　　　発注（契約）工事ごとに製本する。　　　　発注（契約）工事ごとに製本する。　　　　発注（契約）工事ごとに製本する。　　　　発注（契約）工事ごとに製本する。　　　　発注（契約）工事ごとに製本する。　　　　発注（契約）工事ごとに製本する。

　　　　仕様　　　　仕様　　　　仕様　　　　仕様　　　　仕様　　　　仕様　　　　仕様

　　　　①製本の色（発注工事ごと）　　　　①製本の色（発注工事ごと）　　　　①製本の色（発注工事ごと）　　　　①製本の色（発注工事ごと）　　　　①製本の色（発注工事ごと）　　　　①製本の色（発注工事ごと）　　　　①製本の色（発注工事ごと）

　　　　　建築（緑・ＤＢ１５０３）［Ａ・Ｓ・Ｖ］、電気（赤・ＤＢ２０１２）、　　　　　建築（緑・ＤＢ１５０３）［Ａ・Ｓ・Ｖ］、電気（赤・ＤＢ２０１２）、　　　　　建築（緑・ＤＢ１５０３）［Ａ・Ｓ・Ｖ］、電気（赤・ＤＢ２０１２）、　　　　　建築（緑・ＤＢ１５０３）［Ａ・Ｓ・Ｖ］、電気（赤・ＤＢ２０１２）、　　　　　建築（緑・ＤＢ１５０３）［Ａ・Ｓ・Ｖ］、電気（赤・ＤＢ２０１２）、　　　　　建築（緑・ＤＢ１５０３）［Ａ・Ｓ・Ｖ］、電気（赤・ＤＢ２０１２）、　　　　　建築（緑・ＤＢ１５０３）［Ａ・Ｓ・Ｖ］、電気（赤・ＤＢ２０１２）、

　　　　　機械（青・ＤＢ２００７）［Ｊ・Ｋ・Ｍ］、ガス（黄・ＤＢ２０１４）とする。　　　　　機械（青・ＤＢ２００７）［Ｊ・Ｋ・Ｍ］、ガス（黄・ＤＢ２０１４）とする。　　　　　機械（青・ＤＢ２００７）［Ｊ・Ｋ・Ｍ］、ガス（黄・ＤＢ２０１４）とする。　　　　　機械（青・ＤＢ２００７）［Ｊ・Ｋ・Ｍ］、ガス（黄・ＤＢ２０１４）とする。　　　　　機械（青・ＤＢ２００７）［Ｊ・Ｋ・Ｍ］、ガス（黄・ＤＢ２０１４）とする。　　　　　機械（青・ＤＢ２００７）［Ｊ・Ｋ・Ｍ］、ガス（黄・ＤＢ２０１４）とする。　　　　　機械（青・ＤＢ２００７）［Ｊ・Ｋ・Ｍ］、ガス（黄・ＤＢ２０１４）とする。

　　　　　［　］内英字は工事種別です。　　　　　［　］内英字は工事種別です。　　　　　［　］内英字は工事種別です。　　　　　［　］内英字は工事種別です。　　　　　［　］内英字は工事種別です。　　　　　［　］内英字は工事種別です。　　　　　［　］内英字は工事種別です。

　　　　②表紙の文字　　　　②表紙の文字　　　　②表紙の文字　　　　②表紙の文字　　　　②表紙の文字　　　　②表紙の文字　　　　②表紙の文字

　　　　　工事名称・完成年月日・監理事務所名（自主監理は不要）・請負業者名の順に印字する。　　　　　工事名称・完成年月日・監理事務所名（自主監理は不要）・請負業者名の順に印字する。　　　　　工事名称・完成年月日・監理事務所名（自主監理は不要）・請負業者名の順に印字する。　　　　　工事名称・完成年月日・監理事務所名（自主監理は不要）・請負業者名の順に印字する。　　　　　工事名称・完成年月日・監理事務所名（自主監理は不要）・請負業者名の順に印字する。　　　　　工事名称・完成年月日・監理事務所名（自主監理は不要）・請負業者名の順に印字する。　　　　　工事名称・完成年月日・監理事務所名（自主監理は不要）・請負業者名の順に印字する。

　　　　　可能な場合は、背の部分に工事名称のみ印字する。　　　　　可能な場合は、背の部分に工事名称のみ印字する。　　　　　可能な場合は、背の部分に工事名称のみ印字する。　　　　　可能な場合は、背の部分に工事名称のみ印字する。　　　　　可能な場合は、背の部分に工事名称のみ印字する。　　　　　可能な場合は、背の部分に工事名称のみ印字する。　　　　　可能な場合は、背の部分に工事名称のみ印字する。

　　　　Ａ４版チューブファイル（表紙の記入内容は製本図面に同じ）にて２部提出のこと。　　　　Ａ４版チューブファイル（表紙の記入内容は製本図面に同じ）にて２部提出のこと。　　　　Ａ４版チューブファイル（表紙の記入内容は製本図面に同じ）にて２部提出のこと。　　　　Ａ４版チューブファイル（表紙の記入内容は製本図面に同じ）にて２部提出のこと。　　　　Ａ４版チューブファイル（表紙の記入内容は製本図面に同じ）にて２部提出のこと。　　　　Ａ４版チューブファイル（表紙の記入内容は製本図面に同じ）にて２部提出のこと。　　　　Ａ４版チューブファイル（表紙の記入内容は製本図面に同じ）にて２部提出のこと。

　　　　内容　　　　内容　　　　内容　　　　内容　　　　内容　　　　内容　　　　内容

　　　　①提出した機材使用願による主要機器。　　　　①提出した機材使用願による主要機器。　　　　①提出した機材使用願による主要機器。　　　　①提出した機材使用願による主要機器。　　　　①提出した機材使用願による主要機器。　　　　①提出した機材使用願による主要機器。　　　　①提出した機材使用願による主要機器。

　　　　②各種試験成績表　　　　②各種試験成績表　　　　②各種試験成績表　　　　②各種試験成績表　　　　②各種試験成績表　　　　②各種試験成績表　　　　②各種試験成績表

　　　　③各種検査合格書　　　　③各種検査合格書　　　　③各種検査合格書　　　　③各種検査合格書　　　　③各種検査合格書　　　　③各種検査合格書　　　　③各種検査合格書

　　　　④保証書　　　　④保証書　　　　④保証書　　　　④保証書　　　　④保証書　　　　④保証書　　　　④保証書

　　　　⑤保守に関する指導案内書（取扱説明書）　　　　⑤保守に関する指導案内書（取扱説明書）　　　　⑤保守に関する指導案内書（取扱説明書）　　　　⑤保守に関する指導案内書（取扱説明書）　　　　⑤保守に関する指導案内書（取扱説明書）　　　　⑤保守に関する指導案内書（取扱説明書）　　　　⑤保守に関する指導案内書（取扱説明書）

　４．機器完成図（設備工事）　４．機器完成図（設備工事）　４．機器完成図（設備工事）　４．機器完成図（設備工事）　４．機器完成図（設備工事）　４．機器完成図（設備工事）　４．機器完成図（設備工事）

　　　　①提出用メディア　　　　①提出用メディア　　　　①提出用メディア　　　　①提出用メディア　　　　①提出用メディア　　　　①提出用メディア　　　　①提出用メディア

　　　　　ＣＤ（７２０ＭＢ）１枚に発注（契約）ごとに全図面を１枚に入れて提出する。　　　　　ＣＤ（７２０ＭＢ）１枚に発注（契約）ごとに全図面を１枚に入れて提出する。　　　　　ＣＤ（７２０ＭＢ）１枚に発注（契約）ごとに全図面を１枚に入れて提出する。　　　　　ＣＤ（７２０ＭＢ）１枚に発注（契約）ごとに全図面を１枚に入れて提出する。　　　　　ＣＤ（７２０ＭＢ）１枚に発注（契約）ごとに全図面を１枚に入れて提出する。　　　　　ＣＤ（７２０ＭＢ）１枚に発注（契約）ごとに全図面を１枚に入れて提出する。　　　　　ＣＤ（７２０ＭＢ）１枚に発注（契約）ごとに全図面を１枚に入れて提出する。

　　　　　ラベルには、竣工年月（西暦）・工事名称を記入すること。　　　　　ラベルには、竣工年月（西暦）・工事名称を記入すること。　　　　　ラベルには、竣工年月（西暦）・工事名称を記入すること。　　　　　ラベルには、竣工年月（西暦）・工事名称を記入すること。　　　　　ラベルには、竣工年月（西暦）・工事名称を記入すること。　　　　　ラベルには、竣工年月（西暦）・工事名称を記入すること。　　　　　ラベルには、竣工年月（西暦）・工事名称を記入すること。

　５．完成図電子データー　５．完成図電子データー　５．完成図電子データー　５．完成図電子データー　５．完成図電子データー　５．完成図電子データー　５．完成図電子データー

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無

□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無

□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用□　手作業･機械作業の併用

■　手作業■　手作業■　手作業■　手作業■　手作業■　手作業■　手作業

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無 ■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無 ■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無 ■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用

⑤その他（付帯施設）⑤その他（付帯施設）⑤その他（付帯施設）⑤その他（付帯施設）⑤その他（付帯施設）⑤その他（付帯施設）⑤その他（付帯施設）

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無

■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無■ 有　　　　□ 無

□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無□ 有　　　　■ 無

■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用

■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用

■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用

■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用

■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用■　手作業･機械作業の併用

４章　　＜ 別  表 ＞４章　　＜ 別  表 ＞４章　　＜ 別  表 ＞４章　　＜ 別  表 ＞４章　　＜ 別  表 ＞４章　　＜ 別  表 ＞４章　　＜ 別  表 ＞

表ー１　産業廃棄物処理計画書・結果報告書表ー１　産業廃棄物処理計画書・結果報告書表ー１　産業廃棄物処理計画書・結果報告書表ー１　産業廃棄物処理計画書・結果報告書表ー１　産業廃棄物処理計画書・結果報告書表ー１　産業廃棄物処理計画書・結果報告書表ー１　産業廃棄物処理計画書・結果報告書

（工事期間　平成　年　月　日～平成　年　月　日）（工事期間　平成　年　月　日～平成　年　月　日）（工事期間　平成　年　月　日～平成　年　月　日）（工事期間　平成　年　月　日～平成　年　月　日）（工事期間　平成　年　月　日～平成　年　月　日）（工事期間　平成　年　月　日～平成　年　月　日）（工事期間　平成　年　月　日～平成　年　月　日）

（名称）（名称）（名称）（名称）（名称）（名称）（名称） （工事名称）（工事名称）（工事名称）（工事名称）（工事名称）（工事名称）（工事名称）
排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者

（所在地）（所在地）（所在地）（所在地）（所在地）（所在地）（所在地） （工事場所）（工事場所）（工事場所）（工事場所）（工事場所）（工事場所）（工事場所）

ガラス及び陶磁器くずガラス及び陶磁器くずガラス及び陶磁器くずガラス及び陶磁器くずガラス及び陶磁器くずガラス及び陶磁器くずガラス及び陶磁器くず 廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類廃プラスチック類アスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがらアスコンがら 木くず木くず木くず木くず木くず木くず木くず木くず木くず木くず木くず木くず木くず木くず産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類 金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くず金属くずコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラコンクリートガラ その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類その他がれき類

［収集・運搬業者］［収集・運搬業者］［収集・運搬業者］［収集・運搬業者］［収集・運搬業者］［収集・運搬業者］［収集・運搬業者］

名称・所在地名称・所在地名称・所在地名称・所在地名称・所在地名称・所在地名称・所在地

排出地許可番号排出地許可番号排出地許可番号排出地許可番号排出地許可番号排出地許可番号排出地許可番号

処分地許可番号処分地許可番号処分地許可番号処分地許可番号処分地許可番号処分地許可番号処分地許可番号

［処分業者・処分先］［処分業者・処分先］［処分業者・処分先］［処分業者・処分先］［処分業者・処分先］［処分業者・処分先］［処分業者・処分先］

名称・施設所在地名称・施設所在地名称・施設所在地名称・施設所在地名称・施設所在地名称・施設所在地名称・施設所在地

許可番号許可番号許可番号許可番号許可番号許可番号許可番号

処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法

処分量（予定）処分量（予定）処分量（予定）処分量（予定）処分量（予定）処分量（予定）処分量（予定）

処分量（実施）処分量（実施）処分量（実施）処分量（実施）処分量（実施）処分量（実施）処分量（実施）

2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂2025.5.　　改訂

特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部

－－－－－－－Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺－－－－－－－Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

Ａ／００３Ａ／００３Ａ／００３Ａ／００３Ａ／００３Ａ／００３Ａ／００３

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

栄運輸工業(株)栄運輸工業(株)栄運輸工業(株)栄運輸工業(株)栄運輸工業(株)栄運輸工業(株)栄運輸工業(株)

(協)大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(協)大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(協)大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(協)大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(協)大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(協)大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(協)大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 富田林市喜志2594-1富田林市喜志2594-1富田林市喜志2594-1富田林市喜志2594-1富田林市喜志2594-1富田林市喜志2594-1富田林市喜志2594-1

木材開発(株)木材開発(株)木材開発(株)木材開発(株)木材開発(株)木材開発(株)木材開発(株) 岸和田市木材町11-13-18岸和田市木材町11-13-18岸和田市木材町11-13-18岸和田市木材町11-13-18岸和田市木材町11-13-18岸和田市木材町11-13-18岸和田市木材町11-13-18

(有)竹田商店(有)竹田商店(有)竹田商店(有)竹田商店(有)竹田商店(有)竹田商店(有)竹田商店 堺市堺区大浜西町1-8堺市堺区大浜西町1-8堺市堺区大浜西町1-8堺市堺区大浜西町1-8堺市堺区大浜西町1-8堺市堺区大浜西町1-8堺市堺区大浜西町1-8

西区築港新町1-5-29西区築港新町1-5-29西区築港新町1-5-29西区築港新町1-5-29西区築港新町1-5-29西区築港新町1-5-29西区築港新町1-5-29



プププププププーーーーーーールルルルルルル

ーー ーー ーー ー

プププププププーーーーーーールルルルルルル
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ししししししし おおおおおおお あああああああ ななななななな ののののののの 森森森森森森森 保保保保保保保 育育育育育育育 園園園園園園園

堺堺堺堺堺堺堺 工工工工工工工 科科科科科科科 高高高高高高高 等等等等等等等
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工事車両進入口工事車両進入口工事車両進入口工事車両進入口工事車両進入口工事車両進入口工事車両進入口
（大型車両除く）（大型車両除く）（大型車両除く）（大型車両除く）（大型車両除く）（大型車両除く）（大型車両除く）

大型車両進入口大型車両進入口大型車両進入口大型車両進入口大型車両進入口大型車両進入口大型車両進入口

※要先行工事※要先行工事※要先行工事※要先行工事※要先行工事※要先行工事※要先行工事

工事対象建物：協和町西団地17号館、18号館、発電機室、ポンプ室、電気機械室工事対象建物：協和町西団地17号館、18号館、発電機室、ポンプ室、電気機械室工事対象建物：協和町西団地17号館、18号館、発電機室、ポンプ室、電気機械室工事対象建物：協和町西団地17号館、18号館、発電機室、ポンプ室、電気機械室工事対象建物：協和町西団地17号館、18号館、発電機室、ポンプ室、電気機械室工事対象建物：協和町西団地17号館、18号館、発電機室、ポンプ室、電気機械室工事対象建物：協和町西団地17号館、18号館、発電機室、ポンプ室、電気機械室
工事対象地：堺市堺区協和町１丁１番地１工事対象地：堺市堺区協和町１丁１番地１工事対象地：堺市堺区協和町１丁１番地１工事対象地：堺市堺区協和町１丁１番地１工事対象地：堺市堺区協和町１丁１番地１工事対象地：堺市堺区協和町１丁１番地１工事対象地：堺市堺区協和町１丁１番地１

交交交交交交交

交交交交交交交

交交交交交交交

国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。国道26号線側には、検定合格警備員を配置すること。

交通誘導員 2名交通誘導員 2名交通誘導員 2名交通誘導員 2名交通誘導員 2名交通誘導員 2名交通誘導員 2名

工事対象地工事対象地工事対象地工事対象地工事対象地工事対象地工事対象地

工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ

交交交交交交交

交交交交交交交

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

交通誘導員(スポット)8名交通誘導員(スポット)8名交通誘導員(スポット)8名交通誘導員(スポット)8名交通誘導員(スポット)8名交通誘導員(スポット)8名交通誘導員(スポット)8名

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

１／２５００１／２５００１／２５００１／２５００１／２５００１／２５００１／２５００１／５０００１／５０００１／５０００１／５０００１／５０００１／５０００１／５０００

Ａ／００４Ａ／００４Ａ／００４Ａ／００４Ａ／００４Ａ／００４Ａ／００４

付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



1111111 45.10445.10445.10445.10445.10445.10445.104 3.8523.8523.8523.8523.8523.8523.852 173.740608173.740608173.740608173.740608173.740608173.740608173.740608 86.870304086.870304086.870304086.870304086.870304086.870304086.8703040

2222222 45.51545.51545.51545.51545.51545.51545.515 3.1673.1673.1673.1673.1673.1673.167 144.146005144.146005144.146005144.146005144.146005144.146005144.146005 72.073002572.073002572.073002572.073002572.073002572.073002572.0730025

3333333 47.16447.16447.16447.16447.16447.16447.164 6.8346.8346.8346.8346.8346.8346.834 322.318776322.318776322.318776322.318776322.318776322.318776322.318776 161.1593880161.1593880161.1593880161.1593880161.1593880161.1593880161.1593880

4444444 48.19548.19548.19548.19548.19548.19548.195 2.9002.9002.9002.9002.9002.9002.900 139.765500139.765500139.765500139.765500139.765500139.765500139.765500 69.882750069.882750069.882750069.882750069.882750069.882750069.8827500

5555555 51.75751.75751.75751.75751.75751.75751.757 7.1957.1957.1957.1957.1957.1957.195 372.391615372.391615372.391615372.391615372.391615372.391615372.391615 186.1958075186.1958075186.1958075186.1958075186.1958075186.1958075186.1958075

6666666 59.90859.90859.90859.90859.90859.90859.908 4.0044.0044.0044.0044.0044.0044.004 239.871632239.871632239.871632239.871632239.871632239.871632239.871632 119.9358160119.9358160119.9358160119.9358160119.9358160119.9358160119.9358160

7777777 61.52461.52461.52461.52461.52461.52461.524 0.7490.7490.7490.7490.7490.7490.749 46.08147646.08147646.08147646.08147646.08147646.08147646.081476 23.040738023.040738023.040738023.040738023.040738023.040738023.0407380

8888888 66.26966.26966.26966.26966.26966.26966.269 9.0679.0679.0679.0679.0679.0679.067 600.861023600.861023600.861023600.861023600.861023600.861023600.861023 300.4305115300.4305115300.4305115300.4305115300.4305115300.4305115300.4305115

9999999 67.58567.58567.58567.58567.58567.58567.585 2.0982.0982.0982.0982.0982.0982.098 141.793330141.793330141.793330141.793330141.793330141.793330141.793330 70.896665070.896665070.896665070.896665070.896665070.896665070.8966650

10101010101010 70.49070.49070.49070.49070.49070.49070.490 11.27711.27711.27711.27711.27711.27711.277 794.915730794.915730794.915730794.915730794.915730794.915730794.915730 397.4578650397.4578650397.4578650397.4578650397.4578650397.4578650397.4578650

11111111111111 78.80178.80178.80178.80178.80178.80178.801 5.9025.9025.9025.9025.9025.9025.902 465.083502465.083502465.083502465.083502465.083502465.083502465.083502 232.5417510232.5417510232.5417510232.5417510232.5417510232.5417510232.5417510

12121212121212 80.40580.40580.40580.40580.40580.40580.405 18.03118.03118.03118.03118.03118.03118.031 1,449.7825551,449.7825551,449.7825551,449.7825551,449.7825551,449.7825551,449.782555 724.8912775724.8912775724.8912775724.8912775724.8912775724.8912775724.8912775

13131313131313 71.35571.35571.35571.35571.35571.35571.355 4.7754.7754.7754.7754.7754.7754.775 340.720125340.720125340.720125340.720125340.720125340.720125340.720125 170.3600625170.3600625170.3600625170.3600625170.3600625170.3600625170.3600625

14141414141414 63.17463.17463.17463.17463.17463.17463.174 3.6513.6513.6513.6513.6513.6513.651 230.648274230.648274230.648274230.648274230.648274230.648274230.648274 115.3241370115.3241370115.3241370115.3241370115.3241370115.3241370115.3241370

15151515151515 86.22786.22786.22786.22786.22786.22786.227 7.5847.5847.5847.5847.5847.5847.584 653.945568653.945568653.945568653.945568653.945568653.945568653.945568 326.9727840326.9727840326.9727840326.9727840326.9727840326.9727840326.9727840

16161616161616 100.996100.996100.996100.996100.996100.996100.996 13.93813.93813.93813.93813.93813.93813.938 1,407.6822481,407.6822481,407.6822481,407.6822481,407.6822481,407.6822481,407.682248 703.8411240703.8411240703.8411240703.8411240703.8411240703.8411240703.8411240

17171717171717 50.85750.85750.85750.85750.85750.85750.857 4.5014.5014.5014.5014.5014.5014.501 228.907357228.907357228.907357228.907357228.907357228.907357228.907357 114.4536785114.4536785114.4536785114.4536785114.4536785114.4536785114.4536785

18181818181818 42.98342.98342.98342.98342.98342.98342.983 3.0853.0853.0853.0853.0853.0853.085 132.602555132.602555132.602555132.602555132.602555132.602555132.602555 66.301277566.301277566.301277566.301277566.301277566.301277566.3012775

19191919191919 23.58023.58023.58023.58023.58023.58023.580 3.5753.5753.5753.5753.5753.5753.575 84.29850084.29850084.29850084.29850084.29850084.29850084.298500 42.149250042.149250042.149250042.149250042.149250042.149250042.1492500

20202020202020 111.156111.156111.156111.156111.156111.156111.156 7.6687.6687.6687.6687.6687.6687.668 852.344208852.344208852.344208852.344208852.344208852.344208852.344208 426.1721040426.1721040426.1721040426.1721040426.1721040426.1721040426.1721040

21212121212121 80.54680.54680.54680.54680.54680.54680.546 0.4750.4750.4750.4750.4750.4750.475 38.25935038.25935038.25935038.25935038.25935038.25935038.259350 19.129675019.129675019.129675019.129675019.129675019.129675019.1296750

22222222222222 83.26983.26983.26983.26983.26983.26983.269 2.1352.1352.1352.1352.1352.1352.135 177.779315177.779315177.779315177.779315177.779315177.779315177.779315 88.889657588.889657588.889657588.889657588.889657588.889657588.8896575

23232323232323 14.76614.76614.76614.76614.76614.76614.766 2.0452.0452.0452.0452.0452.0452.045 30.19647030.19647030.19647030.19647030.19647030.19647030.196470 15.098235015.098235015.098235015.098235015.098235015.098235015.0982350

24242424242424 83.26983.26983.26983.26983.26983.26983.269 0.5560.5560.5560.5560.5560.5560.556 46.29756446.29756446.29756446.29756446.29756446.29756446.297564 23.148782023.148782023.148782023.148782023.148782023.148782023.1487820

25252525252525 104.093104.093104.093104.093104.093104.093104.093 9.1839.1839.1839.1839.1839.1839.183 955.886019955.886019955.886019955.886019955.886019955.886019955.886019 477.9430095477.9430095477.9430095477.9430095477.9430095477.9430095477.9430095

26262626262626 116.108116.108116.108116.108116.108116.108116.108 3.7163.7163.7163.7163.7163.7163.716 431.457328431.457328431.457328431.457328431.457328431.457328431.457328 215.7286640215.7286640215.7286640215.7286640215.7286640215.7286640215.7286640

27272727272727 65.61865.61865.61865.61865.61865.61865.618 0.9340.9340.9340.9340.9340.9340.934 61.28721261.28721261.28721261.28721261.28721261.28721261.287212 30.643606030.643606030.643606030.643606030.643606030.643606030.6436060

28282828282828 41.24841.24841.24841.24841.24841.24841.248 10.74710.74710.74710.74710.74710.74710.747 443.292256443.292256443.292256443.292256443.292256443.292256443.292256 221.6461280221.6461280221.6461280221.6461280221.6461280221.6461280221.6461280

29292929292929 66.97466.97466.97466.97466.97466.97466.974 0.3580.3580.3580.3580.3580.3580.358 23.97669223.97669223.97669223.97669223.97669223.97669223.976692 11.988346011.988346011.988346011.988346011.988346011.988346011.9883460

30303030303030 10.80210.80210.80210.80210.80210.80210.802 5.3875.3875.3875.3875.3875.3875.387 58.19037458.19037458.19037458.19037458.19037458.19037458.190374 29.095187029.095187029.095187029.095187029.095187029.095187029.0951870

31313131313131 19.55619.55619.55619.55619.55619.55619.556 5.9985.9985.9985.9985.9985.9985.998 117.296888117.296888117.296888117.296888117.296888117.296888117.296888 58.648444058.648444058.648444058.648444058.648444058.648444058.6484440

32323232323232 60.47260.47260.47260.47260.47260.47260.472 1.3171.3171.3171.3171.3171.3171.317 79.64162479.64162479.64162479.64162479.64162479.64162479.641624 39.820812039.820812039.820812039.820812039.820812039.820812039.8208120

33333333333333 123.756123.756123.756123.756123.756123.756123.756 17.57117.57117.57117.57117.57117.57117.571 2,174.5166762,174.5166762,174.5166762,174.5166762,174.5166762,174.5166762,174.516676 1,087.25833801,087.25833801,087.25833801,087.25833801,087.25833801,087.25833801,087.2583380

34343434343434 52.80952.80952.80952.80952.80952.80952.809 1.5641.5641.5641.5641.5641.5641.564 82.59327682.59327682.59327682.59327682.59327682.59327682.593276 41.296638041.296638041.296638041.296638041.296638041.296638041.2966380

35353535353535 123.756123.756123.756123.756123.756123.756123.756 9.8969.8969.8969.8969.8969.8969.896 1,224.6893761,224.6893761,224.6893761,224.6893761,224.6893761,224.6893761,224.689376 612.3446880612.3446880612.3446880612.3446880612.3446880612.3446880612.3446880

36363636363636 47.95347.95347.95347.95347.95347.95347.953 3.6093.6093.6093.6093.6093.6093.609 173.062377173.062377173.062377173.062377173.062377173.062377173.062377 86.531188586.531188586.531188586.531188586.531188586.531188586.5311885

37373737373737 2.6882.6882.6882.6882.6882.6882.688 0.3030.3030.3030.3030.3030.3030.303 0.8144640.8144640.8144640.8144640.8144640.8144640.814464 0.40723200.40723200.40723200.40723200.40723200.40723200.4072320

38383838383838 6.8846.8846.8846.8846.8846.8846.884 1.1531.1531.1531.1531.1531.1531.153 7.9372527.9372527.9372527.9372527.9372527.9372527.937252 3.96862603.96862603.96862603.96862603.96862603.96862603.9686260

39393939393939 22.93322.93322.93322.93322.93322.93322.933 3.2183.2183.2183.2183.2183.2183.218 73.79839473.79839473.79839473.79839473.79839473.79839473.798394 36.899197036.899197036.899197036.899197036.899197036.899197036.8991970

40404040404040 3.4823.4823.4823.4823.4823.4823.482 1.3261.3261.3261.3261.3261.3261.326 4.6171324.6171324.6171324.6171324.6171324.6171324.617132 2.30856602.30856602.30856602.30856602.30856602.30856602.3085660

合       計合       計合       計合       計合       計合       計合       計 7,513.74531307,513.74531307,513.74531307,513.74531307,513.74531307,513.74531307,513.7453130

敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積 7,513.74 m27,513.74 m27,513.74 m27,513.74 m27,513.74 m27,513.74 m27,513.74 m2

番号番号番号番号番号番号番号 底      辺底      辺底      辺底      辺底      辺底      辺底      辺 高      さ高      さ高      さ高      さ高      さ高      さ高      さ 倍     面     積倍     面     積倍     面     積倍     面     積倍     面     積倍     面     積倍     面     積 面          積面          積面          積面          積面          積面          積面          積
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6
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6
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6

12
3.
75
6
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123.756
123.756
123.756
123.756
123.756
123.756

104.093
104.093
104.093
104.093
104.093
104.093
104.093

83.269

83.269
83.269

83.269
83.269

83.269
83.269

83
.2
69

83
.2
69

83
.2
69

83
.2
69

83
.2
69

83
.2
69

83
.2
69

78.801

78.801
78.801

78.801
78.801

78.801
78.801

80.546

80.546
80.546

80.546
80.546

80.546
80.546

71.355
71.355
71.355
71.355
71.355
71.355
71.355

66.974
66.974
66.974
66.974
66.974
66.974
66.974

65.618
65.618
65.618
65.618
65.618
65.618
65.618

63.174
63.174
63.174
63.174
63.174
63.174
63.174

60.472
60.472
60.472
60.472
60.472
60.472
60.472

52.809
52.8

09
52.8

09
52.8

09
52.8

09
52.8

09
52.8

09
50.857
50.857
50.857
50.857
50.857
50.857
50.857

47
.9
53

47
.9
53

47.9
53

47
.953

47
.953

47
.9
53

47
.9
53

4
2.983

4
2.983
42.983
42.983
42.983
4
2.983
4
2.983

41.248
41
.248

41
.248

41.248
41.248
41.248
41
.248

23.580

23.580

23.580

23.580

23.580

23.580

23.580

19.556

19.556
19.556

19.556
19.556

19.556
19.556

14.766

14.766

14.766

14.766

14.766

14.766

14.766

10.802

10.802

10.802

10.802

10.802

10.802

10.802

30303030303030

Ａ部Ａ部Ａ部Ａ部Ａ部Ａ部Ａ部

38383838383838

5.
38
7

5.
38
7

5.
38
7

5.
38
7

5.
38
7

5.
38
7

5.
38
7

30303030303030

1.1531.1531.1531.1531.1531.1531.153
0.30

30.30
3

0.30
3

0.30
30.30
3

0.30
3

0.30
3

6.
884

6.
884

6.
884

6.
884

6.
884

6.
884

6.
884

2.688
2.688
2.688
2.688
2.688
2.688
2.688 37373737373737

Ａ部詳細　1/150Ａ部詳細　1/150Ａ部詳細　1/150Ａ部詳細　1/150Ａ部詳細　1/150Ａ部詳細　1/150Ａ部詳細　1/150

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 １／６００１／６００１／６００１／６００１／６００１／６００１／６００ Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺 １／３００１／３００１／３００１／３００１／３００１／３００１／３００

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

敷地求積図敷地求積図敷地求積図敷地求積図敷地求積図敷地求積図敷地求積図

Ａ／００５Ａ／００５Ａ／００５Ａ／００５Ａ／００５Ａ／００５Ａ／００５

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付

吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付

砂壁状塗料吹付砂壁状塗料吹付砂壁状塗料吹付砂壁状塗料吹付砂壁状塗料吹付砂壁状塗料吹付砂壁状塗料吹付

複層仕上材複層仕上材複層仕上材複層仕上材複層仕上材複層仕上材複層仕上材

ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付

吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付吸音材吹付

18号館18号館18号館18号館18号館18号館18号館

屋外附帯撤去範囲を示す。屋外附帯撤去範囲を示す。屋外附帯撤去範囲を示す。屋外附帯撤去範囲を示す。屋外附帯撤去範囲を示す。屋外附帯撤去範囲を示す。屋外附帯撤去範囲を示す。

電柱 存置電柱 存置電柱 存置電柱 存置電柱 存置電柱 存置電柱 存置

電柱 存置電柱 存置電柱 存置電柱 存置電柱 存置電柱 存置電柱 存置

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。

範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。

区分区分区分区分区分区分区分

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

存置存置存置存置存置存置存置
存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）

土土土土土土土

土土土土土土土

土土土土土土土

土土土土土土土

犬犬犬犬犬犬犬

土土土土土土土

土土土土土土土

土土土土土土土

土土土土土土土

土土土土土土土

国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号

ジャングルジャングルジャングルジャングルジャングルジャングルジャングル

協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線

+63+63+63+63+63+63+63

+181+181+181+181+181+181+181

+391+391+391+391+391+391+391

+126+126+126+126+126+126+126

+70+70+70+70+70+70+70

+146+146+146+146+146+146+146

+76+76+76+76+76+76+76

+268+268+268+268+268+268+268

+223+223+223+223+223+223+223

-138-138-138-138-138-138-138

+121+121+121+121+121+121+121

+303+303+303+303+303+303+303

-114-114-114-114-114-114-114

+60+60+60+60+60+60+60

+44+44+44+44+44+44+44

-84-84-84-84-84-84-84

+136+136+136+136+136+136+136

+101+101+101+101+101+101+101

+41+41+41+41+41+41+41

+35+35+35+35+35+35+35

+63+63+63+63+63+63+63

-68-68-68-68-68-68-68

+167+167+167+167+167+167+167

+15+15+15+15+15+15+15

+183+183+183+183+183+183+183

+104+104+104+104+104+104+104

+118+118+118+118+118+118+118

+110+110+110+110+110+110+110

+242+242+242+242+242+242+242

+136+136+136+136+136+136+136

+31+31+31+31+31+31+31

+124+124+124+124+124+124+124

+94+94+94+94+94+94+94

+276+276+276+276+276+276+276

+24+24+24+24+24+24+24

+276+276+276+276+276+276+276

+256+256+256+256+256+256+256

+111+111+111+111+111+111+111

+720+720+720+720+720+720+720

+206+206+206+206+206+206+206

+53+53+53+53+53+53+53

+667+667+667+667+667+667+667

+89+89+89+89+89+89+89

+575+575+575+575+575+575+575

+3+3+3+3+3+3+3

+98+98+98+98+98+98+98

+143+143+143+143+143+143+143

-18-18-18-18-18-18-18

-27-27-27-27-27-27-27

+86+86+86+86+86+86+86

+156+156+156+156+156+156+156

+696+696+696+696+696+696+696

+5+5+5+5+5+5+5

+233+233+233+233+233+233+233

+175+175+175+175+175+175+175

+150+150+150+150+150+150+150

+168+168+168+168+168+168+168

+36+36+36+36+36+36+36

+242+242+242+242+242+242+242

+203+203+203+203+203+203+203

+19+19+19+19+19+19+19

-74-74-74-74-74-74-74

+358+358+358+358+358+358+358

+203+203+203+203+203+203+203

+183+183+183+183+183+183+183

-15-15-15-15-15-15-15

+195+195+195+195+195+195+195

+185+185+185+185+185+185+185

-3-3-3-3-3-3-3

+46+46+46+46+46+46+46

-8-8-8-8-8-8-8

+5+5+5+5+5+5+5

-36-36-36-36-36-36-36

+59+59+59+59+59+59+59

+85+85+85+85+85+85+85

-3-3-3-3-3-3-3

+79+79+79+79+79+79+79

-266-266-266-266-266-266-266

+40+40+40+40+40+40+40

-78-78-78-78-78-78-78

-120-120-120-120-120-120-120

-79-79-79-79-79-79-79

-88-88-88-88-88-88-88

-115-115-115-115-115-115-115

+36+36+36+36+36+36+36

+95+95+95+95+95+95+95

+1032+1032+1032+1032+1032+1032+1032

-105-105-105-105-105-105-105

+183+183+183+183+183+183+183

+11+11+11+11+11+11+11

+285+285+285+285+285+285+285

+140+140+140+140+140+140+140

+185+185+185+185+185+185+185

-65-65-65-65-65-65-65

+217+217+217+217+217+217+217

+218+218+218+218+218+218+218

+81+81+81+81+81+81+81

-8-8-8-8-8-8-8

+79+79+79+79+79+79+79

-469-469-469-469-469-469-469

+73+73+73+73+73+73+73

-64-64-64-64-64-64-64

+73+73+73+73+73+73+73

-502-502-502-502-502-502-502

+127+127+127+127+127+127+127

+80+80+80+80+80+80+80

+107+107+107+107+107+107+107

+96+96+96+96+96+96+96

+104+104+104+104+104+104+104

+224+224+224+224+224+224+224

+224+224+224+224+224+224+224

-192-192-192-192-192-192-192

-111-111-111-111-111-111-111

+152+152+152+152+152+152+152

+94+94+94+94+94+94+94

+102+102+102+102+102+102+102

-101-101-101-101-101-101-101

+208+208+208+208+208+208+208

-423-423-423-423-423-423-423

-228-228-228-228-228-228-228

+93+93+93+93+93+93+93

+129+129+129+129+129+129+129

+43+43+43+43+43+43+43

+209+209+209+209+209+209+209

-94-94-94-94-94-94-94

+93+93+93+93+93+93+93

+85+85+85+85+85+85+85

+97+97+97+97+97+97+97

+158+158+158+158+158+158+158

+107+107+107+107+107+107+107

-56-56-56-56-56-56-56

-92-92-92-92-92-92-92

-137-137-137-137-137-137-137

+220+220+220+220+220+220+220

-245-245-245-245-245-245-245

-5-5-5-5-5-5-5

+402+402+402+402+402+402+402

+200+200+200+200+200+200+200

+99+99+99+99+99+99+99

-452-452-452-452-452-452-452

-131-131-131-131-131-131-131

+177+177+177+177+177+177+177

+178+178+178+178+178+178+178

+110+110+110+110+110+110+110

-483-483-483-483-483-483-483

-125-125-125-125-125-125-125

-435-435-435-435-435-435-435

+13+13+13+13+13+13+13

+150+150+150+150+150+150+150

+355+355+355+355+355+355+355

-84-84-84-84-84-84-84

+37+37+37+37+37+37+37

-117-117-117-117-117-117-117

+129+129+129+129+129+129+129

+36+36+36+36+36+36+36

-68-68-68-68-68-68-68

-489-489-489-489-489-489-489

-171-171-171-171-171-171-171

-129-129-129-129-129-129-129

+1+1+1+1+1+1+1

+96+96+96+96+96+96+96

-496-496-496-496-496-496-496

+397+397+397+397+397+397+397

+67+67+67+67+67+67+67

+224+224+224+224+224+224+224

-71-71-71-71-71-71-71

-103-103-103-103-103-103-103

-173-173-173-173-173-173-173

-105-105-105-105-105-105-105

-225-225-225-225-225-225-225

+1+1+1+1+1+1+1

-112-112-112-112-112-112-112

+112+112+112+112+112+112+112

+136+136+136+136+136+136+136

-189-189-189-189-189-189-189

+81+81+81+81+81+81+81

-220-220-220-220-220-220-220

-23-23-23-23-23-23-23

-583-583-583-583-583-583-583

-265-265-265-265-265-265-265

-217-217-217-217-217-217-217

+59+59+59+59+59+59+59

-344-344-344-344-344-344-344

-334-334-334-334-334-334-334

+396+396+396+396+396+396+396

-57-57-57-57-57-57-57

-241-241-241-241-241-241-241-350-350-350-350-350-350-350

-242-242-242-242-242-242-242

+65+65+65+65+65+65+65

-622-622-622-622-622-622-622

-554-554-554-554-554-554-554

-599-599-599-599-599-599-599

-130-130-130-130-130-130-130

-644-644-644-644-644-644-644

-15-15-15-15-15-15-15

+263+263+263+263+263+263+263

-947-947-947-947-947-947-947

-853-853-853-853-853-853-853

-68-68-68-68-68-68-68

+140+140+140+140+140+140+140

-51-51-51-51-51-51-51
+265+265+265+265+265+265+265

+502+502+502+502+502+502+502

+132+132+132+132+132+132+132

BM±0BM±0BM±0BM±0BM±0BM±0BM±0

+57+57+57+57+57+57+57

+22+22+22+22+22+22+22

+6+6+6+6+6+6+6

17号館17号館17号館17号館17号館17号館17号館

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

18号館18号館18号館18号館18号館18号館18号館

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

車止めレンガ車止めレンガ車止めレンガ車止めレンガ車止めレンガ車止めレンガ車止めレンガ
2950×210　H＝3102950×210　H＝3102950×210　H＝3102950×210　H＝3102950×210　H＝3102950×210　H＝3102950×210　H＝310

花壇（レンガ積）花壇（レンガ積）花壇（レンガ積）花壇（レンガ積）花壇（レンガ積）花壇（レンガ積）花壇（レンガ積）
H=290H=290H=290H=290H=290H=290H=290

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

ジムジムジムジムジムジムジム

ライオンライオンライオンライオンライオンライオンライオン

ゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウ
ラクダラクダラクダラクダラクダラクダラクダ

キリンキリンキリンキリンキリンキリンキリン 外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

+60+60+60+60+60+60+60

土土土土土土土

協和２号線協和２号線協和２号線協和２号線協和２号線協和２号線協和２号線

大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

現況配置図現況配置図現況配置図現況配置図現況配置図現況配置図現況配置図

Ａ／００６Ａ／００６Ａ／００６Ａ／００６Ａ／００６Ａ／００６Ａ／００６

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

既存仮囲い（万能鋼板H=3,000）を示す。既存仮囲い（万能鋼板H=3,000）を示す。既存仮囲い（万能鋼板H=3,000）を示す。既存仮囲い（万能鋼板H=3,000）を示す。既存仮囲い（万能鋼板H=3,000）を示す。既存仮囲い（万能鋼板H=3,000）を示す。既存仮囲い（万能鋼板H=3,000）を示す。 存置・盛替存置・盛替存置・盛替存置・盛替存置・盛替存置・盛替存置・盛替

-62-62-62-62-62-62-62

+68+68+68+68+68+68+68

既存仮囲い（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1,800）を示す。既存仮囲い（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1,800）を示す。既存仮囲い（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1,800）を示す。既存仮囲い（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1,800）を示す。既存仮囲い（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1,800）を示す。既存仮囲い（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1,800）を示す。既存仮囲い（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1,800）を示す。
存置・撤去存置・撤去存置・撤去存置・撤去存置・撤去存置・撤去存置・撤去

・盛替・盛替・盛替・盛替・盛替・盛替・盛替

既設ﾌｪﾝｽ　H=2,980　7.7m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,980　7.7m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,980　7.7m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,980　7.7m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,980　7.7m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,980　7.7m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,980　7.7m 既設ﾌｪﾝｽ　H=2,800　5.3m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,800　5.3m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,800　5.3m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,800　5.3m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,800　5.3m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,800　5.3m既設ﾌｪﾝｽ　H=2,800　5.3m

既設ﾌｪﾝｽ　H=1,800　5.8m既設ﾌｪﾝｽ　H=1,800　5.8m既設ﾌｪﾝｽ　H=1,800　5.8m既設ﾌｪﾝｽ　H=1,800　5.8m既設ﾌｪﾝｽ　H=1,800　5.8m既設ﾌｪﾝｽ　H=1,800　5.8m既設ﾌｪﾝｽ　H=1,800　5.8m

ガードフェンス　1.8mガードフェンス　1.8mガードフェンス　1.8mガードフェンス　1.8mガードフェンス　1.8mガードフェンス　1.8mガードフェンス　1.8m

ガードフェンス 5.4m　14か所ガードフェンス 5.4m　14か所ガードフェンス 5.4m　14か所ガードフェンス 5.4m　14か所ガードフェンス 5.4m　14か所ガードフェンス 5.4m　14か所ガードフェンス 5.4m　14か所

電柱電柱電柱電柱電柱電柱電柱

協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁

仮囲い　45.5m仮囲い　45.5m仮囲い　45.5m仮囲い　45.5m仮囲い　45.5m仮囲い　45.5m仮囲い　45.5m

パネルゲート5.4m　2か所パネルゲート5.4m　2か所パネルゲート5.4m　2か所パネルゲート5.4m　2か所パネルゲート5.4m　2か所パネルゲート5.4m　2か所パネルゲート5.4m　2か所

ガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7m

仮囲い　30.5m仮囲い　30.5m仮囲い　30.5m仮囲い　30.5m仮囲い　30.5m仮囲い　30.5m仮囲い　30.5m

仮囲い　130m仮囲い　130m仮囲い　130m仮囲い　130m仮囲い　130m仮囲い　130m仮囲い　130m

17号館17号館17号館17号館17号館17号館17号館

複層仕上材複層仕上材複層仕上材複層仕上材複層仕上材複層仕上材複層仕上材

吹付ﾀｲﾙ吹付ﾀｲﾙ吹付ﾀｲﾙ吹付ﾀｲﾙ吹付ﾀｲﾙ吹付ﾀｲﾙ吹付ﾀｲﾙ

吹付ﾀｲﾙ(ｴﾎﾟｷｼ系共)吹付ﾀｲﾙ(ｴﾎﾟｷｼ系共)吹付ﾀｲﾙ(ｴﾎﾟｷｼ系共)吹付ﾀｲﾙ(ｴﾎﾟｷｼ系共)吹付ﾀｲﾙ(ｴﾎﾟｷｼ系共)吹付ﾀｲﾙ(ｴﾎﾟｷｼ系共)吹付ﾀｲﾙ(ｴﾎﾟｷｼ系共)

繊維壁材2種繊維壁材2種繊維壁材2種繊維壁材2種繊維壁材2種繊維壁材2種繊維壁材2種

石綿含有石綿含有石綿含有石綿含有石綿含有石綿含有石綿含有

石綿含有石綿含有石綿含有石綿含有石綿含有石綿含有石綿含有

無無無無無無無

石綿含有建材分析調査済リスト石綿含有建材分析調査済リスト石綿含有建材分析調査済リスト石綿含有建材分析調査済リスト石綿含有建材分析調査済リスト石綿含有建材分析調査済リスト石綿含有建材分析調査済リスト

無無無無無無無

無無無無無無無

無無無無無無無

無無無無無無無

無無無無無無無

無無無無無無無

無無無無無無無

無無無無無無無

無無無無無無無

仮囲い　4.8m仮囲い　4.8m仮囲い　4.8m仮囲い　4.8m仮囲い　4.8m仮囲い　4.8m仮囲い　4.8m

仮囲い　6.0m仮囲い　6.0m仮囲い　6.0m仮囲い　6.0m仮囲い　6.0m仮囲い　6.0m仮囲い　6.0m

仮囲い31.6m仮囲い31.6m仮囲い31.6m仮囲い31.6m仮囲い31.6m仮囲い31.6m仮囲い31.6m

※撤去するガードフェンスのうち、※撤去するガードフェンスのうち、※撤去するガードフェンスのうち、※撤去するガードフェンスのうち、※撤去するガードフェンスのうち、※撤去するガードフェンスのうち、※撤去するガードフェンスのうち、

　A/07で記載の数量については盛替再利用とすること。　A/07で記載の数量については盛替再利用とすること。　A/07で記載の数量については盛替再利用とすること。　A/07で記載の数量については盛替再利用とすること。　A/07で記載の数量については盛替再利用とすること。　A/07で記載の数量については盛替再利用とすること。　A/07で記載の数量については盛替再利用とすること。

仮囲い　33.5m仮囲い　33.5m仮囲い　33.5m仮囲い　33.5m仮囲い　33.5m仮囲い　33.5m仮囲い　33.5m

１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００ １／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００



仮囲い【K-1】盛替え6.3m仮囲い【K-1】盛替え6.3m仮囲い【K-1】盛替え6.3m仮囲い【K-1】盛替え6.3m仮囲い【K-1】盛替え6.3m仮囲い【K-1】盛替え6.3m仮囲い【K-1】盛替え6.3m

歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】

植樹帯
植樹帯
植樹帯
植樹帯
植樹帯
植樹帯
植樹帯

【K-8】【K-8】【K-8】【K-8】【K-8】【K-8】【K-8】

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り

W=6,300W=6,300W=6,300W=6,300W=6,300W=6,300W=6,300

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

W=7,000W=7,000W=7,000W=7,000W=7,000W=7,000W=7,000

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

1
,
5
00

1
,
5
00

1
,
5
00

1
,
5
00

1
,
5
00

1
,
5
00

1
,
5
00

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号

関西電力電柱　存置関西電力電柱　存置関西電力電柱　存置関西電力電柱　存置関西電力電柱　存置関西電力電柱　存置関西電力電柱　存置

朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲

朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲

協
和
１
号
線

協
和
１
号
線

協
和
１
号
線

協
和
１
号
線

協
和
１
号
線

協
和
１
号
線

協
和
１
号
線

大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所
１号(10ｍ2程度)１号(10ｍ2程度)１号(10ｍ2程度)１号(10ｍ2程度)１号(10ｍ2程度)１号(10ｍ2程度)１号(10ｍ2程度)

17号館17号館17号館17号館17号館17号館17号館

18号館18号館18号館18号館18号館18号館18号館

撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。撤去建物を示す。

交交交交交交交

交交交交交交交

協
和
２
号
線

協
和
２
号
線

協
和
２
号
線

協
和
２
号
線

協
和
２
号
線

協
和
２
号
線

協
和
２
号
線

協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

W=3,500W=3,500W=3,500W=3,500W=3,500W=3,500W=3,500

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 １／６００１／６００１／６００１／６００１／６００１／６００１／６００ Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺 １／３００１／３００１／３００１／３００１／３００１／３００１／３００

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

仮設計画図（１）仮設計画図（１）仮設計画図（１）仮設計画図（１）仮設計画図（１）仮設計画図（１）仮設計画図（１）

Ａ／００７Ａ／００７Ａ／００７Ａ／００７Ａ／００７Ａ／００７Ａ／００７

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事
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15.2m15.2m15.2m15.2m15.2m15.2m15.2m

交交交交交交交

交交交交交交交

住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ

工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ

仮設足場（枠組み足場W=600）仮設足場（枠組み足場W=600）仮設足場（枠組み足場W=600）仮設足場（枠組み足場W=600）仮設足場（枠組み足場W=600）仮設足場（枠組み足場W=600）仮設足場（枠組み足場W=600）

仮設足場（枠組み足場W=900）仮設足場（枠組み足場W=900）仮設足場（枠組み足場W=900）仮設足場（枠組み足場W=900）仮設足場（枠組み足場W=900）仮設足場（枠組み足場W=900）仮設足場（枠組み足場W=900）

仮囲い（買取り）仮囲い（買取り）仮囲い（買取り）仮囲い（買取り）仮囲い（買取り）仮囲い（買取り）仮囲い（買取り）

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り（買取り）ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り（買取り）ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り（買取り）ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り（買取り）ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り（買取り）ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り（買取り）ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り（買取り）

交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名

23.0ｍ23.0ｍ23.0ｍ23.0ｍ23.0ｍ23.0ｍ23.0ｍ
朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲朝顔養生設置範囲

存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）存置範囲を示す。（歩道橋共）

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

65.6m65.6m65.6m65.6m65.6m65.6m65.6m

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り
歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

W=4,300W=4,300W=4,300W=4,300W=4,300W=4,300W=4,300

パネルゲート（盛替）パネルゲート（盛替）パネルゲート（盛替）パネルゲート（盛替）パネルゲート（盛替）パネルゲート（盛替）パネルゲート（盛替）

新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去

■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】

先行撤去とする。先行撤去とする。先行撤去とする。先行撤去とする。先行撤去とする。先行撤去とする。先行撤去とする。
範囲内の構造物及び植栽は範囲内の構造物及び植栽は範囲内の構造物及び植栽は範囲内の構造物及び植栽は範囲内の構造物及び植栽は範囲内の構造物及び植栽は範囲内の構造物及び植栽は
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+396+396+396+396+396+396+396 -241-241-241-241-241-241-241
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　 受注者が行い、結果を監理員へ報告すること。）　 受注者が行い、結果を監理員へ報告すること。）　 受注者が行い、結果を監理員へ報告すること。）　 受注者が行い、結果を監理員へ報告すること。）　 受注者が行い、結果を監理員へ報告すること。）　 受注者が行い、結果を監理員へ報告すること。）　 受注者が行い、結果を監理員へ報告すること。）

１.敷地周囲仮囲い成形鋼板H=3,000（別途先行工事）一部移設（本工事）+防音シートH=1,800（本工事）設置１.敷地周囲仮囲い成形鋼板H=3,000（別途先行工事）一部移設（本工事）+防音シートH=1,800（本工事）設置１.敷地周囲仮囲い成形鋼板H=3,000（別途先行工事）一部移設（本工事）+防音シートH=1,800（本工事）設置１.敷地周囲仮囲い成形鋼板H=3,000（別途先行工事）一部移設（本工事）+防音シートH=1,800（本工事）設置１.敷地周囲仮囲い成形鋼板H=3,000（別途先行工事）一部移設（本工事）+防音シートH=1,800（本工事）設置１.敷地周囲仮囲い成形鋼板H=3,000（別途先行工事）一部移設（本工事）+防音シートH=1,800（本工事）設置１.敷地周囲仮囲い成形鋼板H=3,000（別途先行工事）一部移設（本工事）+防音シートH=1,800（本工事）設置

　（侵入や不法投棄を防ぐため先行で行うこと。）　（侵入や不法投棄を防ぐため先行で行うこと。）　（侵入や不法投棄を防ぐため先行で行うこと。）　（侵入や不法投棄を防ぐため先行で行うこと。）　（侵入や不法投棄を防ぐため先行で行うこと。）　（侵入や不法投棄を防ぐため先行で行うこと。）　（侵入や不法投棄を防ぐため先行で行うこと。）

　　解体敷地周囲の仮囲いには照明器具を取り付けること。（E工事）　　解体敷地周囲の仮囲いには照明器具を取り付けること。（E工事）　　解体敷地周囲の仮囲いには照明器具を取り付けること。（E工事）　　解体敷地周囲の仮囲いには照明器具を取り付けること。（E工事）　　解体敷地周囲の仮囲いには照明器具を取り付けること。（E工事）　　解体敷地周囲の仮囲いには照明器具を取り付けること。（E工事）　　解体敷地周囲の仮囲いには照明器具を取り付けること。（E工事）

　 現場事務所・監督員事務所の設置（既設駐車場は現場事務所用地及び工事用駐車場として利用すること。）　 現場事務所・監督員事務所の設置（既設駐車場は現場事務所用地及び工事用駐車場として利用すること。）　 現場事務所・監督員事務所の設置（既設駐車場は現場事務所用地及び工事用駐車場として利用すること。）　 現場事務所・監督員事務所の設置（既設駐車場は現場事務所用地及び工事用駐車場として利用すること。）　 現場事務所・監督員事務所の設置（既設駐車場は現場事務所用地及び工事用駐車場として利用すること。）　 現場事務所・監督員事務所の設置（既設駐車場は現場事務所用地及び工事用駐車場として利用すること。）　 現場事務所・監督員事務所の設置（既設駐車場は現場事務所用地及び工事用駐車場として利用すること。）

　 外部足場設置→内部アスベスト除去工事→内装撤去工事→内装隠蔽部アスベスト除去工事（発生材は既存EVを使用し搬出すること。）　 外部足場設置→内部アスベスト除去工事→内装撤去工事→内装隠蔽部アスベスト除去工事（発生材は既存EVを使用し搬出すること。）　 外部足場設置→内部アスベスト除去工事→内装撤去工事→内装隠蔽部アスベスト除去工事（発生材は既存EVを使用し搬出すること。）　 外部足場設置→内部アスベスト除去工事→内装撤去工事→内装隠蔽部アスベスト除去工事（発生材は既存EVを使用し搬出すること。）　 外部足場設置→内部アスベスト除去工事→内装撤去工事→内装隠蔽部アスベスト除去工事（発生材は既存EVを使用し搬出すること。）　 外部足場設置→内部アスベスト除去工事→内装撤去工事→内装隠蔽部アスベスト除去工事（発生材は既存EVを使用し搬出すること。）　 外部足場設置→内部アスベスト除去工事→内装撤去工事→内装隠蔽部アスベスト除去工事（発生材は既存EVを使用し搬出すること。）

　 EV稼働系統を除く建物内部設備機器（照明器具･弱電機器･空調機･給湯器等）撤去工事　 EV稼働系統を除く建物内部設備機器（照明器具･弱電機器･空調機･給湯器等）撤去工事　 EV稼働系統を除く建物内部設備機器（照明器具･弱電機器･空調機･給湯器等）撤去工事　 EV稼働系統を除く建物内部設備機器（照明器具･弱電機器･空調機･給湯器等）撤去工事　 EV稼働系統を除く建物内部設備機器（照明器具･弱電機器･空調機･給湯器等）撤去工事　 EV稼働系統を除く建物内部設備機器（照明器具･弱電機器･空調機･給湯器等）撤去工事　 EV稼働系統を除く建物内部設備機器（照明器具･弱電機器･空調機･給湯器等）撤去工事

　 階上解体（強力サポート（15t支持用･振れ止め共）を10箇所/スパン、解体階下３層に設置すること。安全性の確認は計算書にて　 階上解体（強力サポート（15t支持用･振れ止め共）を10箇所/スパン、解体階下３層に設置すること。安全性の確認は計算書にて　 階上解体（強力サポート（15t支持用･振れ止め共）を10箇所/スパン、解体階下３層に設置すること。安全性の確認は計算書にて　 階上解体（強力サポート（15t支持用･振れ止め共）を10箇所/スパン、解体階下３層に設置すること。安全性の確認は計算書にて　 階上解体（強力サポート（15t支持用･振れ止め共）を10箇所/スパン、解体階下３層に設置すること。安全性の確認は計算書にて　 階上解体（強力サポート（15t支持用･振れ止め共）を10箇所/スパン、解体階下３層に設置すること。安全性の確認は計算書にて　 階上解体（強力サポート（15t支持用･振れ止め共）を10箇所/スパン、解体階下３層に設置すること。安全性の確認は計算書にて

　 屋上にバックホーを２機ラフタークレーン等にて揚重すること。EVコア部分を境に東西に重機を配置し２系統にて解体すること。　 屋上にバックホーを２機ラフタークレーン等にて揚重すること。EVコア部分を境に東西に重機を配置し２系統にて解体すること。　 屋上にバックホーを２機ラフタークレーン等にて揚重すること。EVコア部分を境に東西に重機を配置し２系統にて解体すること。　 屋上にバックホーを２機ラフタークレーン等にて揚重すること。EVコア部分を境に東西に重機を配置し２系統にて解体すること。　 屋上にバックホーを２機ラフタークレーン等にて揚重すること。EVコア部分を境に東西に重機を配置し２系統にて解体すること。　 屋上にバックホーを２機ラフタークレーン等にて揚重すること。EVコア部分を境に東西に重機を配置し２系統にて解体すること。　 屋上にバックホーを２機ラフタークレーン等にて揚重すること。EVコア部分を境に東西に重機を配置し２系統にて解体すること。

　 まず圧砕機でRC部分を撤去し、鉄骨柱･梁が現れた段階で脚部分をガス切断し、躯体部分を圧砕機により内側へ倒し解体すること。　 まず圧砕機でRC部分を撤去し、鉄骨柱･梁が現れた段階で脚部分をガス切断し、躯体部分を圧砕機により内側へ倒し解体すること。　 まず圧砕機でRC部分を撤去し、鉄骨柱･梁が現れた段階で脚部分をガス切断し、躯体部分を圧砕機により内側へ倒し解体すること。　 まず圧砕機でRC部分を撤去し、鉄骨柱･梁が現れた段階で脚部分をガス切断し、躯体部分を圧砕機により内側へ倒し解体すること。　 まず圧砕機でRC部分を撤去し、鉄骨柱･梁が現れた段階で脚部分をガス切断し、躯体部分を圧砕機により内側へ倒し解体すること。　 まず圧砕機でRC部分を撤去し、鉄骨柱･梁が現れた段階で脚部分をガス切断し、躯体部分を圧砕機により内側へ倒し解体すること。　 まず圧砕機でRC部分を撤去し、鉄骨柱･梁が現れた段階で脚部分をガス切断し、躯体部分を圧砕機により内側へ倒し解体すること。

　 塔屋部分は重機圧砕機にて解体撤去すること。またSRCの壁・柱・梁の解体に関しては、　 塔屋部分は重機圧砕機にて解体撤去すること。またSRCの壁・柱・梁の解体に関しては、　 塔屋部分は重機圧砕機にて解体撤去すること。またSRCの壁・柱・梁の解体に関しては、　 塔屋部分は重機圧砕機にて解体撤去すること。またSRCの壁・柱・梁の解体に関しては、　 塔屋部分は重機圧砕機にて解体撤去すること。またSRCの壁・柱・梁の解体に関しては、　 塔屋部分は重機圧砕機にて解体撤去すること。またSRCの壁・柱・梁の解体に関しては、　 塔屋部分は重機圧砕機にて解体撤去すること。またSRCの壁・柱・梁の解体に関しては、

　 ６階以下の部分については地上解体により解体すること。　 ６階以下の部分については地上解体により解体すること。　 ６階以下の部分については地上解体により解体すること。　 ６階以下の部分については地上解体により解体すること。　 ６階以下の部分については地上解体により解体すること。　 ６階以下の部分については地上解体により解体すること。　 ６階以下の部分については地上解体により解体すること。

　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）＋電気室解体撤去（基礎共、撤去範囲はA/55による）　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）＋電気室解体撤去（基礎共、撤去範囲はA/55による）　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）＋電気室解体撤去（基礎共、撤去範囲はA/55による）　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）＋電気室解体撤去（基礎共、撤去範囲はA/55による）　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）＋電気室解体撤去（基礎共、撤去範囲はA/55による）　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）＋電気室解体撤去（基礎共、撤去範囲はA/55による）　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）＋電気室解体撤去（基礎共、撤去範囲はA/55による）

４.外構撤去工事４.外構撤去工事４.外構撤去工事４.外構撤去工事４.外構撤去工事４.外構撤去工事４.外構撤去工事

２.既存歩道切下げ工事（W=10,000）、既存入口拡幅工事（W=6,000）　車両軌跡確保のため植栽等撤去共２.既存歩道切下げ工事（W=10,000）、既存入口拡幅工事（W=6,000）　車両軌跡確保のため植栽等撤去共２.既存歩道切下げ工事（W=10,000）、既存入口拡幅工事（W=6,000）　車両軌跡確保のため植栽等撤去共２.既存歩道切下げ工事（W=10,000）、既存入口拡幅工事（W=6,000）　車両軌跡確保のため植栽等撤去共２.既存歩道切下げ工事（W=10,000）、既存入口拡幅工事（W=6,000）　車両軌跡確保のため植栽等撤去共２.既存歩道切下げ工事（W=10,000）、既存入口拡幅工事（W=6,000）　車両軌跡確保のため植栽等撤去共２.既存歩道切下げ工事（W=10,000）、既存入口拡幅工事（W=6,000）　車両軌跡確保のため植栽等撤去共

■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項

９.工事期間中における防犯灯(既存含む)電気料金については、関西電力に申請の上、施工者により支払うものとする。９.工事期間中における防犯灯(既存含む)電気料金については、関西電力に申請の上、施工者により支払うものとする。９.工事期間中における防犯灯(既存含む)電気料金については、関西電力に申請の上、施工者により支払うものとする。９.工事期間中における防犯灯(既存含む)電気料金については、関西電力に申請の上、施工者により支払うものとする。９.工事期間中における防犯灯(既存含む)電気料金については、関西電力に申請の上、施工者により支払うものとする。９.工事期間中における防犯灯(既存含む)電気料金については、関西電力に申請の上、施工者により支払うものとする。９.工事期間中における防犯灯(既存含む)電気料金については、関西電力に申請の上、施工者により支払うものとする。

７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。

６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。

５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。

４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。

３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。

２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。

１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。

　 また、保守管理についても施工者の責任により行うものとする。　 また、保守管理についても施工者の責任により行うものとする。　 また、保守管理についても施工者の責任により行うものとする。　 また、保守管理についても施工者の責任により行うものとする。　 また、保守管理についても施工者の責任により行うものとする。　 また、保守管理についても施工者の責任により行うものとする。　 また、保守管理についても施工者の責任により行うものとする。

１０．大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。１０．大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。１０．大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。１０．大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。１０．大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。１０．大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。１０．大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。

仮歩道 幅員1.2m仮歩道 幅員1.2m仮歩道 幅員1.2m仮歩道 幅員1.2m仮歩道 幅員1.2m仮歩道 幅員1.2m仮歩道 幅員1.2m

範囲内撤去・切り下げ範囲内撤去・切り下げ範囲内撤去・切り下げ範囲内撤去・切り下げ範囲内撤去・切り下げ範囲内撤去・切り下げ範囲内撤去・切り下げ

既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】

８.隣接道路の工事及び仮設材設置を行う際は、諸官庁への届出を行った上で施工すること。８.隣接道路の工事及び仮設材設置を行う際は、諸官庁への届出を行った上で施工すること。８.隣接道路の工事及び仮設材設置を行う際は、諸官庁への届出を行った上で施工すること。８.隣接道路の工事及び仮設材設置を行う際は、諸官庁への届出を行った上で施工すること。８.隣接道路の工事及び仮設材設置を行う際は、諸官庁への届出を行った上で施工すること。８.隣接道路の工事及び仮設材設置を行う際は、諸官庁への届出を行った上で施工すること。８.隣接道路の工事及び仮設材設置を行う際は、諸官庁への届出を行った上で施工すること。

工事車両出入口として工事車両出入口として工事車両出入口として工事車両出入口として工事車両出入口として工事車両出入口として工事車両出入口として
拡幅範囲を左に示す。拡幅範囲を左に示す。拡幅範囲を左に示す。拡幅範囲を左に示す。拡幅範囲を左に示す。拡幅範囲を左に示す。拡幅範囲を左に示す。

交交交交交交交

振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え

外構等撤去範囲を示す。外構等撤去範囲を示す。外構等撤去範囲を示す。外構等撤去範囲を示す。外構等撤去範囲を示す。外構等撤去範囲を示す。外構等撤去範囲を示す。

仮囲い【K-1】撤去仮囲い【K-1】撤去仮囲い【K-1】撤去仮囲い【K-1】撤去仮囲い【K-1】撤去仮囲い【K-1】撤去仮囲い【K-1】撤去

パネルゲート【K-3】盛替パネルゲート【K-3】盛替パネルゲート【K-3】盛替パネルゲート【K-3】盛替パネルゲート【K-3】盛替パネルゲート【K-3】盛替パネルゲート【K-3】盛替

埋込長さ1,000 計2,000） 延長12.0m埋込長さ1,000 計2,000） 延長12.0m埋込長さ1,000 計2,000） 延長12.0m埋込長さ1,000 計2,000） 延長12.0m埋込長さ1,000 計2,000） 延長12.0m埋込長さ1,000 計2,000） 延長12.0m埋込長さ1,000 計2,000） 延長12.0m

仮囲い【K-1】存置　24.1m仮囲い【K-1】存置　24.1m仮囲い【K-1】存置　24.1m仮囲い【K-1】存置　24.1m仮囲い【K-1】存置　24.1m仮囲い【K-1】存置　24.1m仮囲い【K-1】存置　24.1m

仮囲い【K-1】存置　31.6m仮囲い【K-1】存置　31.6m仮囲い【K-1】存置　31.6m仮囲い【K-1】存置　31.6m仮囲い【K-1】存置　31.6m仮囲い【K-1】存置　31.6m仮囲い【K-1】存置　31.6m
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仮囲い【K-1】
存置 99.

2m

仮囲い【K-1】
存置 99.

2m

仮囲い【K-1】
存置 99.

2m

仮囲い【K-1】
存置 99.

2m

仮囲い【K-1】
存置 99.

2m

仮囲い【K-1】
存置 99.

2m

仮囲い【K-1】
存置 99.

2m

遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道

6,
00
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6,
00
0
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6,
00
0

6,
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0

6,
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0

6,
00
0

7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700

　 駐車場廻の外構及び舗装一部撤去工事を行う。　 駐車場廻の外構及び舗装一部撤去工事を行う。　 駐車場廻の外構及び舗装一部撤去工事を行う。　 駐車場廻の外構及び舗装一部撤去工事を行う。　 駐車場廻の外構及び舗装一部撤去工事を行う。　 駐車場廻の外構及び舗装一部撤去工事を行う。　 駐車場廻の外構及び舗装一部撤去工事を行う。

３.建築解体工事（18号棟→17号棟の順で行うこと。歩道橋デッキ接続部共）３.建築解体工事（18号棟→17号棟の順で行うこと。歩道橋デッキ接続部共）３.建築解体工事（18号棟→17号棟の順で行うこと。歩道橋デッキ接続部共）３.建築解体工事（18号棟→17号棟の順で行うこと。歩道橋デッキ接続部共）３.建築解体工事（18号棟→17号棟の順で行うこと。歩道橋デッキ接続部共）３.建築解体工事（18号棟→17号棟の順で行うこと。歩道橋デッキ接続部共）３.建築解体工事（18号棟→17号棟の順で行うこと。歩道橋デッキ接続部共）

2,000×2,0002,000×2,0002,000×2,0002,000×2,0002,000×2,0002,000×2,0002,000×2,000

協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁

振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え　L=2,000共振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え　L=2,000共振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え　L=2,000共振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え　L=2,000共振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え　L=2,000共振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え　L=2,000共振動・騒音計を設置　透明パネル盛替え　L=2,000共

交交交交交交交

交交交交交交交

交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名

ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ40m（ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ付）ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ40m（ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ付）ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ40m（ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ付）ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ40m（ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ付）ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ40m（ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ付）ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ40m（ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ付）ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ40m（ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ付）

足場板+コンパネにて段差解消足場板+コンパネにて段差解消足場板+コンパネにて段差解消足場板+コンパネにて段差解消足場板+コンパネにて段差解消足場板+コンパネにて段差解消足場板+コンパネにて段差解消

土留め（親杭横矢板 H=1,000 低振動工法土留め（親杭横矢板 H=1,000 低振動工法土留め（親杭横矢板 H=1,000 低振動工法土留め（親杭横矢板 H=1,000 低振動工法土留め（親杭横矢板 H=1,000 低振動工法土留め（親杭横矢板 H=1,000 低振動工法土留め（親杭横矢板 H=1,000 低振動工法

通路寸法(2,500)を遵守すること。通路寸法(2,500)を遵守すること。通路寸法(2,500)を遵守すること。通路寸法(2,500)を遵守すること。通路寸法(2,500)を遵守すること。通路寸法(2,500)を遵守すること。通路寸法(2,500)を遵守すること。
電気室解体後盛替えを行うこと。電気室解体後盛替えを行うこと。電気室解体後盛替えを行うこと。電気室解体後盛替えを行うこと。電気室解体後盛替えを行うこと。電気室解体後盛替えを行うこと。電気室解体後盛替えを行うこと。

道路内仮囲い設置範囲道路内仮囲い設置範囲道路内仮囲い設置範囲道路内仮囲い設置範囲道路内仮囲い設置範囲道路内仮囲い設置範囲道路内仮囲い設置範囲
24m24m24m24m24m24m24m

歩道切下範囲歩道切下範囲歩道切下範囲歩道切下範囲歩道切下範囲歩道切下範囲歩道切下範囲
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（Ⅲ種）撤去 27.7m2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（Ⅲ種）撤去 27.7m2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（Ⅲ種）撤去 27.7m2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（Ⅲ種）撤去 27.7m2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（Ⅲ種）撤去 27.7m2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（Ⅲ種）撤去 27.7m2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（Ⅲ種）撤去 27.7m2

歩車道境界ブロック200×100 撤去 20m歩車道境界ブロック200×100 撤去 20m歩車道境界ブロック200×100 撤去 20m歩車道境界ブロック200×100 撤去 20m歩車道境界ブロック200×100 撤去 20m歩車道境界ブロック200×100 撤去 20m歩車道境界ブロック200×100 撤去 20m

土撤去　t100　6m2土撤去　t100　6m2土撤去　t100　6m2土撤去　t100　6m2土撤去　t100　6m2土撤去　t100　6m2土撤去　t100　6m2

既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】既存側溝【存置】

2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700

0）0）0）0）0）0）0）

700700700700700700700

3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

6,
00
0

6,
00
0

6,
00
0

6,
00
0

6,
00
0

6,
00
0

6,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

1,
00
0

乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装乗入れｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】歩道復旧【K-10】

【K-9】【K-9】【K-9】【K-9】【K-9】【K-9】【K-9】

歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】
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仮設電灯（17か所）【設備工事】仮設電灯（17か所）【設備工事】仮設電灯（17か所）【設備工事】仮設電灯（17か所）【設備工事】仮設電灯（17か所）【設備工事】仮設電灯（17か所）【設備工事】仮設電灯（17か所）【設備工事】

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ盛替えﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ盛替えﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ盛替えﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ盛替えﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ盛替えﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ盛替えﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ盛替え

※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。

※新設するガードフェンスは盛替再利用とすること。※新設するガードフェンスは盛替再利用とすること。※新設するガードフェンスは盛替再利用とすること。※新設するガードフェンスは盛替再利用とすること。※新設するガードフェンスは盛替再利用とすること。※新設するガードフェンスは盛替再利用とすること。※新設するガードフェンスは盛替再利用とすること。

※新設する仮囲いの内A/06に記載の数量については※新設する仮囲いの内A/06に記載の数量については※新設する仮囲いの内A/06に記載の数量については※新設する仮囲いの内A/06に記載の数量については※新設する仮囲いの内A/06に記載の数量については※新設する仮囲いの内A/06に記載の数量については※新設する仮囲いの内A/06に記載の数量については

　盛替再利用とすること。　盛替再利用とすること。　盛替再利用とすること。　盛替再利用とすること。　盛替再利用とすること。　盛替再利用とすること。　盛替再利用とすること。

足場設置範囲のうち防音ﾊﾟﾈﾙ+防音ｼｰﾄ範囲足場設置範囲のうち防音ﾊﾟﾈﾙ+防音ｼｰﾄ範囲足場設置範囲のうち防音ﾊﾟﾈﾙ+防音ｼｰﾄ範囲足場設置範囲のうち防音ﾊﾟﾈﾙ+防音ｼｰﾄ範囲足場設置範囲のうち防音ﾊﾟﾈﾙ+防音ｼｰﾄ範囲足場設置範囲のうち防音ﾊﾟﾈﾙ+防音ｼｰﾄ範囲足場設置範囲のうち防音ﾊﾟﾈﾙ+防音ｼｰﾄ範囲

防音ﾊﾟﾈﾙ張りとし、朝顔養生記載部は、防音ﾊﾟﾈﾙ張りとし、朝顔養生記載部は、防音ﾊﾟﾈﾙ張りとし、朝顔養生記載部は、防音ﾊﾟﾈﾙ張りとし、朝顔養生記載部は、防音ﾊﾟﾈﾙ張りとし、朝顔養生記載部は、防音ﾊﾟﾈﾙ張りとし、朝顔養生記載部は、防音ﾊﾟﾈﾙ張りとし、朝顔養生記載部は、
落下防止の朝顔を設置する。落下防止の朝顔を設置する。落下防止の朝顔を設置する。落下防止の朝顔を設置する。落下防止の朝顔を設置する。落下防止の朝顔を設置する。落下防止の朝顔を設置する。
足場高さは、建物高さ+1.0ｍとする。足場高さは、建物高さ+1.0ｍとする。足場高さは、建物高さ+1.0ｍとする。足場高さは、建物高さ+1.0ｍとする。足場高さは、建物高さ+1.0ｍとする。足場高さは、建物高さ+1.0ｍとする。足場高さは、建物高さ+1.0ｍとする。

詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考 区　分区　分区　分区　分区　分区　分区　分

協和町西17号館・18号館・電気室協和町西17号館・18号館・電気室協和町西17号館・18号館・電気室協和町西17号館・18号館・電気室協和町西17号館・18号館・電気室協和町西17号館・18号館・電気室協和町西17号館・18号館・電気室 撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置

工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800
歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置

範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。 存置存置存置存置存置存置存置

【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】
【K-2】【K-2】【K-2】【K-2】【K-2】【K-2】【K-2】

【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】

国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、
検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)

検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。
国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、

新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置

盛替盛替盛替盛替盛替盛替盛替

新設・盛替新設・盛替新設・盛替新設・盛替新設・盛替新設・盛替新設・盛替

新設新設新設新設新設新設新設

万能鋼板　H＝3,000+1800万能鋼板　H＝3,000+1800万能鋼板　H＝3,000+1800万能鋼板　H＝3,000+1800万能鋼板　H＝3,000+1800万能鋼板　H＝3,000+1800万能鋼板　H＝3,000+1800
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1800

Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500

新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去

新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去新設・撤去

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り
歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

W=11,500W=11,500W=11,500W=11,500W=11,500W=11,500W=11,500

ガードフェンス　2.7m　存置ガードフェンス　2.7m　存置ガードフェンス　2.7m　存置ガードフェンス　2.7m　存置ガードフェンス　2.7m　存置ガードフェンス　2.7m　存置ガードフェンス　2.7m　存置

-622-622-622-622-622-622-622



杭本数：231本（内8本存置）杭本数：231本（内8本存置）杭本数：231本（内8本存置）杭本数：231本（内8本存置）杭本数：231本（内8本存置）杭本数：231本（内8本存置）杭本数：231本（内8本存置）

※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。※特記なき事項は新設とする。

17号館17号館17号館17号館17号館17号館17号館
杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭
杭径：φ500×80杭径：φ500×80杭径：φ500×80杭径：φ500×80杭径：φ500×80杭径：φ500×80杭径：φ500×80
杭長：22.0ｍ杭長：22.0ｍ杭長：22.0ｍ杭長：22.0ｍ杭長：22.0ｍ杭長：22.0ｍ杭長：22.0ｍ

大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

交交交交交交交

交交交交交交交

遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道

国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号国道26号

交交交交交交交

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

仮設計画図（２）仮設計画図（２）仮設計画図（２）仮設計画図（２）仮設計画図（２）仮設計画図（２）仮設計画図（２）

Ａ／００８Ａ／００８Ａ／００８Ａ／００８Ａ／００８Ａ／００８Ａ／００８

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考 区　分区　分区　分区　分区　分区　分区　分

協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線

杭一覧杭一覧杭一覧杭一覧杭一覧杭一覧杭一覧
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1
】
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【
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-
1
】
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置

【
K
-
1
】

存
置

【
K
-
1
】

存
置

【
K
-
1
】

存
置

【
K
-
1
】

存
置

【
K
-
1
】

存
置

仮囲い【K-1】存置 27.5m仮囲い【K-1】存置 27.5m仮囲い【K-1】存置 27.5m仮囲い【K-1】存置 27.5m仮囲い【K-1】存置 27.5m仮囲い【K-1】存置 27.5m仮囲い【K-1】存置 27.5m

仮囲い【K-1】存置 99.2m仮囲い【K-1】存置 99.2m仮囲い【K-1】存置 99.2m仮囲い【K-1】存置 99.2m仮囲い【K-1】存置 99.2m仮囲い【K-1】存置 99.2m仮囲い【K-1】存置 99.2m
仮囲い【K-2】存置 2,000×2,000仮囲い【K-2】存置 2,000×2,000仮囲い【K-2】存置 2,000×2,000仮囲い【K-2】存置 2,000×2,000仮囲い【K-2】存置 2,000×2,000仮囲い【K-2】存置 2,000×2,000仮囲い【K-2】存置 2,000×2,000

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

W=7,000W=7,000W=7,000W=7,000W=7,000W=7,000W=7,000

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】　2.7m　存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】　2.7m　存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】　2.7m　存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】　2.7m　存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】　2.7m　存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】　2.7m　存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】　2.7m　存置

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

W=6,300W=6,300W=6,300W=6,300W=6,300W=6,300W=6,300
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置

存置　W=3,500存置　W=3,500存置　W=3,500存置　W=3,500存置　W=3,500存置　W=3,500存置　W=3,500

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

W=4,300W=4,300W=4,300W=4,300W=4,300W=4,300W=4,300

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】存置ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】存置ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】存置ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】存置ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】存置ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】存置ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ【K-3】存置

■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容

１.建築解体工事１.建築解体工事１.建築解体工事１.建築解体工事１.建築解体工事１.建築解体工事１.建築解体工事

　 既存杭の撤去に際し、必要に応じ地盤改良を行うこと。　 既存杭の撤去に際し、必要に応じ地盤改良を行うこと。　 既存杭の撤去に際し、必要に応じ地盤改良を行うこと。　 既存杭の撤去に際し、必要に応じ地盤改良を行うこと。　 既存杭の撤去に際し、必要に応じ地盤改良を行うこと。　 既存杭の撤去に際し、必要に応じ地盤改良を行うこと。　 既存杭の撤去に際し、必要に応じ地盤改良を行うこと。

仮囲い【K-2】盛替え　12.1m仮囲い【K-2】盛替え　12.1m仮囲い【K-2】盛替え　12.1m仮囲い【K-2】盛替え　12.1m仮囲い【K-2】盛替え　12.1m仮囲い【K-2】盛替え　12.1m仮囲い【K-2】盛替え　12.1m

　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）後、PC杭引抜（チャッキング工法）を行う。　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）後、PC杭引抜（チャッキング工法）を行う。　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）後、PC杭引抜（チャッキング工法）を行う。　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）後、PC杭引抜（チャッキング工法）を行う。　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）後、PC杭引抜（チャッキング工法）を行う。　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）後、PC杭引抜（チャッキング工法）を行う。　 本体基礎解体撤去（法付きオープンカット）後、PC杭引抜（チャッキング工法）を行う。

　 貧配合のセメントミルクを吐出しながら引き上げること。杭を撤去した箇所から順に整地を行う。整地に関しては敷き鉄板とすること。　 貧配合のセメントミルクを吐出しながら引き上げること。杭を撤去した箇所から順に整地を行う。整地に関しては敷き鉄板とすること。　 貧配合のセメントミルクを吐出しながら引き上げること。杭を撤去した箇所から順に整地を行う。整地に関しては敷き鉄板とすること。　 貧配合のセメントミルクを吐出しながら引き上げること。杭を撤去した箇所から順に整地を行う。整地に関しては敷き鉄板とすること。　 貧配合のセメントミルクを吐出しながら引き上げること。杭を撤去した箇所から順に整地を行う。整地に関しては敷き鉄板とすること。　 貧配合のセメントミルクを吐出しながら引き上げること。杭を撤去した箇所から順に整地を行う。整地に関しては敷き鉄板とすること。　 貧配合のセメントミルクを吐出しながら引き上げること。杭を撤去した箇所から順に整地を行う。整地に関しては敷き鉄板とすること。

　 杭引抜完了後、残外構及び舗装撤去を行う。　 杭引抜完了後、残外構及び舗装撤去を行う。　 杭引抜完了後、残外構及び舗装撤去を行う。　 杭引抜完了後、残外構及び舗装撤去を行う。　 杭引抜完了後、残外構及び舗装撤去を行う。　 杭引抜完了後、残外構及び舗装撤去を行う。　 杭引抜完了後、残外構及び舗装撤去を行う。

■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項

７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。７.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。

６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。６.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。

５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。５.外部に工事案内を掲示すること。

４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。４.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。

３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。３.本敷地は、工事区域以外は一般者などが使用するため、工事状況により適材適所に安全仮設を行い、設置替えを行うこと。

２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。２.仮設工事着手前に仮設工事施工計画書を作成し、監督員に事前に承認を得ること。

１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。１.工事における仮設は施工責任者により、仮設計画を行い設置すること。

８.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。８.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。８.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。８.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。８.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。８.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。８.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。

法面法面法面法面法面法面法面

法面法面法面法面法面法面法面

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

W=11,500W=11,500W=11,500W=11,500W=11,500W=11,500W=11,500

範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。範囲内で破損したモノは復旧すること。

工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ工事車両ﾙｰﾄ

住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ

存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共） 存置存置存置存置存置存置存置

仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い 新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り
歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置
工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800

約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置約20m間隔に設置

【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】
【K-2】【K-2】【K-2】【K-2】【K-2】【K-2】【K-2】

交交交交交交交

交交交交交交交

検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。検定合格警備員を配置すること。
国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、

国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、国道26号線側には、
検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)検定合格警備員を配置すること。(非常駐)

交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名交通誘導員（常駐） 2名

パネルゲートパネルゲートパネルゲートパネルゲートパネルゲートパネルゲートパネルゲート

ｶﾗｰ鋼板　H＝3,000+1,800ｶﾗｰ鋼板　H＝3,000+1,800ｶﾗｰ鋼板　H＝3,000+1,800ｶﾗｰ鋼板　H＝3,000+1,800ｶﾗｰ鋼板　H＝3,000+1,800ｶﾗｰ鋼板　H＝3,000+1,800ｶﾗｰ鋼板　H＝3,000+1,800
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1,800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1,800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1,800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1,800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1,800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1,800ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明H＝3,000+1,800

存置存置存置存置存置存置存置

存置存置存置存置存置存置存置

存置存置存置存置存置存置存置

解体工事範囲を示す。解体工事範囲を示す。解体工事範囲を示す。解体工事範囲を示す。解体工事範囲を示す。解体工事範囲を示す。解体工事範囲を示す。

１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００

仮囲い【K-1】存置　35.8m仮囲い【K-1】存置　35.8m仮囲い【K-1】存置　35.8m仮囲い【K-1】存置　35.8m仮囲い【K-1】存置　35.8m仮囲い【K-1】存置　35.8m仮囲い【K-1】存置　35.8m
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工事完了後鋼板に盛替え工事完了後鋼板に盛替え工事完了後鋼板に盛替え工事完了後鋼板に盛替え工事完了後鋼板に盛替え工事完了後鋼板に盛替え工事完了後鋼板に盛替え

仮囲い【K-1】存置 37.9m仮囲い【K-1】存置 37.9m仮囲い【K-1】存置 37.9m仮囲い【K-1】存置 37.9m仮囲い【K-1】存置 37.9m仮囲い【K-1】存置 37.9m仮囲い【K-1】存置 37.9m

18号館18号館18号館18号館18号館18号館18号館

17号館17号館17号館17号館17号館17号館17号館

交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名交通誘導員(スポット)18名

土止めを示す。親杭横矢板 H=3,000土止めを示す。親杭横矢板 H=3,000土止めを示す。親杭横矢板 H=3,000土止めを示す。親杭横矢板 H=3,000土止めを示す。親杭横矢板 H=3,000土止めを示す。親杭横矢板 H=3,000土止めを示す。親杭横矢板 H=3,000

杭本数：206本（内5本存置）杭本数：206本（内5本存置）杭本数：206本（内5本存置）杭本数：206本（内5本存置）杭本数：206本（内5本存置）杭本数：206本（内5本存置）杭本数：206本（内5本存置）

18号館18号館18号館18号館18号館18号館18号館
杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭杭種：PC杭
杭径：φ500×90杭径：φ500×90杭径：φ500×90杭径：φ500×90杭径：φ500×90杭径：φ500×90杭径：φ500×90
杭長：25.0ｍ杭長：25.0ｍ杭長：25.0ｍ杭長：25.0ｍ杭長：25.0ｍ杭長：25.0ｍ杭長：25.0ｍ

試験杭本数：2本試験杭本数：2本試験杭本数：2本試験杭本数：2本試験杭本数：2本試験杭本数：2本試験杭本数：2本

試験杭本数：1本試験杭本数：1本試験杭本数：1本試験杭本数：1本試験杭本数：1本試験杭本数：1本試験杭本数：1本

低振動工法　引抜共　計97.3m低振動工法　引抜共　計97.3m低振動工法　引抜共　計97.3m低振動工法　引抜共　計97.3m低振動工法　引抜共　計97.3m低振動工法　引抜共　計97.3m低振動工法　引抜共　計97.3m

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り【K-4】存置

振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置

振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置振動・騒音計を設置 存置

透明パネル　L=2,000 存置　工事完了後鋼板に盛替え透明パネル　L=2,000 存置　工事完了後鋼板に盛替え透明パネル　L=2,000 存置　工事完了後鋼板に盛替え透明パネル　L=2,000 存置　工事完了後鋼板に盛替え透明パネル　L=2,000 存置　工事完了後鋼板に盛替え透明パネル　L=2,000 存置　工事完了後鋼板に盛替え透明パネル　L=2,000 存置　工事完了後鋼板に盛替え

仮設電灯（17か所）仮設電灯（17か所）仮設電灯（17か所）仮設電灯（17か所）仮設電灯（17か所）仮設電灯（17か所）仮設電灯（17か所）

【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】

Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500



-620-620-620-620-620-620-620

-610-610-610-610-610-610-610

-745-745-745-745-745-745-745

-95-95-95-95-95-95-95
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1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線大仙西３号線
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歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ
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協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線協和３号線
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【
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既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用

遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道

関西電力電柱　関西電力電柱　関西電力電柱　関西電力電柱　関西電力電柱　関西電力電柱　関西電力電柱　

協和１号線協和１号線協和１号線協和１号線協和１号線協和１号線協和１号線

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号 名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考 詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号詳細番号 区　分区　分区　分区　分区　分区　分区　分

敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線

存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）存置範囲（歩道橋共）

仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い 存置存置存置存置存置存置存置

仮設電灯仮設電灯仮設電灯仮設電灯仮設電灯仮設電灯仮設電灯 20m間隔に設置20m間隔に設置20m間隔に設置20m間隔に設置20m間隔に設置20m間隔に設置20m間隔に設置 存置存置存置存置存置存置存置

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 【K-3】【K-3】【K-3】【K-3】【K-3】【K-3】【K-3】 存置存置存置存置存置存置存置

【K-4】【K-4】【K-4】【K-4】【K-4】【K-4】【K-4】 新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置素掘り側溝素掘り側溝素掘り側溝素掘り側溝素掘り側溝素掘り側溝素掘り側溝

新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置歩道橋ﾃﾞｯｷ上部・下部に設置
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り 【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】【K-6】 存置存置存置存置存置存置存置

工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800工事区域内への進入防止措置 H＝1,800

雨水管雨水管雨水管雨水管雨水管雨水管雨水管 VU150VU150VU150VU150VU150VU150VU150 新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置新設・存置

雨水流れ方向雨水流れ方向雨水流れ方向雨水流れ方向雨水流れ方向雨水流れ方向雨水流れ方向

住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ住民通行ﾙｰﾄ

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称 協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称 撤去完了図撤去完了図撤去完了図撤去完了図撤去完了図撤去完了図撤去完了図

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 １／６００１／６００１／６００１／６００１／６００１／６００１／６００ Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺 １／３００１／３００１／３００１／３００１／３００１／３００１／３００

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

+110+110+110+110+110+110+110

万能鋼板　H＝3,000万能鋼板　H＝3,000万能鋼板　H＝3,000万能鋼板　H＝3,000万能鋼板　H＝3,000万能鋼板　H＝3,000万能鋼板　H＝3,000 【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】【K-1】

■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容■工事内容

■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項■特記事項

既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用既設最終桝利用

沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池

仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ

仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い

１.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。１.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。１.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。１.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。１.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。１.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。１.工事期間中は安全巡視員を図示位置に常駐配置し、工事状況により適所に増員を行うこと。車両出入の際は警備誘導を行うこと。

２.外部に工事案内を掲示すること。２.外部に工事案内を掲示すること。２.外部に工事案内を掲示すること。２.外部に工事案内を掲示すること。２.外部に工事案内を掲示すること。２.外部に工事案内を掲示すること。２.外部に工事案内を掲示すること。

３.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。３.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。３.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。３.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。３.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。３.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。３.工事車両出入りに伴う一般道路の汚泥防止に努め、道路に汚れが生じた場合は速やかに清掃を行うこと。

４.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。４.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。４.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。４.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。４.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。４.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。４.工事に伴い施設、設備、道路に損害を与えた場合は、監督員に報告の上、請負負担により復旧すること。

５.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。５.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。５.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。５.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。５.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。５.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。５.大型車両の入退場については西側ゲートを使用すること。

Ａ／００９Ａ／００９Ａ／００９Ａ／００９Ａ／００９Ａ／００９Ａ／００９

協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁協和町１丁

　 排水施設工事を行う。　 排水施設工事を行う。　 排水施設工事を行う。　 排水施設工事を行う。　 排水施設工事を行う。　 排水施設工事を行う。　 排水施設工事を行う。

　 仮囲いについては上部防音シートH=1,800のみ撤去し、成形鋼板H=3,000は解体工事後存置とする。　 仮囲いについては上部防音シートH=1,800のみ撤去し、成形鋼板H=3,000は解体工事後存置とする。　 仮囲いについては上部防音シートH=1,800のみ撤去し、成形鋼板H=3,000は解体工事後存置とする。　 仮囲いについては上部防音シートH=1,800のみ撤去し、成形鋼板H=3,000は解体工事後存置とする。　 仮囲いについては上部防音シートH=1,800のみ撤去し、成形鋼板H=3,000は解体工事後存置とする。　 仮囲いについては上部防音シートH=1,800のみ撤去し、成形鋼板H=3,000は解体工事後存置とする。　 仮囲いについては上部防音シートH=1,800のみ撤去し、成形鋼板H=3,000は解体工事後存置とする。

既設配管利用既設配管利用既設配管利用既設配管利用既設配管利用既設配管利用既設配管利用

歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部歩道橋ﾃﾞｯｷ上部
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張りﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ張り

ガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7mガードフェンス　2.7m

Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500Ｗ＝5,400　Ｈ＝4,500

-622-622-622-622-622-622-622

-644-644-644-644-644-644-644
-57-57-57-57-57-57-57

-15-15-15-15-15-15-15

-94-94-94-94-94-94-94

-94-94-94-94-94-94-94

-94-94-94-94-94-94-94

+70+70+70+70+70+70+70

+76+76+76+76+76+76+76

-138-138-138-138-138-138-138

-114-114-114-114-114-114-114

+63+63+63+63+63+63+63

+53+53+53+53+53+53+53

+3+3+3+3+3+3+3

+98+98+98+98+98+98+98

+5+5+5+5+5+5+5

-65-65-65-65-65-65-65

+73+73+73+73+73+73+73

-111-111-111-111-111-111-111

-423-423-423-423-423-423-423

-117-117-117-117-117-117-117

-496-496-496-496-496-496-496

-173-173-173-173-173-173-173

-583-583-583-583-583-583-583

-344-344-344-344-344-344-344

-599-599-599-599-599-599-599

-947-947-947-947-947-947-947

-853-853-853-853-853-853-853

+265+265+265+265+265+265+265

+502+502+502+502+502+502+502

+6+6+6+6+6+6+6

※　特記なき事項は存置とする。※　特記なき事項は存置とする。※　特記なき事項は存置とする。※　特記なき事項は存置とする。※　特記なき事項は存置とする。※　特記なき事項は存置とする。※　特記なき事項は存置とする。

※　新設雨水配管の高さは既存会所レベルに合わせること。※　新設雨水配管の高さは既存会所レベルに合わせること。※　新設雨水配管の高さは既存会所レベルに合わせること。※　新設雨水配管の高さは既存会所レベルに合わせること。※　新設雨水配管の高さは既存会所レベルに合わせること。※　新設雨水配管の高さは既存会所レベルに合わせること。※　新設雨水配管の高さは既存会所レベルに合わせること。

BM±0BM±0BM±0BM±0BM±0BM±0BM±0

+113+113+113+113+113+113+113

-755-755-755-755-755-755-755

+76+76+76+76+76+76+76

+43+43+43+43+43+43+43

+405+405+405+405+405+405+405

+4+4+4+4+4+4+4 -667-667-667-667-667-667-667-83-83-83-83-83-83-83

-795-795-795-795-795-795-795

+156+156+156+156+156+156+156

-101-101-101-101-101-101-101

-242-242-242-242-242-242-242

+59+59+59+59+59+59+59

+72+72+72+72+72+72+72

+85+85+85+85+85+85+85

+413+413+413+413+413+413+413

-161-161-161-161-161-161-161

+264+264+264+264+264+264+264

+257+257+257+257+257+257+257

+205+205+205+205+205+205+205

-55-55-55-55-55-55-55



1,000

1/501/501/501/501/501/501/50縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 K-2K-2K-2K-2K-2K-2K-2 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺K-3K-3K-3K-3K-3K-3K-3 K-4K-4K-4K-4K-4K-4K-4 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺1/501/501/501/501/501/501/50 仮設門扉仮設門扉仮設門扉仮設門扉仮設門扉仮設門扉仮設門扉 1/201/201/201/201/201/201/201/501/501/501/501/501/501/50

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺K-5K-5K-5K-5K-5K-5K-5

特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様

参考メーカー参考メーカー参考メーカー参考メーカー参考メーカー参考メーカー参考メーカー

特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様

特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様

鋼管支柱仮囲い　(仮囲ポリカーボネイト透明　ｔ＝２.０)鋼管支柱仮囲い　(仮囲ポリカーボネイト透明　ｔ＝２.０)鋼管支柱仮囲い　(仮囲ポリカーボネイト透明　ｔ＝２.０)鋼管支柱仮囲い　(仮囲ポリカーボネイト透明　ｔ＝２.０)鋼管支柱仮囲い　(仮囲ポリカーボネイト透明　ｔ＝２.０)鋼管支柱仮囲い　(仮囲ポリカーボネイト透明　ｔ＝２.０)鋼管支柱仮囲い　(仮囲ポリカーボネイト透明　ｔ＝２.０)

支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。

※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。

特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様
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安全＋第一安全＋第一安全＋第一安全＋第一安全＋第一安全＋第一安全＋第一

シート張りシート張りシート張りシート張りシート張りシート張りシート張り

K-1K-1K-1K-1K-1K-1K-1 仮囲（A）万能鋼板　H＝3,000仮囲（A）万能鋼板　H＝3,000仮囲（A）万能鋼板　H＝3,000仮囲（A）万能鋼板　H＝3,000仮囲（A）万能鋼板　H＝3,000仮囲（A）万能鋼板　H＝3,000仮囲（A）万能鋼板　H＝3,000

フェンスバリケードフェンスバリケードフェンスバリケードフェンスバリケードフェンスバリケードフェンスバリケードフェンスバリケード

特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様

鋼管支柱仮囲い　(仮囲鋼板ｔ1.2　溶融亜鉛メッキカラー塗装品)鋼管支柱仮囲い　(仮囲鋼板ｔ1.2　溶融亜鉛メッキカラー塗装品)鋼管支柱仮囲い　(仮囲鋼板ｔ1.2　溶融亜鉛メッキカラー塗装品)鋼管支柱仮囲い　(仮囲鋼板ｔ1.2　溶融亜鉛メッキカラー塗装品)鋼管支柱仮囲い　(仮囲鋼板ｔ1.2　溶融亜鉛メッキカラー塗装品)鋼管支柱仮囲い　(仮囲鋼板ｔ1.2　溶融亜鉛メッキカラー塗装品)鋼管支柱仮囲い　(仮囲鋼板ｔ1.2　溶融亜鉛メッキカラー塗装品)

支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。支柱・胴縁等の単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。

歩道橋ﾃﾞｯｷ上に設置。歩道橋ﾃﾞｯｷ上に設置。歩道橋ﾃﾞｯｷ上に設置。歩道橋ﾃﾞｯｷ上に設置。歩道橋ﾃﾞｯｷ上に設置。歩道橋ﾃﾞｯｷ上に設置。歩道橋ﾃﾞｯｷ上に設置。
コンクリートブロック基礎及び、コンクリートブロック基礎及び、コンクリートブロック基礎及び、コンクリートブロック基礎及び、コンクリートブロック基礎及び、コンクリートブロック基礎及び、コンクリートブロック基礎及び、
既設手摺に番線結束とする。既設手摺に番線結束とする。既設手摺に番線結束とする。既設手摺に番線結束とする。既設手摺に番線結束とする。既設手摺に番線結束とする。既設手摺に番線結束とする。

硬質塩化ビニル管敷設 φ100（矢板無し）硬質塩化ビニル管敷設 φ100（矢板無し）硬質塩化ビニル管敷設 φ100（矢板無し）硬質塩化ビニル管敷設 φ100（矢板無し）硬質塩化ビニル管敷設 φ100（矢板無し）硬質塩化ビニル管敷設 φ100（矢板無し）硬質塩化ビニル管敷設 φ100（矢板無し） 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 1/201/201/201/201/201/201/20

特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様特記仕様

管の接合は接着剤接合とする。管の接合は接着剤接合とする。管の接合は接着剤接合とする。管の接合は接着剤接合とする。管の接合は接着剤接合とする。管の接合は接着剤接合とする。管の接合は接着剤接合とする。

接着剤は硬質塩化ビニル管専用のものを使用すること。接着剤は硬質塩化ビニル管専用のものを使用すること。接着剤は硬質塩化ビニル管専用のものを使用すること。接着剤は硬質塩化ビニル管専用のものを使用すること。接着剤は硬質塩化ビニル管専用のものを使用すること。接着剤は硬質塩化ビニル管専用のものを使用すること。接着剤は硬質塩化ビニル管専用のものを使用すること。

硬質塩化ビニル管(VP)JIS　K6741(硬質塩化ビニル管)とする。硬質塩化ビニル管(VP)JIS　K6741(硬質塩化ビニル管)とする。硬質塩化ビニル管(VP)JIS　K6741(硬質塩化ビニル管)とする。硬質塩化ビニル管(VP)JIS　K6741(硬質塩化ビニル管)とする。硬質塩化ビニル管(VP)JIS　K6741(硬質塩化ビニル管)とする。硬質塩化ビニル管(VP)JIS　K6741(硬質塩化ビニル管)とする。硬質塩化ビニル管(VP)JIS　K6741(硬質塩化ビニル管)とする。
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単管48.6φ×2.4単管48.6φ×2.4単管48.6φ×2.4単管48.6φ×2.4単管48.6φ×2.4単管48.6φ×2.4単管48.6φ×2.4

カラー鋼板（フラットタイプ）カラー鋼板（フラットタイプ）カラー鋼板（フラットタイプ）カラー鋼板（フラットタイプ）カラー鋼板（フラットタイプ）カラー鋼板（フラットタイプ）カラー鋼板（フラットタイプ）
ｔ＝1.2ｔ＝1.2ｔ＝1.2ｔ＝1.2ｔ＝1.2ｔ＝1.2ｔ＝1.2

直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ

自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ

直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ

L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000

自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ
直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ

直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ

自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ

L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000

L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000

直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ

自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ

直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ

L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000L=3,000 @2,000

自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ
直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ

直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ直交クランプ

自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ自在クランプ

L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000

L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000L=2,000 @1,000

仮囲ポリカーボネイト仮囲ポリカーボネイト仮囲ポリカーボネイト仮囲ポリカーボネイト仮囲ポリカーボネイト仮囲ポリカーボネイト仮囲ポリカーボネイト

（フラットタイプ）（フラットタイプ）（フラットタイプ）（フラットタイプ）（フラットタイプ）（フラットタイプ）（フラットタイプ）
ｔ＝2.0ｔ＝2.0ｔ＝2.0ｔ＝2.0ｔ＝2.0ｔ＝2.0ｔ＝2.0

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

1,
3
50

1,
3
50

1,
3
50

1,
3
50

1,
3
50

1,
3
50

1,
3
50

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1
501
50

1
50

1
50 1
50

1
50

1
50

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0
1
,
35

0

8
008
00

8
00

8
00 8
00

8
00

8
00

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
,
3
50

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

※
1
0
0

1,
5
0
0

1,
5
0
0

1,
5
0
0

1,
5
0
0

1,
5
0
0

1,
5
0
0

1,
5
0
0

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　
(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）

仮囲（C）　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明　H＝3,000仮囲（C）　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明　H＝3,000仮囲（C）　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明　H＝3,000仮囲（C）　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明　H＝3,000仮囲（C）　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明　H＝3,000仮囲（C）　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明　H＝3,000仮囲（C）　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ透明　H＝3,000

防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り

塞ぎ板塞ぎ板塞ぎ板塞ぎ板塞ぎ板塞ぎ板塞ぎ板

ブロック基礎ブロック基礎ブロック基礎ブロック基礎ブロック基礎ブロック基礎ブロック基礎

設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件

許容曲げ応力度18N/mm ､許容たわみ率5%（下水道用硬質塩化ビニール管道路埋設指針）許容曲げ応力度18N/mm ､許容たわみ率5%（下水道用硬質塩化ビニール管道路埋設指針）許容曲げ応力度18N/mm ､許容たわみ率5%（下水道用硬質塩化ビニール管道路埋設指針）許容曲げ応力度18N/mm ､許容たわみ率5%（下水道用硬質塩化ビニール管道路埋設指針）許容曲げ応力度18N/mm ､許容たわみ率5%（下水道用硬質塩化ビニール管道路埋設指針）許容曲げ応力度18N/mm ､許容たわみ率5%（下水道用硬質塩化ビニール管道路埋設指針）許容曲げ応力度18N/mm ､許容たわみ率5%（下水道用硬質塩化ビニール管道路埋設指針）
2222222

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

仮設詳細図仮設詳細図仮設詳細図仮設詳細図仮設詳細図仮設詳細図仮設詳細図

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

素掘側溝素掘側溝素掘側溝素掘側溝素掘側溝素掘側溝素掘側溝

図示図示図示図示図示図示図示―――――――

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000

防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り
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沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池

解体工事後の解体工事後の解体工事後の解体工事後の解体工事後の解体工事後の解体工事後の

▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル

1,000 2,000 1,000

解体工事後の解体工事後の解体工事後の解体工事後の解体工事後の解体工事後の解体工事後の

▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル▼地盤レベル

←既設雨水枡←既設雨水枡←既設雨水枡←既設雨水枡←既設雨水枡←既設雨水枡←既設雨水枡

既設雨水排水管既設雨水排水管既設雨水排水管既設雨水排水管既設雨水排水管既設雨水排水管既設雨水排水管

Ａ／０１０Ａ／０１０Ａ／０１０Ａ／０１０Ａ／０１０Ａ／０１０Ａ／０１０
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1/101/101/101/101/101/101/10
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0
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再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン

再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン

路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）

アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図

（堺市車両乗入工事承認基準による）（堺市車両乗入工事承認基準による）（堺市車両乗入工事承認基準による）（堺市車両乗入工事承認基準による）（堺市車両乗入工事承認基準による）（堺市車両乗入工事承認基準による）（堺市車両乗入工事承認基準による）

5
0

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 1/101/101/101/101/101/101/10K-9K-9K-9K-9K-9K-9K-9

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺K-11K-11K-11K-11K-11K-11K-11 歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】歩車道境界ブロック新設【K-11】 1/201/201/201/201/201/201/20

1,000

5
0
2
0
0

1,000

1,000 乗入れ幅：W=6,000乗入れ幅：W=6,000乗入れ幅：W=6,000乗入れ幅：W=6,000乗入れ幅：W=6,000乗入れ幅：W=6,000乗入れ幅：W=6,000

車道面車道面車道面車道面車道面車道面車道面

歩道面歩道面歩道面歩道面歩道面歩道面歩道面

すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%

段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ

（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）

歩道切下げ詳細図歩道切下げ詳細図歩道切下げ詳細図歩道切下げ詳細図歩道切下げ詳細図歩道切下げ詳細図歩道切下げ詳細図

アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図アスファルト舗装(Ⅲ種舗装)詳細図

（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）（近畿地方整備局道路舗装設計便覧による）

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 1/101/101/101/101/101/101/10K-10K-10K-10K-10K-10K-10K-10

乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装

乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装乗入れアスファルト舗装

歩道復旧歩道復旧歩道復旧歩道復旧歩道復旧歩道復旧歩道復旧

5
0

再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン

15
0

路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）路盤再生砕石（RC-40）

1
0
0

5
0

3
00

再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン再生密粒度アスコン

再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン再生粗粒度アスコン

路盤砕石（C-40）路盤砕石（C-40）路盤砕石（C-40）路盤砕石（C-40）路盤砕石（C-40）路盤砕石（C-40）路盤砕石（C-40）

段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ段差ﾌﾞﾛｯｸ

すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%すりつけ区間 15%
境界ブロック境界ブロック境界ブロック境界ブロック境界ブロック境界ブロック境界ブロック

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000

解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　解体時 防音シート　
(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）(解体完了後撤去）防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り

防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り防音シート張り
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※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。※安全上支障のある場合は100を0とする。



　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

－－－－－－－ －－－－－－－

１７号館　外部仕上表・共用部分内部仕上表１７号館　外部仕上表・共用部分内部仕上表１７号館　外部仕上表・共用部分内部仕上表１７号館　外部仕上表・共用部分内部仕上表１７号館　外部仕上表・共用部分内部仕上表１７号館　外部仕上表・共用部分内部仕上表１７号館　外部仕上表・共用部分内部仕上表

Ａ／０１１Ａ／０１１Ａ／０１１Ａ／０１１Ａ／０１１Ａ／０１１Ａ／０１１

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

－－－－－－－ －－－－－－－

１７号館　ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１７号館　ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１７号館　ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１７号館　ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１７号館　ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１７号館　ﾕﾆｯﾄ内部仕上表１７号館　ﾕﾆｯﾄ内部仕上表

Ａ／０１２Ａ／０１２Ａ／０１２Ａ／０１２Ａ／０１２Ａ／０１２Ａ／０１２

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

UPUPUPUPUPUPUP
6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

吹付吹付吹付吹付吹付吹付吹付

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

押入押入押入押入押入押入押入

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

UPUPUPUPUPUPUP

消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓

PSPSPSPSPSPSPS

E.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.V

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

物置物置物置物置物置物置物置

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

UPUPUPUPUPUPUP4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

4,6,8,10階 平面図4,6,8,10階 平面図4,6,8,10階 平面図4,6,8,10階 平面図4,6,8,10階 平面図4,6,8,10階 平面図4,6,8,10階 平面図

UPUPUPUPUPUPUP

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室
6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

UPUPUPUPUPUPUP DNDNDNDNDNDNDN

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入
4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1
物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

PSPSPSPSPSPSPS

消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓

E.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.Vホール
E.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.V

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入
4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

押入押入押入押入押入押入押入
UPUPUPUPUPUPUP

押入押入押入押入押入押入押入
4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

2階 平面図2階 平面図2階 平面図2階 平面図2階 平面図2階 平面図2階 平面図

FHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFH

E.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.V
E.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.Vホール

(+200)(+200)(+200)(+200)(+200)(+200)(+200)

UPUPUPUPUPUPUP

(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)

ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)

(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)

DNDNDNDNDNDNDN
UPUPUPUPUPUPUP

(+200)(+200)(+200)(+200)(+200)(+200)(+200)

ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)ピロティ(+200)

(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)

(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)(+150)

UPUPUPUPUPUPUP

DNDNDNDNDNDNDN

台所台所台所台所台所台所台所 台所台所台所台所台所台所台所

台所台所台所台所台所台所台所 台所台所台所台所台所台所台所

台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所

台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所台所

便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1 物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所

便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所

便所便所便所便所便所便所便所

便所便所便所便所便所便所便所

押入押入押入押入押入押入押入

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2 6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

PSPSPSPSPSPSPS

1階 平面図1階 平面図1階 平面図1階 平面図1階 平面図1階 平面図1階 平面図

X1X1X1X1X1X1X1 X2X2X2X2X2X2X2 X3X3X3X3X3X3X3 X4X4X4X4X4X4X4 X5X5X5X5X5X5X5 X6X6X6X6X6X6X6 X7X7X7X7X7X7X7 X9X9X9X9X9X9X9X8X8X8X8X8X8X8 X10X10X10X10X10X10X10 X11X11X11X11X11X11X11 X12X12X12X12X12X12X12

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y3Y3Y3Y3Y3Y3Y3

Y6Y6Y6Y6Y6Y6Y6

Y5Y5Y5Y5Y5Y5Y5

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y3Y3Y3Y3Y3Y3Y3

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y3Y3Y3Y3Y3Y3Y3

Y5Y5Y5Y5Y5Y5Y5

Y6Y6Y6Y6Y6Y6Y6

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y2Y2Y2Y2Y2Y2Y2

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y2Y2Y2Y2Y2Y2Y2

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y2Y2Y2Y2Y2Y2Y2

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1

X12X12X12X12X12X12X12X11X11X11X11X11X11X11X10X10X10X10X10X10X10X9X9X9X9X9X9X9X8X8X8X8X8X8X8X7X7X7X7X7X7X7X5X5X5X5X5X5X5 X6X6X6X6X6X6X6X4X4X4X4X4X4X4

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1

X2X2X2X2X2X2X2 X3X3X3X3X3X3X3X1X1X1X1X1X1X1

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1
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7,000

1,200

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,500 5,400 5,400 5,400 5,400

59,500

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ 竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ 竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ 竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1

外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1

外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1

外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2

外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2

外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００

Ａ／０１３Ａ／０１３Ａ／０１３Ａ／０１３Ａ／０１３Ａ／０１３Ａ／０１３

１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）１７号館 平面図（１）

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



屋上フェンス屋上フェンス屋上フェンス屋上フェンス屋上フェンス屋上フェンス屋上フェンス

R1R1R1R1R1R1R1

スロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープ

遊び場遊び場遊び場遊び場遊び場遊び場遊び場

UPU
P

UPUP U
PUP UP

UPUPUPUPUPUPUP

DNDNDNDNDNDNDN

PSPSPSPSPSPSPS

消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓

E.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.Vホール
E.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.V

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1
物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室
6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

UPUPUPUPUPUPUP

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1
物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

13階 平面図13階 平面図13階 平面図13階 平面図13階 平面図13階 平面図13階 平面図

UPUPUPUPUPUPUP

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入
4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓

E.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.Vホール
E.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.V

物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関 6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入
4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

吹付吹付吹付吹付吹付吹付吹付

UPUPUPUPUPUPUP

物置物置物置物置物置物置物置
玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

UPUPUPUPUPUPUP

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1
物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入
4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2
食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

12階 平面図12階 平面図12階 平面図12階 平面図12階 平面図12階 平面図12階 平面図

PSPSPSPSPSPSPS

消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓

E.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.Vホール
E.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.VE.L.V

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

UPUPUPUPUPUPUP

押入押入押入押入押入押入押入

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖
押入押入押入押入押入押入押入

物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

物置物置物置物置物置物置物置
玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関 6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1

押入押入押入押入押入押入押入

押入押入押入押入押入押入押入
4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

遊び場遊び場遊び場遊び場遊び場遊び場遊び場

DNDNDNDNDNDNDN

UPUPUPUPUPUPUP

押入押入押入押入押入押入押入

6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1
物置物置物置物置物置物置物置

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖4.5帖

押入押入押入押入押入押入押入

食事室食事室食事室食事室食事室食事室食事室

6帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-26帖-2

押入押入押入押入押入押入押入

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

3,5,7,9,11階 平面図3,5,7,9,11階 平面図3,5,7,9,11階 平面図3,5,7,9,11階 平面図3,5,7,9,11階 平面図3,5,7,9,11階 平面図3,5,7,9,11階 平面図

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下

物置物置物置物置物置物置物置
玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関 6帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-16帖-1
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UPUPUPUPUPUPUP
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台所台所台所台所台所台所台所 台所台所台所台所台所台所台所

台所台所台所台所台所台所台所 台所台所台所台所台所台所台所

便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所便所
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外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1

外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1

外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1外部階段-1

外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2

外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2

外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2外部階段-2

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ 竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００

Ａ／０１４Ａ／０１４Ａ／０１４Ａ／０１４Ａ／０１４Ａ／０１４Ａ／０１４

１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）１７号館 平面図（２）

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

１７号館 平面図（３）１７号館 平面図（３）１７号館 平面図（３）１７号館 平面図（３）１７号館 平面図（３）１７号館 平面図（３）１７号館 平面図（３）

Ａ／０１５Ａ／０１５Ａ／０１５Ａ／０１５Ａ／０１５Ａ／０１５Ａ／０１５

１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ 竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ竪樋 100Φ
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GL+45.900GL+45.900GL+45.900GL+45.900GL+45.900GL+45.900GL+45.900

GL+41.400GL+41.400GL+41.400GL+41.400GL+41.400GL+41.400GL+41.400

R-2RSLR-2RSLR-2RSLR-2RSLR-2RSLR-2RSLR-2RSL

E.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.Vホール

E.L.V機械室E.L.V機械室E.L.V機械室E.L.V機械室E.L.V機械室E.L.V機械室E.L.V機械室

C-C 断面図C-C 断面図C-C 断面図C-C 断面図C-C 断面図C-C 断面図C-C 断面図

E.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.VホールE.L.Vホール
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ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 
GL+35.800GL+35.800GL+35.800GL+35.800GL+35.800GL+35.800GL+35.800

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００１／４００ １／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００

Ａ／０１７Ａ／０１７Ａ／０１７Ａ／０１７Ａ／０１７Ａ／０１７Ａ／０１７

１７号館 断面図１７号館 断面図１７号館 断面図１７号館 断面図１７号館 断面図１７号館 断面図１７号館 断面図

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００

Ａ／０１８Ａ／０１８Ａ／０１８Ａ／０１８Ａ／０１８Ａ／０１８Ａ／０１８

１７号館　矩計詳細図（１）１７号館　矩計詳細図（１）１７号館　矩計詳細図（１）１７号館　矩計詳細図（１）１７号館　矩計詳細図（１）１７号館　矩計詳細図（１）１７号館　矩計詳細図（１）

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

隔て板隔て板隔て板隔て板隔て板隔て板隔て板

　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。



ＹＹＹＹＹＹＹ４４４４４４４

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号 Ａ／０１９Ａ／０１９Ａ／０１９Ａ／０１９Ａ／０１９Ａ／０１９Ａ／０１９

１７号館　矩計詳細図（２）１７号館　矩計詳細図（２）１７号館　矩計詳細図（２）１７号館　矩計詳細図（２）１７号館　矩計詳細図（２）１７号館　矩計詳細図（２）１７号館　矩計詳細図（２）

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

石綿セメント板t4mm VP石綿セメント板t4mm VP石綿セメント板t4mm VP石綿セメント板t4mm VP石綿セメント板t4mm VP石綿セメント板t4mm VP石綿セメント板t4mm VP

繊維壁繊維壁繊維壁繊維壁繊維壁繊維壁繊維壁

　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。　アスベスト含有みなし建材を示す。

仕上げ内容及び石綿含有建材の有無は仕上表による仕上げ内容及び石綿含有建材の有無は仕上表による仕上げ内容及び石綿含有建材の有無は仕上表による仕上げ内容及び石綿含有建材の有無は仕上表による仕上げ内容及び石綿含有建材の有無は仕上表による仕上げ内容及び石綿含有建材の有無は仕上表による仕上げ内容及び石綿含有建材の有無は仕上表による

１／４０１／４０１／４０１／４０１／４０１／４０１／４０ １／２０１／２０１／２０１／２０１／２０１／２０１／２０



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号 Ａ／０２０Ａ／０２０Ａ／０２０Ａ／０２０Ａ／０２０Ａ／０２０Ａ／０２０

１７号館　外部階段（１）　平面詳細図・断面詳細図１７号館　外部階段（１）　平面詳細図・断面詳細図１７号館　外部階段（１）　平面詳細図・断面詳細図１７号館　外部階段（１）　平面詳細図・断面詳細図１７号館　外部階段（１）　平面詳細図・断面詳細図１７号館　外部階段（１）　平面詳細図・断面詳細図１７号館　外部階段（１）　平面詳細図・断面詳細図

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事

１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００ Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺 １／５０１／５０１／５０１／５０１／５０１／５０１／５０



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００

Ａ／０２１Ａ／０２１Ａ／０２１Ａ／０２１Ａ／０２１Ａ／０２１Ａ／０２１

１７号館　外部階段（２）　平面詳細図１７号館　外部階段（２）　平面詳細図１７号館　外部階段（２）　平面詳細図１７号館　外部階段（２）　平面詳細図１７号館　外部階段（２）　平面詳細図１７号館　外部階段（２）　平面詳細図１７号館　外部階段（２）　平面詳細図

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺 Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部堺市　建築都市局　建築部 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

－－－－－－－ －－－－－－－

Ａ／０２２Ａ／０２２Ａ／０２２Ａ／０２２Ａ／０２２Ａ／０２２Ａ／０２２

１７号館　外部階段（２） 断面詳細図・詳細図１７号館　外部階段（２） 断面詳細図・詳細図１７号館　外部階段（２） 断面詳細図・詳細図１７号館　外部階段（２） 断面詳細図・詳細図１７号館　外部階段（２） 断面詳細図・詳細図１７号館　外部階段（２） 断面詳細図・詳細図１７号館　外部階段（２） 断面詳細図・詳細図

１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０１：５０

協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事協和町西団地１７号館ほか１棟解体工事


